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国立大学法人大分大学事業報告書 
 

「国立大学法人大分大学の概要」 

１．目 標 

国立大学法人大分大学中期目標 

（前文）大学の基本的な目標 

大分大学の基本理念 

  人間と社会と自然に関する教育と研究を通じて、豊かな創造性、社会性及び人間性を備えた人材を

育成するとともに、地域の発展ひいては国際社会の平和と発展に貢献し、人類福祉の向上と文化の創

造に寄与する。 

 

教育の目標 

１．学生の立場にたった教育体制のもとで、広い視野と深い教養を備え、豊かな人間性と高い 

倫理観を有する人材を育成する。 

２．ゆるぎない基礎学力と高度の専門知識を修得し、創造性と応用力に富んだ人材を育成する。 

３．高い学習意欲を持ち、たゆまぬ探究心と総合的な判断力を身につけ、広く世界で活躍でき 

る人材を育成する。 

 

研究の目標 

１．創造的な研究活動によって真理を探究し、知的成果を大分の地から世界へ発信する。 

２．広い分野の学際的な研究課題に対して、総合大学の特性を活かし、学の融合による新たな 

学問分野の創造を目指す。 

 

社会貢献の目標 

１．地域拠点大学として、教育・研究・医療の成果を地域社会に還元することにより、地域社 

会との連携と共存を図り、その発展に貢献する。 

２．国際的な拠点大学として、広く世界に目を向けて交流を進める。特に、アジア諸国との特 

徴ある国際交流を推進する。 

 

運営の方針 

１．自主的・自律的な教育研究と管理運営のもと、活動内容の継続的な質的向上を図るととも 

に、情報を積極的に公開し、社会への説明責任を果たすよう努める。 

２．社会と時代の変化に対応し得る、機能性に優れた柔軟な運営体制の構築を目指す。 

 

２．業 務 

１．教育に関する取組 

（１）教養教育の見直しと改善 

関係各委員会が大学教育開発支援センターと連携して全学共通科目の内容の改善、遠隔授業の実

施、e-Learning システムの活用、厳正な成績評価等に関して全学の教養教育の全般的な見直し

と改善を進めている。 

（２）多様な学生受け入れの強化 

多様な学生の受け入れについて、独自の取り組みを強化している。例えば高等学校との「連携会

議」は高大連携の取組事例としてモデルケースといえる。また経済学部では高等学校の「総合的

な学習の時間」における校外活動に対応して「大学・学問調べ相談窓口」を新たに開設し，高校
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生がより相談しやすい体制を整えた。本学独自の企画として，平成10年度から実施している「学

長と語ろう」の会は、学長と高校生が大学や社会のことについて本音で語り合うもので，平成

16年度は第7回目で県内13校の高校生が参加した（前年より２校増）。さらに平成17年３月に

大学紹介リーフレット（ミニ概要）を作成し、各高校の進学相談室の他に，新設した市内７箇所

の「大分大学インフォメーションコーナー」に配架し，市民一般に広く本学をＰＲしている。 

（３）教育方法の改善 

大学教育支援センター及び FD 支援プロジェクトを中心に、授業公開、明快発音トレーニング、

メディア教育、大学開放、合宿研修の５つの FD ワークショップを企画・実施した。また大学教

育支援開発センターとメディア教育プロジェクト及び総合情報処理センターを中心に、FDワーク

ショップやFD講演会を開催し、e-Learningシステムの活用法やメディア教育法に関する理解を

深めている。 

（４）学習・履修指導の改善 

「学生実態調査」のアンケート項目の充実、「学生との意見交換会」や「意見箱」の活用等で学

生のニーズの的確な把握に努めている。また学生の安全・衛生教育、心身の健康増進・疾病予防

にも力をいれ、臨床心理士をめざす学生に対する教育的カウンセリングを実施している。 

 

２．研究に関する取組 

（１）学内センターの再編・統合 

研究推進委員会を設置して全学的な研究推進の体制を整備し、学内各センターの再編・統合の検

討も進めている。 

（２）教育研究面における地域連携を強化 

大分県教育委員会・大分大学教育福祉科学部連携協議会の設置、県内各地で産学交流会の開催、

研究者総覧2004（抜粋版）の発行と関連機関約３００社への配布、研究シーズ発表会や医療・福

祉発表会の開催を進めている。 

（３）高度な研究体制の整備 

平成 17年 4月に先端医工学研究センターを設置した。また知的財産本部を設置し、その充実策

を検討している。 

 

３．その他の取組 

（１）社会との連携の推進 

自治体、企業との包括協定の推進では、他大学にはない特色ある成果を出している。自治体に

関しては、県内のすべての市と協力協定を結ぶこととし、４市との間で調印した。一方地域企

業との間では２銀行と協定を結び、金融機関との協定で話題を呼んだ。一方、地域自治体との

間で実施してきた地域貢献支援事業は最終年度であり、予算不足を学長裁量経費で補填しつつ、

県内各地で多様な連携活動を展開している。また本学の技術シーズを東京地区でも広く PR す

るために東京オフイスを設置している。 

（２）国際交流の推進 

国際交流委員会で「大分大学国際化戦略」の検討を継続しており、特に、アジア諸国との特徴

ある国際交流を推進し、交流協定を拡充するため、中国等の４大学に留学生センター教員を派

遣し、本学から派遣する学生の受入状況等について現地調査等を行った。 

（３）地域社会の福祉への貢献 

附属病院は，高度先進医療の開発と提供をとおして倫理感豊かな医療人を育成し、地域社会の

福祉に貢献することを目標にしており、平成 16 年度に実施した主な事柄は、次のとおりであ

る。１．患者本位の医療：病院を対象とした第三者評価を行う（財）日本医療機能評価機構の

認定を受けた。内科領域及び外科領域の診療科を臓器別診療体制に整備し，患者に分かりやす

い診療体制にした。患者サービス向上のため，ボランティアによる支援を拡大している。２．

医学，医療の発展と地域医療の向上：地域の病院との連携を図り，患者紹介率５０％以上を維

持している。３．教育，研究，研修の充実：研修医室等の研修環境の整備を図るため，卒後臨
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床研修センターの建物の建設について検討を開始した。 ４．管理・運営の合理化：病院長の

諮問機関として戦略的企画部門会議を設置し，主に病院収入増及び経費節減の方策を機動的・

戦略的に検討し提案している。  

（４）運営体制の改善 

運営組織等検討委員会を設置して、運営体制の改善に関する主要な実施事項について検討を行

い、全学委員会方式を見直して学長室・理事室体制の整備を中心とする改善案を検討している。

また、各学部で副学部長制を導入するなど、学部長の補佐体制を強化した。情報公開に関して

は、広報の基本方針の制定、役員会、教育研究評議会及び経営協議会の議事概要の学内ＨＰで

の公表を実施し、学内ＨＰを活用して学内意見を聴取する仕組みも整備している。 

 

３．事業所等の所在地 

キャンパス名 主 な 名 称 所 在 地 

旦野原キャンパス 
法人本部、教育福祉科学部、経済学部、工

学部 
大分県大分市大字旦野原 

挾間キャンパス 医学部、医学部附属病院 大分県挾間町医大ヶ丘 

王子キャンパス 
教育福祉科学部附属小学校、附属中学校、

附属養護学校、附属幼稚園 
大分県大分市王子新町 

 

 

４．資本金の状況 

３１,０６１,１５９,０５５円（全額 政府出資） 
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５．役員の状況 

 役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事６人、監事２人。任期は国立大学法

人法第１５条の規定及び国立大学法人大分大学役員規程の定めるところによる。 

役 職 氏   名 就任年月日 主 な 経 歴 

学  長 中 山   巌 

平成16年4月1日 

～ 

平成17年9月30日

昭和42年4月  長崎大学助手医学部 

昭和42年5月  長崎大学講師医学部 

昭和46年4月  長崎大学助教授医学部附属病院 

昭和53年4月  大分医科大学教授医学部 

平成 9年 4月   大分医科大学附属図書館長 

平成10年4月   大分医科大学長 

平成15年10月  大分大学長 

理  事 

（総務担当） 
嘉 目 克 彦 

平成16年4月1日 

～ 

平成17年9月30日

昭和53年4月  大分大学講師経済学部 

昭和55年4月  大分大学助教授経済学部 

平成 3年 4月  大分大学教授経済学部 

平成8年8月～平成12年8月 

大分大学経済学部長 

平成14年1月  大分大学副学長 

平成15年10月  大分大学学長特別補佐 

理  事 

（教育担当） 
豊 田 寛 三 

平成16年4月1日 

～ 

平成17年9月30日

昭和44年4月  広島大学助手教養部 

昭和49年4月  大分大学講師教育学部 

昭和52年4月  大分大学助教授教育学部 

昭和63年1月  大分大学教授教育学部 

平成10年1月  大分大学教育学部長 

平成11年4月～平成13年3月 

大分大学教育福祉科学部長 

平成14年1月  大分大学学長特別補佐 

平成15年10月  大分大学副学長 

理  事 

（研究担当） 
野 村 芳 雄 

平成16年4月1日 

～ 

平成17年9月30日

昭和44年8月  熊本大学助手医学部 

昭和47年4月   熊本大学講師医学部附属病院 

平成 8年 4月  大分医科大学教授医学部 

平成15年10月  大分大学副学長 

理  事 

（社会連携担当） 
羽 野   忠 

平成16年4月1日 

～ 

平成17年9月30日

昭和48年4月  九州大学助手工学部 

昭和50年4月  大分大学講師工学部 

昭和51年8月  大分大学助教授工学部 

昭和64年1月  大分大学教授工学部 

平成8年4月～平成10年4月 

大分大学廃液処理施設長 

平成11年7月～平成12年3月 

大分大学機器分析センター長 

平成12年1月～平成16年1月 

大分大学工学部長 
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入 江 孝 信 

平成16年 4月 1日

～ 

平成16年12月31日

昭和43年 6月 有明工業高等専門学校会計課 

昭和48年 4月 文部省大臣官房会計課用度班 

平成12年 7月 大臣官房会計課政府調達企画官 

（兼）大臣官房会計課政府調達室長 

平成15年 4月 大分大学事務局長 

平成16年 4月 大分大学理事・事務局長 

平成17年 1月 東京医科歯科大学理事・事務局長 

理  事 

（財務担当） 

島 田 正 寛 

平成17年1月1日 

～ 

平成17年9月30日

昭和51年11月 小樽商科大学会計課 

昭和54年11月 文部省大臣官房会計課管財班 

平成11年11月 大臣官房会計課総務班主査 

平成13年 6月 大臣官房会計課政府調達企画官 

（兼）大臣官房会計課政府調達室長 

茂 木 五 郎 

平成16年 4月 1日

～ 

平成16年6月24日

昭和42年 7月  山口大学講師医学部 

昭和43年 4月  山口大学講師医学部附属病院 

昭和47年11月  山口大学助教授医学部 

昭和56年 4月   大分医科大学教授医学部 

平成10年 4月～平成15年9月 

大分医科大学副学長 

大分医科大学医学部附属病院長 

（併任） 

理  事 

（医療担当） 

（非常勤） 

有 田   眞 

平成16年 8月 1日

～ 

平成17年9月30日

昭和41年9月  九州大学医学部附属病院副手 

昭和42年6月  九州大学助手医学部 

昭和44年1月  九州大学医学部附属病院副手 

昭和47年7月  医療法人恵愛会福間病院内科医長

昭和47年10月  九州大学助手医学部 

昭和48年4月   九州大学助教授医学部 

昭和54年4月   大分医科大学教授医学部 

平成4年4月～平成8年3月 

大分医科大学医学部附属動物実 

験施設長（併任） 

平成10年4月    大分医科大学医学部附属実験実習

機器センター長（併任） 

平成11年7月    大分医科大学教授医学部 辞職 

平成11年8月    財団法人厚生年金事業振興団湯 

布院厚生年金病院長 

監  事 田 村 謙二郎 

平成16年4月1日 

～ 

平成18年3月31日

昭和42年4月   株式会社大分銀行入行 

平成7年3月    株式会社大分銀行大阪支店長， 

鶴崎支店長歴任 

平成11年7月   大分リース株式会社取締役 

平成13年8月   大分リース株式会社常務取締役 

監  事 

（非常勤） 
秦 野 晃 郎 

平成16年4月1日 

～ 

平成18年3月31日

昭和41年4月  税理士・公認会計士事務所開業 

昭和59年5月   朝日監査法人代表社員 

平成16年1月   あずさ監査法人代表社員 
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６．職員の状況（平成１７年５月１日現在） 

   教  員      ６６４名 

   教員以外の職員  ８１３名 

        計    １，４７７名 

 

７．学部等の構成 

附属小学校 

附属中学校 

                                附属養護学校 

                       教育福祉科学部         附属幼稚園 

                   学 部         経済学部                附属教育実践総合センター 

                       医学部                  附属病院 

                       工学部                   

 

                       教育学研究科 

                   大 学 院     経済学研究科 

                       医学系研究科 

                       工学研究科 

                                  福祉社会科学研究科 

 

附属図書館（本館・分館） 

 

保健管理センター 

地域共同研究センター 

生涯学習教育研究センター 

学内共同教育研究施設          総合科学研究支援センター 

総合情報処理センター 

留学生センター 

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 

福祉科学研究センター 

大学教育開発支援センター 

コミュニティ総合研究センター 

 

 

                  共同施設    廃液処理施設 
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８．学生の状況（平成１７年５月１日現在） 

学部学生数 ５,１４５名 大学院生数 ６６６名 

教育福祉科学部 １,１２３名 教育学研究科（修士課程） ６８名 

経 済 学 部 １,４４２名 経済学研究科（修士課程） ５０名 

医 学 部  ８３８名 医学系研究科（修士課程） ２９名 

工 学 部 １,７４２名 医学系研究科（博士課程） １０３名 

工学研究科（博士前期課程） ３４７名 

工学研究科（博士後期課程） ４６名 

  

福祉社会科学研究科（修士課程） ２３名 

 

 

９．設立の根拠となる法律名 

    国立大学法人法 

 

１０．主務大臣 

    文部科学大臣 

 

１１．沿 革 

年   月 旧 大 分 大 学 旧大分医科大学 

 

昭和２４年 ５月  

昭和４１年 ４月 

昭和４７年 ５月 

昭和５１年１０月 

昭和５２年 ５月 

昭和５４年 ４月 

 

昭和５６年 ４月 

昭和５９年 ４月 

平成 ４年 ４月 

平成 ６年 ４月 

平成 ７年 ４月 

平成１０年 ４月 

 

平成１１年 ４月 

平成１４年 ４月 

 

 

大分大学(学芸学部、経済学部)設置 

学芸学部を教育学部に改称 

工学部設置 

 

大学院経済学専攻科(修士課程)設置 

大学院工学研究科(修士課程)設置 

（平成7年4月：博士前期課程に改組）

 

 

大学院教育学研究科(修士課程)設置 

 

大学院工学研究科(博士後期課程)設置

 

 

教育学部を教育福祉科学部に改組 

大学院福祉社会科学研究科(修士課程)

設置 

 

 

 

 

 

大分医科大学設置 

 

 

 

医学部附属病院設置 

大学院医学研究科(博士課程)設置 

 

医学部看護学科設置 

 

大学院医学系研究科に改称し、看護

学科専攻(修士課程)設置 

 

 

 

 

 

平成１５年１０月 

平成１６年 ４月 

 

 

新「大分大学」設置 

国立大学法人大分大学設置 
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１２．経営協議会・教育研究評議会 

○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関） 

氏   名 現   職 

中 山   巌 学 長 

嘉 目 克 彦 理事（総務担当） 

入 江 孝 信 

（H16.4.1～H16.12.31） 

島 田 正 寛 

（H17.1.1～） 

理事（財務担当） 

大 嶋   誠 教育福祉科学部長 

宇 野   稔 

（H16.4.1～H16.8.15） 

阿 部   誠 

（H16.8.16～） 

経済学部長 

鳥 巣 岳 彦 医学部長 

江 崎 忠 男 工学部長 

中 野 重 行 医学部附属病院長 

安 藤 昭 三 大分商工会議所会頭 

小 野   浩 
大分県経営者協会最高顧問 

（大分交通株式会社代表取締役会長） 

嶋 津 義 久 大分県医師会長 

立 花 旦 子 弁護士 

西 村 駿 一 大分県私立大学・短期大学協会長 

斎 藤   哲 大分県生活環境部長 

草 間 朋 子 大分県立看護科学大学長 

黒 川   征 別府大学長 

 

 

○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関） 

氏   名 現   職 

中 山   巌 学 長 

嘉 目 克 彦 理事（総務担当） 

豊 田 寛 三 理事（教育担当） 

野 村 芳 雄 理事（研究担当） 

羽 野   忠 理事（社会連携担当） 
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入 江 孝 信 

（H16.4.1～H16.12.31） 

島 田 正 寛 

（H17.1.1～） 

理事（財務担当） 

大 嶋   誠 教育福祉科学部長 

宇 野   稔 

（H16.4.1～H16.8.15） 

阿 部   誠 

（H16.8.16～） 

経済学部長 

鳥 巣 岳 彦 医学部長 

江 崎 忠 男 工学部長 

二 宮 孝 富 大学院福祉社会科学研究科長 

大 羽 宏 一 附属図書館長 

中 野 重 行 医学部附属病院長 

前 田   明 教育福祉科学部教授 

大岩 幸太郎 教育福祉科学部教授 

楠 本   宏 経済学部教授 

阿 部   誠 

（H16.4.1～H16.8.15） 

安 岡 正 義 

（H16.8.16～） 

経済学部教授 

藤 岡 利 生 医学部教授 

小 幡 光 子 医学部教授 

佐 藤 誠 治 工学部教授 

田 中   充 工学部教授 

平 塚 良 子 大学院福祉社会科学研究科教授 

三 角 順 一 附属図書館医学分館長 

加 藤 征 治 学内共同教育研究施設長 

葉 玉 哲 生 医学部附属病院教授 
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「事業の実施状況」 

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上 

 １．教育に関する実施状況 

（１）教育の成果に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○教養教育の成果に関す

る具体的目標の設定 

  

・ 教養教育の全般的見直

しを行い，豊かな感性と

教養並びに倫理観を備

えた，人間性豊かな人材

を育成する。 

 

・ 教養教育委員会を中心に，全学

の教養教育の全般的見直しを行う

ため，教養教育の履修状況等の調

査を行い，教養教育の成果を調査

する方法について検討するととも

に，教養教育科目の全学共通科目

の最低履修単位の設定，高い教育

効果のある履修モデルの作成，ク

ラス編成の改善，複数担当者によ

る同一科目の授業内容の共通項の

設定，補習授業の導入等，改善の

ための具体策を順次検討する。 

各学部の教養科目のカリキュラム，履修状況，全学共通科目

の最低履修単位数の設定，複数担当者による同一科目の授業内

容の共通項の設定状況等の調査を実施した。履修状況等の調査

によると，最低履修単位数の見直しは医学部ではすでに実施済

みであり，経済学部も１７年度入学生からの変更が決定されて

いる。工学部ではJABEEへの対応の中において，また教育福祉

科学部ではカリキュラムの見直しを進めており，教養科目の最

低履修単位数変更の可能性ついても検討中である。複数担当者

による同一科目の授業内容の共通項の設定においては，現状で

は教育目標の共通化というレベルにとどまっている部分が多

くなっている。補習授業はその必要性が高く，現状では各学部

において実施されている。全学的な取組みについては教養教育

のあり方を含めて２００６年問題ワーキンググループにおい

ても検討を進めている。教養教育の成果に関するアンケート調

査は平成１７年度に実施予定である。 

・ 国際性を身に付けた人

材を育成するため，異文

化理解力，情報活用能力

や外国語を含むコミュ

ニケーション能力の向

上を図る教育を充実さ

せる。特に，英語につい

ては，「仕事で英語が使

える」人材の育成を目指

して教科内容等の改善

を図る。 

 

・ 教養教育委員会を中心として，

以下の改善策について順次検討す

る。 

ａ 全学共通科目で全担当教員によ

る共通した「授業のねらい」とその

「授業の内容」を作成し，次年度シ

ラバスへの掲載 

ｂ 異文化理解力の向上を図るた

め，新規授業科目の開講も含めた授

業科目の体系化 

ｃ 外国語科目でのネイティブスピ

ーカーや情報処理科目でのＴＡの

活用 

ｄ 外国語科目では，能力別・少人

数制クラスの編成 

ｅ 異文化理解のための科目，情報

処理科目，外国語科目の授業担当者

が複数となったときの授業内容及

び成績評価の標準化方策の検討 

ｆ 学内ネットワークから利用でき

る e-Learning システムの全学的活

用と新たなシステムの充実 

ａ 教務情報システムによって，シラバスへの掲載はすでに実施

済みである。 

ｂ 新規のみならず平成１４年度から平成１６年度までに開講

された異文化理解に関連する授業科目を調査した。検討の結

果，異文化（国際）関連科目は十分に開講していると考えられ

るが，今後ともその充実を進める。 

ｃ 外国語科目でのネイティブスピーカーおよび情報処理科目

での TA の活用状況について調査検討を行った。科目ならびに

学部により隔たりが見られるが，概ね良好であると判断され

る。 

ｄ 能力別クラス編成では経済学部の英語科目に導入されてい

るが，他の学部では検討段階である。少人数制クラス編成に関

しては，英語科目ではほぼ達成されているが，第２外国語では

その達成が困難となっている。そのなかで，第２外国語の改革

の一環として，特にクラス人数の多くなっている中国語とハン

グルへ非常勤の割り当てを他の第2外国語から振り替えること

によって，クラス人数の緩和を図った。 

ｅ 該当する学部において，授業内容及び成績評価の標準化を進

めており，情報処理科目においては問題が解消している。語学

においても学期末試験での共通問題の出題などの改善に取り

組んでいる。 

ｆ すでに導入されている Web-CT を活用した授業が行われるな

ど，e-Learningシステムの活用に向けた取組みが進んでいる。
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・ 導入教育の充実を図

り，学習の動機付けを高

める。 

・ 教務委員会と教養教育委員会が

連携して，導入教育の充実を目的

とした新入生及び在学生並びに他

大学や本学学生の出身高校におけ

るカリキュラムなどの調査項目等

を企画・立案する。 

他大学や高校におけるカリキュラム等の調査は，九州を中心

とした他大学の調査結果を活用するとともに，全国的な高等学

校のカリキュラムの状況に関する講演を実施するなどの情報

収集に努めるとともに，いわゆる２００６年問題ワーキンググ

ループにおいて検討を進めている。 

  以上の検討を受け，導入教育の重要性は各学部とも認識して

おり，カリキュラム改革等を通じてその充実に努めている。

○卒業後の進路等に関す

る具体的目標の設定 

  

・ 学士課程での教育によ

り，自らの専門を積極的

に生かし，社会に貢献す

ることができる人材を

育成する。また，大学院

へ進学し，高度な専門的

知識の習得を目指す人

材の育成を図る。 

・ 就職委員会及び就職支援室が教

務委員会と連携して，学生が必要

とする進路に関する情報について

各種の調査を企画し，実施すると

ともに，キャリアプランニングの

授業科目，高度な専門知識を求め

る動機付けとなる授業科目につい

て調査・検討を行う。 

九州を中心とした他大学の情報を収集し，調査・検討した結

果を基に，キャリアプランニングの授業科目案及び高度な専門

知識を求める動機付けとなる授業科目案を作成して就職委員

会で検討し，さらに具体的な内容の検討については，学務委員

会とも連携して処理することとした。 

・ 大学院課程での教育に

より，教育者，研究者及

び高度専門職業人とし

て国内外で活躍するこ

とができる人材を育成

する。 

 

・ 大学院委員会を中心に，大学院

学生が国内外で活躍できるように

するため，大学院学生の国際交流

状況の調査を行い，特に，国際学

術交流に関する問題点を洗い出す

とともに，先進大学での具体的な

取り組みについての調査を行う。

  国際交流状況及び先進大学の取組状況の調査票を作成し，調

査を実施した。 

○教育の成果・効果の検証

に関する具体的方策 

  

・ 教務委員会及び教養教育委員会

が大学教育開発支援センターと連

携して，学生による授業評価の結

果を授業の改善に反映させるため

の方策を企画・立案する。 

大学教育開発支援センターとの連携により，学生による授業

評価の結果を授業の改善に反映させるための方策を検討し，報

告書にまとめた。 

・ 学生による授業評価の

分析と適切な成績評価

の結果を踏まえて，教育

の成果・効果の検証を行

う。 

 ・ 教務委員会及び教養教育委員会

が大学教育開発支援センターと連

携して，学生が履修した科目の成

績評価が厳密・適正に行われてい

るか等の実態調査を実施する。 

ワーキンググループにおいて，学生が履修した科目の成績評

価が厳密・適正に行われているかについての質問紙調査を作成

し，その実態調査の実施を大学教育開発支援センターに依頼し

た。同センターは，依頼を受け実態調査を実施した。 

・ 各授業科目の到達目標

を明確にし，履修した学

生の達成度を調査する。

 

・ 教務委員会及び教養教育委員会

が大学教育開発支援センターと連

携して，授業科目の到達目標を設

定するために必要な事項や問題

点，学生の達成度を検証する方策

の検討を行う。 

授業科目の到達目標を設定するために必要な事項や問題点，

学生の達成度を検証する方策を検討した結果，授業アンケート

での学生の評価に対して，教員がコメントをすることで対応し

ている。また，達成度を検証する方法としては，試験による検

証が主な方法であるが，英検等の検定試験を活用することも今

後検討する。 
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・ 社会（雇用主等）に，

卒業生及び修了生の能

力及び教育成果に関す

る調査を行い，その調査

結果を教育課程・教育内

容等の改善に活用でき

るシステムを構築する。

・ 就職委員会を中心に，社会（雇

用主等）及び本学ＯＢ・ＯＧに

卒業生と修了生の能力及び教

育成果に関する調査を行うた

めに必要な事項の検討及び調

査の実施組織に関する検討を

行う。 

他大学のアンケート等の資料を収集し，調査・検討した結果

を基に，社会（雇用主等）及び本学ＯＢ・ＯＧに，卒業生と修

了生の能力及び教育成果に関する調査を行うためのアンケー

ト案を作成して就職委員会で検討した。 

 

（２）教育内容等に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○アドミッション・ポリシ

ーに応じた入学者選抜

を実現するための具体

的方策 

  

「学士課程」   

・ アドミッション・ポリ

シーの周知・徹底を図る

ための広報活動を一層充

実させる。 

 

・ ホームページ専門委員会におい

て入試情報に関する公式ホームペ

ージ（ＨＰ）の内容について検討

し，その充実を図る。開示可能な

情報は全てＨＰに掲載し，入試の

仕組みを分かりやすくするために

Ｑ＆Ａを設ける。 

公式ＨＰに「入試に関するＱ＆Ａ」及び「高校生対象行事」

を掲載した。この取り組みを機に，経済学部や工学研究科のＨ

Ｐにも，受験生向けＱ＆Ａを掲載することになった。また，新

たに「高校生対象行事」のコンテンツを設けたことにより，高

校生に対する広報活動が向上した。 

 

・ 入学者選抜方法研究委員会にお

いて，入学者選抜に関する他大学

の状況を調査し，各学部等のアド

ミッション・ポリシーの見直し，

各学部等のアドミッション・ポリ

シーに応じた適正な募集単位・科

目・問題作成等について検討する。

入学者選抜方法研究委員会において，他大学のアドミッショ

ン・ポリシー及び募集単位等について調査し，整理した。この

調査結果を基に，各学部でアドミッション・ポリシーの見直し

及びアドミッション・ポリシーに応じた適正な募集単位・科

目・問題作成等について検討した。 

・ アドミッション・ポリ

シーに応じた入学者選抜

を実現するために，入試

方法（募集単位・科目・

問題作成等）の改善を行

う。また，AO入試の導入

を検討する。 

・ 「大分大学と大分県内の高等学

校との連携会議」において，ＡＯ

入試を導入する際の問題点につい

て意見交換を行う。 

「大分大学と大分県内の高等学校との連携会議」において，

ＡＯ入試を導入する際の問題点について意見交換を行った。ま

た，県内高校の進路指導担当教諭を対象とした「大分大学入学

試験説明会」において，ＡＯ入試を導入する際の問題点につい

て意見提出（アンケート調査）の依頼を行った。 

このアンケート調査の意見を基に，各学部で検討した。 

・ 入学後の追跡調査に基

づき，推薦・社会人など

の特別選抜，一般選抜及

び編入学について，選抜

方法及び募集人員等の見

直しを検討する。 

・ 入学者選抜方法研究委員会にお

いて，入学試験成績と入学後の学

業成績との関係を調査するための

方法について検討する。 

入学者選抜方法研究委員会において，入学試験成績と入学後

の学業成績との関係を調査するための方法について検討した

結果，学部ごとに検討結果をまとめることとし，各学部は追跡

調査の具体的な方法，内容，今後の方針について検討した。

 

・ 本学と高等学校との連

携を通じて，高等学校教

育と大学教育のより適切

な接続方法等を検討す

る。 

・ 「大分大学と大分県内の高等学

校との連携会議」において，高等

学校教育と大学教育の適切な接続

方法及び入試問題の適切さ等につ

いて意見交換を行う。 

毎年行っている「大分大学と大分県内の高等学校との連携会

議」において適切な接続方法について意見交換を行っている。

実際に，工学部と経済学部では学力不足の入学者には数学や英

語等の補習を行っている。入試問題の適切さについては，長期

的な分析が必要であることを確認した。 
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・ 国際交流委員会等で新たな国際

化戦略を検討し，留学生の増加へ

の取り組みを全学的目標と位置づ

け，留学生センター運営委員会に

おいて具体的方策の検討を開始す

る。 

関係資料を作成して，大分大学国際化戦略を検討した。 

 
・ 留学生の受入れについ

ては，入試情報などの積

極的な提供により，留学

生数の増加を目指す。 

 

・ ホームページ専門委員会におい

て，英語だけでなく，ハングルや

中国語等で記述された公式ＨＰを

作成することについて検討する。

担当理事と関係者で打合せを行い，HP作成の経費を含めた諸

課題の洗い出しを行った。 

 

「大学院課程」   

・ 各研究科の性格・特徴を対外的

に周知させるため，各研究科にお

いてアドミッション・ポリシーの

策定に向けた検討を行う。 

各研究科において，アドミッション・ポリシーを策定した。・ 研究科のアドミッショ

ン・ポリシーに基づき，

適切な入試科目・入試方

法等を検討する。特に，

社会人の再教育等への配

慮を十分に行う。 

 

・ 大学院委員会において，社会人

受入れの方針及び今後目指すべき

方向性について検討する。 

各研究科において，社会人受入れの方針及び今後目指すべき
方向性について検討した。 

・ 社会人の大学院入学者数

を増やすために，昼夜間開

講科目の充実・改善を図る。 

 

・ 各研究科において昼夜間開講科

目の充実方策について検討すると

ともに，開講科目の履修状況を調

査する。 

 履修状況調査票を作成し，調査を実施した。 

○教育理念等に応じた教育

課程を編成するための具

体的方策 

  

・ 本学の基本理念・目標

を実現するため，各学部

と各研究科の授業科目の

到達目標を明確にする。 

 

・ 教務委員会及び大学院委員会に

おいて，各学部と各研究科の授業

科目の到達目標を明確にするため

に，全学的に取り組むべき方策に

ついて検討する。 

教養科目とともに専門科目についても，シラバスの全学的統

一を図り，到達目標の記述欄を盛り込んだ。今後はさらに内容

の充実を図り，それを評価する組織が必要であることが明らか

となった。特に医学部では，関係省庁からのガイドラインや各

種基準によって，到達目標を明示している。 

「教養教育」   

・ 教養教育委員会で，教育到達目

標（プレゼンテーション能力を高

める，情報リテラシーを身に付け

させる等）及び教育内容の標準化

が可能な授業科目に関する調査・

検討を行う。 

各学部ならびに九州地区の各国立大学法人に実態調査を行

い，検討結果に基づいて次年度計画を作成した。 

・ 教養教育では，意思伝

達・情報活用の力を重視

し，語学力と情報活用能

力などの基礎的共通教育

の充実を図るため，授業

科目の具体的な到達目標

を定めた教育課程を編成

する。 

 

・ 教養教育委員会で，外国語教育

の教育目標の明示化とその実現の

ためのカリキュラム見直しについ

て検討する。 

外国語教育では，教育福祉科学部，経済学部で改革案を作成

し，平成１７年度から実施することとした。 
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・ 学生本位の立場から，

多様なメディアを活用し

て教育内容・方法の改善

を図る仕組みを作るほ

か，個々の学生が自ら能

力を伸張するための多様

な学習方法（補習授業や基

礎セミナー・現地学習など）

を工夫する。 

・ 教務委員会及び教養教育委員会

において，多様な学習方法を活用

した教育内容・方法の改善のため

の仕組みについて検討する。 

 

各学部の教務委員会で多様な学習方法を活用した教育内

容・方法の改善のための仕組みについて検討しているが，さら

に多様な学習方法の普及と，早期の実現のためにも，ＦＤをさ

らに充実させ，カリキュラム改革を検討することとした。 

「学士課程」   

・ 教務委員会及び各学部教務委員

会において，育成すべき人材像に

基づく適切な教育課程の編成が行

われているかを点検する方法等の

検討を行う。 

各学部のカリキュラム検討委員会等で点検方法の検討を行

った結果，学部の特性を活かし，より細かな学生指導が可能な

教育課程の編成となっているか等，定期的に点検・評価するこ

とが望ましいとの結論になったが，具体的方法については，引

き続き検討することとした。 

・ 育てるべき人材像に基づ

いた教育課程の編成を行

うとともに，教育課程の見

直し・点検を組織的に行

い，その改善・充実を図る。 

 ・ 教務委員会，教養教育委員会及

び各学部教務委員会において，教

育成果及び教育課程の見直し・点

検を定期的に行うための方法等を

検討する。 

各学部のカリキュラム検討委員会等が２年に１回の定期的

点検・評価を行うこととした。 

・ 教養教育委員会及び各学部教務

委員会において，卒業生による実

際の職務等に関する体験紹介の授

業等，職業意識啓発に関わる科目

を複数開設し，全学共通科目の課

題コア分野の新設を検討する。 

該当する学部ではすでに職業意識啓発に関わる科目が設置

されており，教養での職業意識啓発科目も現行のまま実施する

こととした。インターンシップ科目では，各学部での報告会へ

他学部の学生の参加を促すこととした。 

・ 職業意識を啓発する授業

科目を充実させるととも

に，インターンシップ等の

拡充を図り，卒業後の進路

を適切に選択できる能力

を高める。 

・ 教務委員会が就職委員会と連携

して，県内外のインターンシップ

受入れ職場の開拓等，受入れ先拡

大の方策について検討を行う。 

経済学部と工学部では，インターンシップを重視し，学生に

奨励している。受け入れ先の拡大も鋭意積極的に取り組み，

１６年度の参加学生は急激に増加した。 

 

・ 学部学生の大学院進学

意欲を高めるため，優れ

た学生には，大学院で開

講されている授業科目を

受講できるようにする。 

 

・ 大学院委員会，各研究科委員会，

教務委員会及び各学部教務委員会

において，学部学生の大学院授業

科目受講希望の調査及びオープン

化可能な大学院授業科目の調査を

行う。 

ワーキンググループにおいて，学部学生の大学院授業科目受

講希望及びオープン化可能な大学院授業科目に関するアンケ

ート調査を実施し，報告書を作成した。 

・ 大学院教育との接続を

考えた教育課程を編成

し，進学希望者に対して

適切な指導を行う。 

・ 大学院委員会，各研究科委員会

及び各学部教務委員会が連携し，

大学院教育への接続を考慮した学

部教育の教育課程及び履修モデル

について検討する。 

ワーキングで検討した結果，各学部の教務委員会が各研究科

と連携して，大学院進学に連動した教育課程や，その履修モデ

ル等を作成することとした。 

「大学院課程」   
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・ 各研究科の育てるべき

人材像に基づいた教育課

程の編成を行うととも

に，教育課程の見直し・

点検を組織的に行い，そ

の改善・充実を図る。 

・ 大学院委員会及び各研究科委員

会において，各研究科・専攻の育

てるべき人材像に基づく体系的教

育課程のあり方について検討す

る。 

 

各研究科において，教育課程のあり方について検討した。
経済学研究科においては，新たにコース制の導入に向けて検
討を行った。 

・ 大学院委員会が各研究科委員会

と連携して，各研究科の授業の相

互履修と履修単位の認定の可能性

について検討する。 

福祉社会科学研究科と医学系研究科間で履修単位の認定を
行っており，他の各研究科において，授業の相互履修と履修単
位の認定の可能性について検討した。 
 

・ 大学院委員会が各研究科委員会

と連携して，研究科間の授業のオ

ープン化の可能性について検討す

る。 

各研究科において，研究科間の授業のオープン化の可能性に
ついて検討した。 

・ 各研究科の壁を越えた

教育課程を整備し，学生

が他の研究科の授業科目

を履修できるようにす

る。 

 

・ 福祉社会科学研究科と医学系研

究科が連携し，両研究科の間で２

科目以上をオープン化する方向で

検討する。 

両研究科において，２科目以上のオープン化について検討し
た。 

○授業形態，学習指導法等

に関する具体的方策 

  

・ 大学教育開発支援センターの支

援の下に，全教員が３年に１回Ｆ

Ｄワークショップに参加する従来

のシステムの成果を踏まえ，問題

点を改善しながらさらに活動を継

続する。 

大学教育開発支援センター・ＦＤ支援プロジェクトにおい

て，これまでのシステムの検証を行い，授業公開，明快発音ト

レーニング，メディア教育，大学開放，合宿研修の５つのＦＤ

ワークショップを企画・実施した。また，e-Learning 及び

２００６年問題をテーマとした全学ＦＤ講演会を企画・実施し

た。 

・ 大学教育開発支援センターを中

心に，これまでの成果や問題点を

年度末にとりまとめ，数値化でき

るものについては，統計分析でき

るような形で整理する。 

大学教育開発支援センター・ＦＤ支援プロジェクトにおい

て，これまでのファカルティ・ディベルプメント報告書及びセ

ンター報告書に基づいて，ＦＤ活動の成果や問題点のとりまと

めを行った。その際，ＦＤ活動のアンケート調査結果について

数値化できるものの整理を行った。 

・ FD研修を一層充実させる

とともに，教員が相互に授

業を参観し研修する公開

授業等を実践する。 

 

・ 大学教育開発支援センターは，

教養教育科目の授業公開ワークシ

ョップを開催し，実施結果を参加

者などの関係者に通知する。 

大学教育開発支援センターは，教養教育科目の授業公開ワー

クショップを開催し，相互検討会，センター運営委員会，教務

委員会を通して実施結果を関係者に通知した。 

・ 少人数クラス編成によ

り，教養教育・導入教育

等の充実を図る。 

 

・ 教養教育委員会は，他大学にお

ける少人数教育の実施状況，少人

数教育にふさわしい授業科目，少

人数教育の実施方法等について調

査・検討する。 

九州地区国立大学法人への実態調査を行い，少人数科目をゼ

ミナール科目に移してはどうか等を検討した。 

・ 遠隔授業システム利用の

ための研修を行い，活用の

拡大・促進を図る。 

 

・ 教養教育委員会は，遠隔授業シ

ステムを利用した効果的な授業の

方法，その使用方法に関する遠隔

授業研修を実施する。 

平成１６年に本学において行われた九州地区大学研修会に

おいて，遠隔授業システムを利用した本学の教員がその報告を

行った。 
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・ 教養教育委員会は，遠隔授業制

度に関するワーキンググループを

設置する。 

メディア教育の検討部会で対応することとした。 

・ 教養教育委員会は，旦野原キャ

ンパスと挾間キャンパスの間で，

遠隔授業システムを使用した全学

共通科目を開講する。 

前期に1科目，後期に1科目実施した。 

・ 教務委員会の下に，専門教育科

目のシラバス書式の統一について

検討するワーキンググループを設

置する。 

専門科目のシラバスの様式を作成し，検討結果を教務委員会

に報告し，了承され，平成１７年度から導入することとなった。

・ 各授業科目のシラバスの

形式を統一し，その内容の

改善や電子化・一般公開を

図る。 

 ・ 教務委員会の下で，電子化した

シラバスをＷｅｂで閲覧可能とな

るようなシステムの検討を行う。

教務委員会の下にワーキンググループを設置し，シラバスの

Web 上での公開は，各学部で推進することとし，学部によって

は既に推進している。 

・ 教務委員会は，外国語の検定試

験で単位認定が可能なことを周知

徹底する。 

各種認定試験により単位取得が可能であることを学生に対

して周知徹底した。 

・ 教務委員会は，TOEFL及びTOEIC

を受け易くするための環境を整備

し，学生に対してこれらの受験を

奨励する。 

受験説明会や模擬試験の実施等の受験環境を整備して，学生

に受験を奨励した。 

・ 各学部の教務委員会の下にワー

キンググループを設置し，国家資

格及びその他の資格について単位

として認定できるものを検討す

る。 

特に英語の認定資格については，各学部で実施しているが，

工学部では，従前のＳ評価だけでなく，新たにＡ評価を加える

ことにより，評価項目を増やした。 

・ 学外で取得した各種検

定試験等に応じた単位認

定の幅を広げる。 

 

・ 各学部の教務委員会で，在学生

の既取得資格について調査する。

各学部の教務委員会で，単位化の前提としての既取得資格の

実態調査を行った。 

・ 教務委員会は，シラバスに推薦

図書や教室外の学習に関しての記

載を行うことを徹底する。 

各学部に対して名称を「時間外学習」とし，シラバスに推薦

図書や教室外の学習に関しての記載を依頼し，平成１７年度か

ら実施することとした。 

・ 大学教育開発支援センターが教

務委員会と連携して，オンライン

教材の作成のための調査を行う。

 

オンライン教材の作成のための調査の準備として，教員の授

業方法について実態調査をおこなった。教材提示装置やPC，プ

ロジェクタの利用頻度は増えてきているものの，e-Learning

（ALC，WebCT）の利用は十分とは言えず，利用法の講習や利用

例の紹介が必要であることが分かった。 

・ 学生用図書を充実させ，

学生の自己学習を支援す

る e-Learning を推進す

る等，教室外での学習を

促す学習環境の整備を図

る。 

 

・ 大学教育開発支援センターを中

心に，自己学習方法を検討･立案す

るとともに教材の調査を行う。 

 

他大学のオンライン教材等自己学習方法に関する実態調査 

先進的取り組みを進めているいくつかの大学を対象に実態

調査を聞き取りにより行った。中には一つの講義をe-Learning

のみで構成している例もあったが，講義の中で補助的に用いて

いるものが多かった。今回調査した大学ではコンテンツ作成の

ための体制が整備されていた。センター等で担当していたり，

ＴＡなどを活用したりしていた。体制の整備が必要であるが，

これに加えてすでに他大学で作成されているオンライン教材

を共有するなどの方策を検討することとした。 
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・ 教務委員会は，学生に放送大学

をはじめ国内外の協定先大学の授

業内容の詳細を公開し，授業選択

の枠が拡大することを理解させ

る。 

放送大学については HP 上からシラバスを読むことができ，

国外の協定校は本学の HP から閲覧でき，その授業内容を知る

ことができる。協定の窓口は総務部学術協力課国際企画係であ

る。留学の窓口は留学生センターで，学生の相談を受けつけて

いる。 

・ 放送大学をはじめ他大

学（外国の大学等を含む）

との単位互換を推進す

る。 

 

・ 留学生センターを中心に，協定

締結の準備の年に，候補となる諸

外国の大学の調査を行う。 

協定校がないフランスの３大学と協定締結について交渉を

行った。 

 

○適切な成績評価等の実施

に関する具体的方策 

  

・ 教務委員会に教育方法の点検・

改善を検討するワーキンググルー

プを設置し，ＧＰＡ制度を含む６

段階評価の活用法とその効果に関

し検討を開始する。 

各学部のGPA制度を含む６段階評価の実施状況を調査した。

工学部において，６段階評価を用いたGPA制度がすでに約３年

前から実施されていることから，その効果と活用法について調

査した。工学部では，学生の修学指導に効果をあげており，他

学部での実施の可能性について引き続き検討する。 

・ 教務委員会を中心に，本学にお

けるＧＰＡ制度の詳細を公開し周

知を図る。 

 

GPA 制度に関して広く周知を図るため，GPA 制度の目的，算

出方法，GPA 制度をすでに実施している工学部の取り組み等に

ついて，本学の広報誌であるBUNDAI．OITA (No.5)およびHP上

に掲載した。また，理事（教育担当）が「大分大学における教

育方法改善の取り組み」（『文部科学教育通信』№.118）で本学

の取り組みを紹介した。 

・ 学士課程においては，

６段階成績評価やGPA制

度等による成績評価の実

施状況について分析し，

適切な成績評価を実施す

る。 

 

・ ＧＰＡ制度の導入されていない

学部では，学部教務委員会等でＧ

ＰＡ制度を含め厳格な成績評価の

あり方について具体的な方策を検

討する。 

各学部における６段階評価の実施状況を調査するとともに

厳格な成績評価のあり方についても検討した。その結果，次年

度へ向けて，教員へのさらなる周知を図るための PR 活動を実

施することとした。 

・ 大学教育開発支援センターは，

成績評価法などに関する合宿型ワ

ークショップの開催を検討・立案

する。 

大学教育開発支援センター運営委員会及びＦＤ支援プロジ

ェクトにおいて，合宿型ワークショップのあり方を含め開催に

ついて検討し，明快発音 WS，メディア WS，合宿研修を実施し

た。今後も引き続き実施して行く。 

・ 各学部の教務委員会の下に，成

績評価法を検討するワーキンググ

ループを設置し，総括的評価と形

成的評価の見直しを行うととも

に，適切な総括的評価基準につい

て検討を行う。 

各学部教務委員会で検討を行った。工学部ではJABEE対応学

科で既に総括的評価の見直しが進んでおり，医学部では拡大教

務委員会を開催し進級要件を総合的に検討することとなった。

総括的評価と形成的評価の効用についての各教員の理解度を

高めるため，次年度には総括的評価と形成的評価使用の効用を

積極的に周知していくこととした。 

・ 教務委員会を中心に，卒業生及

び社会(雇用主等)を対象に教育効

果に関する実態調査項目を企画す

る。 

次年度に就職委員会が調査することとなった「大分大学卒業

生・修了生アンケート」について，アンケート結果の利用を同

委員会に依頼した。 

・ 各授業科目の成績評価基

準を明確にし，特に同一名

称の科目等については成

績評価の一貫性を図る。 

 

・ 各学部の教務委員会の下で，各

教員がより具体的な成績評価基準

を作成して講義等で学生に明確に

周知する体制を整備する。 

シラバスに成績評価基準が明確に記載されていない科目に

ついては，「教養教育科目ガイドブック」や各学部・学科の教

育要綱に記載することを依頼し，各授業科目のシラバスに成績

評価基準を明確に記載することになった。 
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・  同一名称の科目については，

教務委員会は教養教育委員会と連

携して，担当教員による試験問題

作成・採点ワーキンググループを

設置し，試験の公正・公平性を高

める方策を検討する。 

同一名称科目の抽出及び試験評価方法の調査を行った。この

結果，語学及び体育教育に同一名称科目が多かったため担当教

員に評価基準の作成を依頼した。また，教養教育委員会外国語

科目部会に共通試験問題の一部出題を依頼したが，同一試験時

間帯の設定ができず，次年度から実施の予定である。 

・ 成績評価のための課題

レポート及び定期試験等

の解説や，模範解答例の

公表を積極的に行う。 

 

・ 教務委員会が大学教育開発支援

センターと連携して，課題レポー

ト及び定期試験等の解説や，解答

例の作成と公表の方法等について

検討する。 

 

課題レポート及び定期試験等の解説，模範解答例の公表に関

して，医学部では全試験での実施を依頼した。また，工学部で

も一部実施している。 

教育福祉科学部及び経済学部では定期試験終了後は休暇と

なるために試験解説実施が困難であるため，代替案の検討を続

けている。 

○教育の改善に関する具体

的方策 

  

・ 大学教育開発支援セン

ターを改組した高等教育

開発センター(仮称)にお

いて，教育内容及び教育

方法に関する企画・開発，

教育支援，教育評価の見

直し等を行い，教育改革

を推進する。 

・ 大学教育開発支援センター及び

学内共同教育研究施設等管理委員

会の審議及び役員会での検討に基

づき，教務委員会が運営会議と連

携しつつ，大学教育開発支援セン

ターを改組し，高等教育開発セン

ターを設置するための準備組織

を，１６年度中に立ち上げる。 

大学教育開発支援センター運営委員会において高等教育開

発センター構想案を作成し，さらに将来計画委員会等で高等教

育開発センター構想案が審議・策定され，高等教育開発センタ

ー設置準備委員会を立ち上げた。 

 

（３）教育の実施体制等に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○教養教育，学部，研究科

等の教育実施体制等の整

備・充実 

  

・ 教養教育委員会で，課題コア科

目をさらに充実させるとともに，

全学共通科目を見直す。 

 

課題コア科目への協力を学部に依頼し開講している。全学共

通科目の見直しは，中期計画の分類「教養教育の成果に関する

具体的目標の設定」事項「教養教育の全般的見直しを行い，豊

かな感性と教養並びに倫理観を備えた，人間性豊かな人材を育

成する。」と連動して，２００６年問題の検討と同様に引き続

き検討を行う。 

・ 教育研究評議会，教養教

育委員会，教務委員会並び

に大学院委員会で教育実施

体制を見直し，高等教育開

発センター（仮称）の支援

を受けながら，権限と責任

のある全学的な教養教育

実施体制，学部及び研究

科ごとの教育実施体制を

整備・充実させる。 

 

・ 教養教育委員会を中心に，学生

による授業評価の方法を見直し

(例えば，授業評価と成績の相関が

見られるような方式での回答の収

集など)，卒業生を雇用している企

業を中心に教養教育，専門教育の

効果等についてデータを収集す

る。 

中期計画の分類「教養教育の成果に関する具体的目標の設

定」事項「教養教育の全般的見直しを行い，豊かな感性と教養

並びに倫理観を備えた，人間性豊かな人材を育成する。」と連

動して検討し，授業評価等の実施母体である大学教育開発支援

センターと学生との意見交換を行った。企業へのアンケート調

査については，問題点の検討を行った。 
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・ 教務委員会と教養教育委員会が

連携し，両委員会の代表からなる

ワーキンググループにおいて，教

養教育と各学部の専門教育との横

断的な教育に関わる活動につい

て，実施可能な方策を提案する。

ワーキンググループにおいて，他の実施項目との関連を見な

がら実施可能な方策について検討を始めた。 

 

 

・ 教育研究評議会及び教養

教育委員会，並びに教務委

員会の議を経て，教養教育

と専門教育との横断的な連

携を図るための体制を早急

に確立する。 

 ・ 教務委員会と教養教育委員会が

連携し，外国語教育やＩＴ関連教

育等が学部間で均質なものとなる

ような体制を検討するとともに，

特色ある教育の実現を図る。 

第２外国語では，学部間にオープンとなっておりすでに実施

している。情報処理は平成９年度のガイドラインにそった教育

を各学部で実施しているが，ガイドラインの見直しを進めるこ

ととなった。 

 

○適切な教職員の配置等に

関する具体的方策 

  

・ 教務委員会を中心として，教養

教育を含めた全学的な教育実施状

況や学内共同教育研究施設の教員

の教育活動状況を調査する。 

教員の現在担当する講義，実習の内容，時間数と専門性につ

いて，さらには，全体の中で必要な教育が行われているかにつ

いての調査を行うにあたり，その項目や調査方法を検討し，調

査の実施の検討を開始した。 

・ 教務委員会を中心として，全学

で柔軟な教員配置について，調

査・検討する。 

教員の再配置については，新たな研究分野等の設置などとも

深く関連するため，常勤役員会，人事制度等検討委員会等で検

討することとした。 

・ 教育の実施体制の充

実・改善を図るために，

教職員を柔軟に配置する

ことを教授会，教務委員

会及び教育研究評議会で

検討する。その際，教員

の研究上の専門性が十分

発揮されるように配慮す

る。 

 

・ 教務委員会を中心として，上記

の調査・検討結果に基づき，新た

な全学的な教育実施体制について

検討する。 

教員の再配置については，新たな研究分野等の設置などとも

深く関連するため，常勤役員会，人事制度等検討委員会等で教

育実施体制についても検討することとした。 

・ 教養教育委員会を中心にして，

教養教育や学内共同教育研究施設

の教育を含めた全学的な教育実施

体制や活動状況を調査する。 

学内の関連するセンターの授業，講演等活動状況の調査を行

いまとめた。 

・ 教養教育と専門教育の

有機的連携を推進するた

め，教養教育委員会で教

養教育における全学出動

方式を徹底し，平成 17

年度までに全学のすべて

の教員が，実施可能な教

養教育科目の登録を行

う。 

 

・ 教養教育委員会を中心にして，

地域性・時代性を考慮に入れ，専

門科目のうち必要と思われるもの

については，内容を平易に捉え直

した形で教養教育科目として組み

入れる実施計画を策定する。 

経済学部が工学部の専門基礎科目の該当科目を教養として

単位認定するなど，学部間の単位互換を行っている。また，全

学共通科目では専門を平易にし，全学出動体制で教養を担当し

ている。 

○教育に必要な設備，図書

館，情報ネットワーク等の

活用・整備の具体的方策 

  

・ 教養教育委員会で教養教

育の施設・設備の更新を計

画的に行い，学習環境の整

備を図るとともに，各学部

も整備計画を策定する。 

 

・ 教養教育委員会と大学教育開発

支援センターを中心に，教養教育

に関する施設・設備の利用状況，

情報教育に関わる情報機器・情報

ネットワークに関する全学の施

設・設備の利用状況，教養教育棟

並びに図書館における情報機器の

設置場所・利用形態を調査する。

教養教育に関する情報機器・設備の設置状況，利用形態，利

用状況調査を実施し，とりまとめを行った。 

図書館の情報機器・設備の設置状況，利用状況調査を実施し，

とりまとめを行った。 
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・ 教務委員会が施設整備委員会等

と連携して，情報ネットワークに

関する全学の施設・設備の利用状

況調査を行うとともに，情報機器

のバージョンアップについて検討

する。 

・情報ネットワークに関する全学の施設・設備の利用状況調査

機器調査を実施し，学内のメディア機器の整備状況を確認し

た。全教室への情報ネットワークシステムの整備等の具体的な

計画を策定 

教室への情報ネットワークシステムの整備に関しては，教室

を管理する各部局に委ねられている。部局によっては，教室へ

の情報ネットワークシステムの整備がかなり遅れているとこ

ろもあるが，それは次年度の検討課題である。 

・情報機器のバーションアップ 

総合情報処理センターの更新は平成１８年度（平成１９年２

月）に予定している。詳細な計画の策定は平成１８年度となる。

ただし，医学部キャンパスに関しては，レンタル期間が当初予

定よりも長期化するため，平成１７年度に一部機器の更新につ

いて検討する。 

・ 教養教育委員会を中心にして，

平成１６年４月からの運行状況・

利用状況を調査する。職員のキャ

ンパス間移動実施状況の分析を行

い，改善策を検討する。 

毎月のキャンパス間のシャトルバスの運行・利用状況を調査

した。後期についても，前期の利用状況を参考にしながら事前

調査を行って後期の運行予定をたて，実施した。毎月の運行・

利用状況を調査した結果，平成１７年１月より一部の運行計画

の見直しを実施した。 

・ 挾間キャンパスと旦野

原キャンパス間の学生な

らびに教職員の効率的な

移動手段として教養教育

委員会の責任でキャンパ

ス間のシャトルバス等を

運行する。 

 

・ 教養教育委員会を中心にして，

新バス路線の運行の条件などにつ

いて，公共交通機関と協議する。

キャンパス間のシャトルバスの運行は現在の運行・利用状況

ならびに学生の意見から判断して良好であると考えられるが，

今後とも改善に努力する。 

・ 総合情報処理センターが情報機

器・情報ネットワークに関し，教

養教育棟並びに図書館を含む全学

の利用状況を調査する。 

メディア教育プロジェクトにより機器調査を実施し，とりま

とめを行った。教養教育棟については各教室について，設置さ

れている情報機器の種類・利用形態を確認した。図書館につい

ても情報機器の設置場所と利用形態を確認した。 

・ 多様なメディアを利用

した教育を行うため，教

務委員会及び教養教育委

員会の検討を経て，教授

会の了承のもとに講義

室・演習室の機器・設備

の状況を点検し，総合情

報処理センターと連携し

て全教室への情報ネット

ワークシステムの整備等

の具体的な計画を策定す

る。 

また，教育効果を高める

ため，教務委員会及び教

養教育委員会で SCS，

e-Learning 等ネットワ

ークの活用方法を検討す

る。 

・ 総合情報処理センターを中心に，

e-Learning やＳＣＳの利用法講

習会や関連研究会を継続して開催

するとともに，他大学の現状と効

果等を調査する。 

 

メディア教育プロジェクトで対応した。 

・e-Learningの利用法講習会や関連研究会 

大学教育開発支援センターを中心に，利用法講習会，関連研究

会を継続して開催した。 

・ＳＣＳの利用法講習会や関連研究会 

講習会，研究会は実施していない。 

総合情報処理センターではこれまでSCSについては関与してお

らず，大学教育開発支援センターが中心になって行っている。

学内からの送受信においては，ネットワークが関与してくるの

でサポートしてきている。 

・他大学の現状と効果等を調査 

SCSについては今回調査を行わなかった。これまでの交流の

中で，利用状況についてほぼ把握しており，教育への利用はど

この大学でも課題となっている。 



 21

・ 総合情報処理センター

を中心に，ネットワーク

の利用環境の整備，情報

教育機器の整備をはじ

め，IT機器の利用方法や

情報教育の支援の充実を

図る。 

・ 総合情報処理センターを中心に，

情報機器・情報ネットワークに関

し，全学の利用状況を調査する。

 

総合情報処理センターで，情報機器・情報ネットワークに関

する全学の利用状況調査を実施するとともに，総合情報処理セ

ンターと附属図書館における情報サービスの統合について検

討し，他大学の現状を調査した。 

 

・ 附属図書館運営委員会において，

学術情報ネットワークによる教

育・学習面に関し利用度・ニーズ

について調査を行う。また，選書

規程を策定し，学生用図書の希望

調査を行い，図書の充実を図る。

学術情報ネットワークによる教育・学習（e-learning）の学

内での実施状況や利用状況について調査を行った。 

他大学における選書規程等を調査，収集し，大分大学附属図書

館資料収集方針を作成し，運営委員会で決定した。 

学長裁量経費等で予算を確保し，学生用図書の充実を図っ

た。 

・ 附属図書館運営委員会において，

学生並びに一般の利用者の図書館

利用に関する満足度（特にリファ

レンスサービスについての満足

度）について調査・整理する。情

報リテラシー教育についても情報

教育の実施状況を調査する。 

学生並びに一般の利用者の図書館利用満足度に関するアン

ケート調査を実施し，単純集計を運営委員会に報告するととも

に，調査結果を分析中である。 

情報リテラシー教育については各学部のカリキュラムの調

査をおこなった。 

 

・ 附属図書館運営委員会において，

図書館における電子ジャーナルの

これまでの利用状況を調査・整理

し，その定期的な提供を目指す。

電子図書については動向調査を行

い導入の検討を開始する。また，

現在試行している紀要，学位論文

等の電子化を推進する。 

電子ジャーナルの利用統計を収集し，電子ジャーナル検討専

門委員会に報告した。電子図書については，市場調査を行い導

入について検討した。紀要，学位論文等の電子化については継

続して推進中である。 

 

・ 附属図書館運営委員会

において，学習用図書の

充実及び電子図書館化

への対応を推進し，教

育・学習支援機能を高め

るとともに，授業時間外

の学習等を支援するた

め，学習環境の整備を行

う。 

・ 総合情報処理センターでサービ

スを提供している学術情報データ

ベースとの相補性も勘案しなが

ら，電子ジャーナル検討専門委員

会で今後の電子ジャーナルの導入

方針・利用計画を立てる。 

総合情報処理センターなど他部局と調整を行い，電子ジャー

ナル検討専門委員会で平成１７年度購入分について検討し，確

定した。 

 

・ 教務委員会は，職員側から見た

教務情報システムの運用（例えば

シラバスのＷｅｂ上からの編集，

受講データの管理や成績評価入力

など）を軌道に乗せることを検討

する。 

シラバスのネットワーク端末からの入力については教育福

祉科学・工学部で行っている。成績評価入力については，教員

が評価シートを提出したうえで学務係員が入力しているが，来

年度からの直接端末入力を検討している。 

・ 学生の学習を支援する

ため，教務委員会で全学

的な教務情報システムの

機能の充実を図る。 

・ 教務委員会を中心に，教養教育

及び専門教育の評価のための各種

統計データ処理が可能となるよう

な教務情報システムの運用につい

て検討する。 

実習参加要件などそれぞれの学部固有のカリキュラム上の

要件についてシステムに初期設定するための技術的・財政的課

題，学生が短期間に個々に直接入力を行うに足る端末整備と支

援体制について検討している。 
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○教育活動の評価及び評価結

果を質の改善につなげるた

めの具体的方策 

  

・ 教員の教育面での業績評価の方

法を検討するため，教員評価専門

委員会で各種のデータを収集し，

現行の教員評価システムと比較対

照しながら，適切な指標設定や分

析方法及び評価結果の利用方法に

ついて検討したうえ，本学に見合

った評価方法を策定する。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

  大学教員の具体的な評価方法については引き続き検討する

こととした。 

・ 教員評価システムの運

用により，評価委員会で

教育活動を適切に評価

し，教育・学習指導の質

の改善に資するフィー

ドバックシステムを構

築するとともに，優れた

教員に対する支援方策

を検討する。 

・ 教員評価専門委員会で，年度ご

との評価に加えて，中期目標期間

中の教育活動を，第三者評価の対

象にすることも検討する。 

  教員評価専門部会で，教育活動に係る第三者評価も視野に入

れた大学教員の業績に係る評価項目の原案を作成した。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については引き続き検討する

こととした。 

・ 教員の教育活動の評価

について広報委員会が評

価委員会と連携して評価

結果を公表し，高等教育

開発センター（仮称）の

FD 活動等を通じて評価

結果の活用を図る。 

・ 広報委員会が評価委員会と連携

して，教育活動評価の公表につい

て，公表の内容と方法を再検討す

る。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については，平成１７年度も引

き続き検討することとした。 

自己評価専門委員会，認証評価専門委員会及び法人評価専門

委員会で作成し，評価委員会で了承された評価実施要項に基づ

く具体的な公表方法について，平成１７年度に検討することと

した。 
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・ 公表による学内外からの意見を

ＦＤ活動に反映させる方策につい

て，評価委員会等で検討する。 

評価委員会で，評価結果の公表方法や意見聴取方法等を定め

た評価実施要項を制定した。 

学内外から寄せられた意見の具体的活用方法については引

き続き検討することとした。 

・ 担当理事のもとで，平成 1４年

度からの地域貢献特別支援事業

（最終年度）を継続して実施する。

 

  地域貢献特別支援事業を継続して実施，県内各地で多様な連

携事業を行い３月末に事業を終了した。４月の初めに実績報告

書を作成，補助金申請分については，文部科学省に提出済み。

学長裁量経費分については，取りまとめ中である。 

・ 生涯学習を支援するな

ど，教育上の社会貢献に関

する評価システムを評価委

員会で整備する。 

 ・ 評価委員会のもとで，教育活動

評価の取り組みに社会貢献活動の

評価も組み入れる。 

 

教員評価専門部会で，社会貢献活動の業績を含む大学教員の

業績に係る評価項目の原案を作成した。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については引き続き検討する

こととした。 

○教材，学習指導法等に関

する研究開発及び FD に

関する具体的方策 

  

・ 大学教育開発支援センターを中

心に，全教員が３年に１回ＦＤワ

ークショップに参加する従来のシ

ステムの成果を踏まえ，問題点を

改善しながらさらに活動を継続す

る。 

大学教育開発支援センター・ＦＤ支援プロジェクトにおい

て，これまでのシステムの検証を行い，授業公開，明快発音ト

レーニング，メディア教育，大学開放，合宿研修の５つの FD

ワークショップを企画・実施した。また，e-Learning及び２０

０６年問題をテーマとした全学ＦＤ講演会を企画・実施した。

・ 高等教育開発センター

（仮称）を中心として，

FD 研修会等を定期的か
つ継続的に企画・開催

し，教材，学習指導法等

の一層の充実を図る。 

・ 大学教育開発支援センターを中

心に，年度末にはこれまでの成果

や問題点をとりまとめ，数値化で

きるものについては，統計分析で

きるような形で整理する。 

大学教育開発支援センター・ＦＤ支援プロジェクトにおい

て，これまでのファカルティ・ディベルプメント報告書及びセ

ンター報告書に基づいて，ＦＤ活動の成果や問題点のとりまと

めを行った。その際，ＦＤ活動のアンケート調査結果について

数値化できるものの整理を行った。 
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・ 評価委員会のもとで，教育活動

評価に対する取り組みの中で，教

員表彰制度等の準備をする。 

  教員評価専門部会で，教員表彰制度も視野に入れた大学教員

の業績に係る評価項目の原案を作成した。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については，引き続き検討する

こととした。 

教員表彰制度については，平成１７年度に，総務担当理事の

もとで検討することとした。 

・ 大学教育開発支援センターで，

年度末までにこれまでのＦＤ活動

の成果や問題点をとりまとめる。

 

大学教育開発支援センター・ＦＤ支援プロジェクトにおい

て，これまでのファカルティ・ディベルプメント報告書及びセ

ンター報告書に基づいて，ＦＤ活動の成果や問題点のとりまと

めを行った。 

・ 高等教育開発センター

（仮称）が実施する FD

研修会において，少人数

授業，双方向型授業やメ

ディア教育，指導法等，

学生の学力に応じた教

育・学習指導法のあり方の

研修を行い，これに基づ

き教務委員会及び教養教

育委員会で各授業を組織

的に改善する。 

・ 教務委員会及び教養教育委員会

が大学教育開発支援センターと連

携して，非常勤講師数の見直しに

合わせて，情報処理教育や外国語

教育等に関わる従来からの方法を

見直し，効果的な教育体制をＦＤ

活動の一環として検討する。 

大学教育開発支援センターにおいて，メディア教育及びＦＤ

支援プロジェクトの活動の成果等のまとめを基に検討を始め

ることとした。 

・ 高等教育開発センター

（仮称）で e-Learning
システム等の有効活用

を検討し，学生の学力レ

ベルに合った教材を開

発，提供するとともに，

定期的な見直しにより，

グレードアップを図る。

・ 大学教育開発支援センターで，

平成１５年度に開催した

e-Learning システムの利用法に

ついての講習会を継続して開催

し，その広報に努める。平成１５

年度に始まった e-Learning 研究

会も引き続き開催し，他大学での

e-Learning システムの利用に関

する現状と効果等について調査

し，改善策を検討する。 

・e-Learningシステム利用のための講習会 

  FD研修の公募型プロジェクトとして講習会「LMS（WebCT）を

活用した授業を考える」を教育福祉科学部情報教育システム室

で実施した。 

・e-Learningの研究会 

昨年度からはじめたｅラーニング研究会の第２回を実施し

た。今回は挾間キャンパスで開催し，医学・福祉系の話題をテ

ーマとした。 

・他大学での e-Learning システムの利用に関する現状と効果

等に関する調査 

他大学の調査は，近隣の国立大学への聞き取り調査と，先進

的な取り組みの多い私立大学の状況をまとめた報告書を手に

入れた。分析については次年度行う。 

メディア教育の実践に関して，新しい組織の高等教育開発セ

ンターで，次年度改善策の検討など，継続的に検討を行う。
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・ 大学教育開発支援センターが総

合情報処理センター等と連携し

て，情報機器のバージョンアップ

を行うための計画について検討す

る。 

・情報機器のバージョンアップに関する検討 

本学の総合情報処理センターの更新は平成１８年度（平成１

９年２月）に予定されている。詳細な計画の策定は平成１８年

度となる。ただし，医学部キャンパスに関しては，レンタル期

間が当初予定よりも長期化するため，平成１７年度に一部機器

の更新を検討する。 

・ 教養教育委員会及び教務委員会

で教養教育におけるＴＡの活用法

について事例集等を作り，ＦＤ活

動を通じて教養教育での有効な活

用を検討する。 

全学部ともＴＡは積極的に導入し，各学部の事情に応じて活

用している。医学部ではＦＤ研修の一環として学生発表会を１

日費やして実施し，成果を上げている。 

・ 教務委員会及び教養教育

委員会を中心にTA 等を積

極的に活用して教育効果

の向上を図る。 

・ 教養教育委員会及び教務委員会

で，ＴＡの採用・活用方針等を検

討する。 

 

今後もＴＡの採用は積極的に進めていく必要があるが，人数

に応じた予算化をともうなうため，円滑な運営をはかるにはで

きるだけ早い時期に予算化を実現する必要があり，その点の検

討を行っている。 

・ TAなどの教育補助者の

資質の向上を図るために

研修等を実施する。 

・ 教養教育委員会及び教務委員会

で，ＴＡの研修について，これま

での学内での取り組みを整理する

とともに，他大学での事例を収集

する。 

他大学におけるＴＡに関する取り組みは，学部による取り組

み方に若干の違いはあるものの，年々積極的になってきてい

る。ＴＡの実施については何れの大学もＴＡ実施要項にその趣

旨からオリエンテーションに至るまで細かく定められており，

ＴＡの活用に関する講演会などを適宜開催している。 

○全国共同教育，学内共同

教育等に関する具体的

方策 

  

・ 大学教育開発支援センターで，

学内全域（学部，学科，研究室，

センター，事務局等）のメディア

機器の整備状況を調査する。 

機器調査を実施し，学内のメディア機器の整備状況を調査

し，以下の問題点を確認した。 

教材提示装置がほとんどの教室に，プロジェクターが半分を

超える程度の教室に設置されている。また， LAN回線を各教室

に設置してある割合も増えてきているが，教養棟などでは未整

備なところがまだあり，早急に対応する必要がある。さらに，

まだとても十分とはいえない学生への学習支援の環境を整え

るために，これらに対応すべくメディア教育を推進するための

機器の充実・整備を次年度に行っていく。まず行うべき取り組

みとして，学生がコンピュータを利用できる環境の整備が大幅

に遅れているので，無線LANの整備を次年度に行う必要がある。

これらに対しては，メディア教育プロジェクトが中心になって

取り組んだ平成１７年度概算要求が認められた。 

・ 全国共同教育は，高等

教育開発センター（仮称）

のメディア教育プロジェ

クトによって推進する。 

 

・ 大学教育開発支援センターで，

メディア教育に関するこれまでの

講習会を引き続き開催し，その広

報に努める。その際，できるだけ

具体的な内容になるよう配慮す

る。 

 

ＦＤ研修の公募型プロジェクトとして講習会「LMS（WebCT）

を活用した授業を考える」，講演：「保健・医療・福祉領域にお

ける e-Learning の使用例とその評価」をテーマとしたｅ

-Learning 研究会を実施した。これらへの広報として，各教員

個人へメール等での案内，教務委員会を通して各学部への案内

等を行っている。今後は，実施してている教員の事例を紹介す

る，また本学でも可能な実践を行っている事例の講演会等に積

極的に取り組む。 
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・ 大学教育開発支援センターで，

メディア教育プロジェクトの成果

を引き続き広報するとともに，Ｆ

Ｄ活動などを通じてプロジェクト

研究員の拡大に努める。 

新センターの組織においては研究員制度を取り入れ，プロジ

ェクトへの体制を整備することとした。 

・ 大学教育開発支援センターを中

心に，メディア教育を推進するた

め機器の充実・整備について検討

し，ＳＣＳやＭＩＮＣＳを含め，

その利用法についても講習会など

を開催し，その広報に努める。 

メディア教育の推進方策について検討し，主要な課題を以下

のとおり確認した。 

本学の場合，先進的な実践機関に比べて，メディア機器の教

育利用が遅れている。実践例を見ると，担当教員の犠牲的な貢

献を別にすると，支援要員の確保がもっとも大きい課題であ

る。メディア教育プロジェクトが中心になって取り組んだ平成

１７年度概算が認められたので，これらに対応すべくメディア

教育を推進するためのスタッフ体制を含め，機器の充実・整備

について対応する環境ができた。メディア教育の組織的な方策

や推進については，次年度の継続的な検討課題である。 

MINCS については本来の設置目的が教育用ではないので，今

後この項目から削除する方向で検討した。ただし，研究用等な

どの設備を活用して教育用コンテンツが可能ならば，積極的に

取り組む必要がある。医学部ではMINCSを使って教育用コンテ

ンツを製作している。SCS については，教務委員会に教育用の

利用に向けた各学部でのプログラムを実施する計画を出して

もらうように依頼した。本年度はまだ具体的なプログラムがあ

がっていない。来年度には有効な教育プログラムを実施するこ

とを検討する。 

・ 教養教育委員会が大学教育開発

支援センターと連携して，両キャ

ンパス間の遠隔授業システムの利

用を軌道に乗せ，効果のある遠隔

教育の形態を模索する。 

 

教養教育で旦野原キャンパスと挾間キャンパスの間で，ネッ

トワークを介した映像配信技術を使った遠隔講義を開始した。

今年度の授業の実施から，より効果を上げるために，バック

アップ回線を用意する等のいくつかの課題を今後検討するこ

ととした。 

継続性への取り組みとしては，多くの教員に経験を持っても

らうために，本年とは異なる科目を検討した。その結果，前期

後期でも科目設定が可能となり，来年度の授業計画が確保でき

た。 

・  高等教育開発センター

（仮称）が中心になって

SCSやMINCSの利用を
促進するとともに，遠隔

授業システムを積極的に

活用する。 

・ 生涯学習教育研究センターが教

務委員会，教養教育委員会及び大

学教育開発支援センターと連携し

て，導入した簡易型遠隔会議シス

テムの公開講座，出前講義及び社

会人教育での利用可能性について

調査する。 

 

遠隔会議システムについて，学内システムに関する調査およ

び他大学等の先行事例の収集を実施した。 

システムの大学開放での活用について検討し，遠隔会議シス

テムを利用した公開講座，セミナー，社会人教育に関する中間

まとめを作成した。 

 



 27

・ 教務委員会及び教養教育委員会

が，授業にパソコンを必要とする

学部・学科等の学生に，ノートパ

ソコンを携帯させるように指導す

る。 

学部・学科によっては学生個人用のパソコンを学生個人で，

あるいは備品として確保できてはいるが，全学生が携帯するに

は，なお無線LAN設備上および学生の経済的負担の課題があり，

引き続き検討することとした。 

・ 教務委員会及び教養教育委員会

が大学教育開発支援センター及び

総合情報処理センターと連携し

て，e-Learningシステム利用の講

習会を実施する。 

大学教育開発支援センターメディア教育プロジェクトによ

るFDワークショップ「LMS（WebCT）を活用した授業を考える」，

同プロジェクトFD講演会「第２回大分大学ｅ-Learning研究会」

「保健・医療・福祉領域における e-Learning の使用例とその

評価」，総合情報処理センター「英語自習学習システム講習会」，

および講演会「保健・医療・福祉領域における e-Learning の

使用例とその評価」を開催して，メディア教育法の検討を進め

た。 

・ 教務委員会及び教養教

育委員会が高等教育開発

センター（仮称）及び総

合情報処理センターと連

携してe-LearningやWeb 

Learning の広範囲な利

用の推進を図る。 

・ 教務委員会及び教養教育委員会

が大学教育開発支援センター及び

総合情報処理センターと連携し

て，情報機器のバージョンアップ

の計画を検討する。 

情報機器のバージョンアップについては，予算確保が必要で

あり，平成１７年度に向けて対応策を検討している。 

 

（４）学生への支援に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○学習相談・助言・支援の

組織的対応に関する具体

的方策 

  

・ 学生が授業科目や専門，

専攻を選択する際に実施

するガイダンスの改善を

図る。 

・ 各学部教務委員会は，就職委員

会と連携して，現行のガイダンス

内容を検証するとともに，教員に

よる学生指導のあり方の点検・検

討を行う。 

各学部の現行のガイダンス内容を照会し，内容及び履修モデ

ルを検討した。その結果に基づき，教員による学習指導のあり

方の点検・検討を開始した。学生生活支援委員会と合同で学生

指導のあり方についての研究会を開催した。 

・ 教務委員会及び大学教育開発支

援センターは，教員による学生指

導のあり方，学生の学習・履修指

導方法の見直しを行う。 

 

「教員による学生指導のあり方」における各学部の現状調査

を行い，問題点を洗い出した。それに基づき，学生の学習・履

修指導方法を検討し，全学的な基本的ガイドラインをまとめ

た。学生生活支援委員会と合同で学生指導のあり方についての

研究会を開催した。 

・ 教務委員会において，学生の履

修状況や単位取得状況から，学生

の達成度をきめ細かく把握する手

法を検討する。 

各学部における学生の履修状況や単位取得状況を調査し，学

生の達成度を把握する全学的な方法を検討した。 

・ 学生の学ぶ意欲を引き

出し，それに応えるため

の相談体制と学習効果を

高める助言体制の整備・充

実を図るとともに，学習支

援のための環境整備に努め

る。 

・ 教務委員会において，休学者・

退学者・留年者の数的変化及び理

由等の分析及びその改善のための

具体的な対応策を検討する。 

各学部に依頼し休・退学者の数的変化とその理由の調査を行

う方向で検討を開始した。これまで休・退学等の理由が不明確

であったため，学生指導用資料として，理由の明確化を図った。
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・ 教務委員会において，１年次に

は導入教育科目，２～４年次には

必修の専門科目を担当する指導教

員制度の導入により，入学時から

指導教員と定期的に接触する機会

を設け，履修指導や休・退学者へ

の対応を効果的に行う方策につい

て検討する。 

指導教員制度について検討した結果，各学部ともに制度は機

能しているが，今後なお一層充実させることが望ましいとの結

論に至った。 

・ 教務委員会において，指導教員

担当の導入科目の設置，内容の検

討及び設定を行う。 

導入科目について検討した結果，各学部ともに適切に設定さ

れていることを確認した。 

・ 教務委員会を中心に，オフィス

アワーの利用状況，ＴＡ，チュー

ターの活用状況について調査・検

討を行う。 

オフィスアワーについてはほぼ全教員が 実施しているが，

現状では利用数は少なく，プライバシーの問題もあるため，利

用の詳細は把握できていない。ＴＡ，チューターに関しては各

学部ともに積極的に利用が進められている。 

・ 学生の学習を支援する

ため，指導教員，保健管

理センター，事務職員等

（教員以外の者）の３者

が連携・協力を図るため

のネットワーク作りを行

い，オフィスアワー制度

の見直し，TA及びチュー

ターの配置，進路相談体

制等，学生の生活面及び

精神面でのサポート体制

を強化する。 

・ 教務委員会を中心に，教育面で

のメンタルケアを推進するため，

関係部署の連携方法について検討

する。 

 

各学部における休・退学者等への対応状況を調査し，保健管

理センターからは，メンタルケアに関わる相談件数の推移など

の統計資料ならびに実態についての報告資料を得た。保健管理

センターを中心としたメンタルケアのための連携サポートシ

ステムを検討する過程で，学生の生活態度とより深く係わると

いうことから，本件の検討主体が教務委員会から学生生活委員

会へ移行することになった。したがって今後は，学生生活委員

会が中心となって方策を検討する。また，教務委員会と学生生

活支援委員会が合同でメンタルヘルスの研究会を開催した。

・ 学生の学習意欲を喚起

するため，学業成績優秀

者及び課外活動において

顕著な成績を上げた学生

の表彰制度を導入する。 

・ 教務委員会及び学生生活支援委

員会は，表彰規程の制定について

検討する。 

 

 

各学部の表彰制度の有無・現状を調査し，さらに他大学の状

況調査・資料収集を行い，本年度に素案を作成した。次年度教

務委員会ならびに学生生活委員会に素案の検討を依頼した。

○生活相談・就職支援等に

関する具体的方策 

  

・ 保健管理センター運営委員会は，

学生相談に関する現行のシステム

の点検を行う。 

 

各学部の学生相談は，基本的には相談に来る学生に対して行

われる。しかし「気になる学生」に対しては，むしろ教職員か

ら声をかける形の相談が必要であると思われ，学生生活支援委

員会において検討した。また相談窓口を増やすため，次年度か

ら非常勤カウンセラー１名増員の必要性を検討した。セクハラ

の講演会を開催した。 

・ 各学部及び保健管理セ

ンター等において，学生の

生活や心身の健康に関する

カウンセリング等の相談体

制と健康管理のための支援

体制を整備し，きめ細い包

括的な相談体制を構築す

る。 

 

・ メンタルヘルス専門委員会はメ

ンタルアンケートを実施し，不登

校学生，潜在的な心の問題を持つ

学生に対し，積極的なチェック体

制，サポートシステムの構築を図

る。 

平成１６年４月にメンタルアンケートを実施し，潜在的な心

の問題を持つと思われる学生への呼び出し面接を実施した。ま

た心の病を持つ学生や留学生への緊急対応については，学生支

援課・留学生課・各学部の担当者と保健管理センター担当者が，

事例毎にサポートしあえる体制が整いつつある。 
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・ メンタルヘルスに対する教職員

各々の認識及び相談能力を高める

ために，保健管理センターを中心

に，学内組織の「メンタルヘルス

研修会」の活性化を図るとともに，

学外組織である「メンタルヘルス

研究協議会」の報告会を積極的に

開催する。 

平成１６年１２月に他大学の専門家による「メンタルヘルス

研修会」を開催した。また同年１０月には全国メンタルヘルス

研究協議会の報告会を学内で開催し，先進的な取組みをしてい

る大学の紹介を行った。 

・ 学生のメンタルヘルスを改善す

るため，保健管理センターを中心

に全学的システムを更に強化し，

保健管理センターのメンタルヘル

ス担当者と生活支援課の学生支援

担当者が，日常的な連絡体制の実

施方法について検討する。

前年度の学部生・大学院生の休・退学者の実態やメンタルヘ

ルス上の問題について，各学部の担当者と保健管理センターの

メンタルヘルス担当者が，各学部で話し合いをもった。また心

の病を持つ学生への対応・支援については，保健管理センター

のメンタルヘルス担当者と学生支援課の学生支援担当者が随

時情報交換することとした。 

・ 就職委員会は，キャリア教育の

現状を見直し，職業意識啓発科目

の増設について検討する。 

 

  現状のデータを収集・分析し，職業啓発科目の増設案を作成

して就職委員会で検討した結果，キャリアプランニングの授業

科目と重複するので，改めて増設については検討しないことと

した。 

・ 就職委員会は，学生の利便性を

考慮した就職支援体制の整備と組

織の充実について検討する。 

  就職支援体制の整備と組織の充実については，就職支援室の

さらなる体制の充実を図ること，及び，就職支援室の場所をよ

り学生の利便性の高い所に移設すること等について検討した。

・ 就職委員会は，ＯＢ・ＯＧによ

る就職支援体制の組織化について

検討する。 

  本学の現状を把握・分析し，各学部同窓会を取り込んだ

ＯＢ・ＯＧによる就職支援体制の組織化案を検討した。 

 

・ 学生及び留学生の厳し

い就職状況に対応するた

めに，キャリア教育を推

進するとともに，就職支

援の体制と組織（就職支

援室）の整備・充実を図

る。 

 

・ 就職委員会は，留学生のための

就職支援の充実について検討す

る。 

  他大学の支援体制を調査し，本学の現状を把握・分析して，

留学生のための就職支援充実案を検討した。 

・ 教務委員会は，インターンシッ

プの現状を把握して，改善点を検

討する。 

学生の意見等を吸い上げ，改善すべき点についてまとめた。・ インターンシップを推

進し，就業体験による学

習意欲と職業意識の向上

を図る。 

 

・ 教務委員会は，学生の自由応募

によるインターンシップについて

も単位化を検討する。 

自由応募インターンシップの単位化は，大学教育の観点から

現在そこまでの必要はなく，時代や社会の変化とともに今後の

議論にゆだねることとした。 

・ 充実した学生生活を実

現するために，学生生活

関係の情報化を推進する

とともに，学生寄宿舎及

び福利厚生施設などの生

活支援施設の充実と利便

性の向上を図る。 

・ 学生生活支援委員会で，学生支

援サービス用情報システムの整備

と効率化を図り，掲示板の活用方

法についても再検討する。 

情報システム利用状況の調査に基づき，電子掲示板等の活用

方法を学生生活実態調査担当委員で検討の上，掲示内容や携帯

電話によるアクセス方法について改善案を協議した。一層の活

用のため平成１７年度に予算要求をし，継続して整備と効率化

を図ることとなった。 
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 ・ 学生寄宿舎については，学生生

活支援委員会が施設整備委員会と

連携しながら施設面の改修を求め

るとともに，学生寮の運営方法の

改善結果をみながらさらに学生と

協議する。 

施設面については，補修が必要な箇所の実態を調査した。調

査結果に基づき，早期改修が必要であった浴室の補修を行っ

た。また，寮周辺の草刈等の環境整備を行った。次いで，男子

寮厨房の旧式のガスオーブンを更新した。引き続き，施設の老

朽化により生活に支障が出ている箇所の修理を行った。 

運営方法については，改善状況を寮役員から聴取した。次に，

副学長（教育担当），学生生活支援委員会委員及び寮役員によ

る，寮運営全般についての意見交換会を開催した。双方から有

意義な意見が出された。 

さらに，寮役員と大学との意見交換会を開催した。意見交換会

では，本年度の運営改善に関する一定の成果を確認し，次年度

に改善すべき施設面，運営面の課題を明らかにした。 

 ・ 福利厚生施設については，学生

生活支援委員会が学生のニーズに

対応したサービスについて業者と

改善を協議する。 

学生の要望を受けて，調理した食事を温く保つウォーマ－テ

－ブルを設置し，多彩なメニュ－の提供を可能にした。 

次に，学生に対するサービスの一環としての環境整備につい

て，福利施設の委託業者と協議した。協議結果に基づき，食堂，

喫茶及びトイレの塗装や補修，食器等の補充を行った。 

・ 学生生活支援委員会を中心に，

教員と学生との意見交換会を引き

続き実施し，学生の意向を調査す

る。 

教務委員会と合同で実行委員会を開催し，学生諸団体と数度

の打ち合わせの上，意見交換会を実施した。教務事項や施設設

備，就職支援などに関する学生の意向が多数聞かれ，今後の運

営の参考となった。次年度も引き続き意見交換会を開催するこ

ととした。 

・ 学生生活支援委員会を中心に，

学生がいつでも意見を提案できる

「提案箱」を学内に設置し，学生

の意見を収集する。 

学生生活支援委員会で審議の上，学内に「意見箱」を設置し，

学生の提案や意見を収集した。投函された提案事項について各

学部から回答・掲示や対応・改善を迅速に実施し，教育研究環

境の改善に生かすこととした。 

・ 学生生活支援委員会を中心に，

学生の試験資格，進路，就職等の

悩みについて，３年次生の意見交

換会を実施し，４年直前のアンケ

ート調査により実態を把握する。

就職委員会及び就職支援室とともに３年生へのアンケート

調査実施に着手した。３年生の就職ガイダンス時にアンケート

を実施し，その集計・分析を行った。調査結果が詳細な分析と

ともに学生生活支援委員会に報告され，就職直前の学生の要望

や悩み等が把握できた。 

・ 日常的に学生からの意

見を汲み上げるため，学

生との意見交換会を定期

的に開催するとともに，

学内各所に提案箱（仮称）

を設置する。 

・ 学生生活支援委員会は，学生実

態調査事項を再検討して，アンケ

ートの冊子を作成する。 

学生生活支援委員会で再検討されたアンケート内容と実施

方法を審議し，全学的な学生生活実態調査を実施した。回収率

などを含め調査状況を学生生活支援委員会に報告した。 

○経済的支援に関する具体

的方策 

  

・ 学生生活の継続に必要

な経済基盤の確立に資す

るため，奨学金，授業料

免除，アルバイトの紹介

など多面的な支援体制を 

・ 生活支援課は，１７年度に向け

て授業料の全額免除及び半額免除

以外の方法について，財務部と連

携協力して検討する。 

  学生生活支援委員会で，財務部と連携協力の上，授業料の全

額免除および半額免除以外の方法について，検討した。各学部

での事情の違いを勘案し，継続して調査，検討が進められるこ

ととなった。  

取りながら，学生生活の

維持及び充実のための方

策を総合的に推進する。 

・ アルバイトの紹介については，

学生生活支援委員会は，大学とし

て紹介できる企業，職種等の範囲

を再検討し規程化する。 

学生の本分は勉学が主体であり，アルバイト中心の大学生活

にならないようにするため，他大学での実態を調査して紹介範

囲を検討し実施要領を作成した。 

○社会人・留学生等に対す

る配慮 
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・ 広報委員会が教務委員会と連携

して，社会人学生に対する教育サ

ービスの広報の充実に関する検討

を行う。 

社会人学生対象の調査票を作成実施およびまとめを行った。

生涯学習教育研究センターでは公開講座・公開授業受講者を対

象に調査を行った。 

  社会人学生に対する教育サービスの広報について，中間まと

めを作成した。 

・ 生涯学習の観点から，

増加する社会人学生に対

して，学習機会へのアク

セシビリティを向上させ

るとともに，学生の特

性・個性に応じた支援を

行う。 

 

・ 生涯学習教育研究センター運営

委員会は，社会人学生に対する相

談体制の充実，学習支援プログラ

ムの整備，多様な学習評価制度等

に関する検討を行う。 

社会人学生対象の調査票を作成実施した。 

社会人学生に対する教育サービスについての中間報告を作

成した。 

・ 留学生センター会議及び留学生

センター運営委員会で，ＩＰＯＵ，

二豊プログラム，日本語日本文化

研修コース，日本語初級集中コー

ス，予備教育プログラムの各プロ

グラムについて，カリキュラム，

指導体制等に関するアンケート調

査等を実施し，現状における問題

点を明らかにする。 

今年度で帰国する留学生に，各プログラムについてアンケー

ト調査を行った。 

・ 留学生センター運営委員会は，

留学生の学生生活及び社会生活支

援のための日本人学生との交流の

充実について検討する。 

チューター会議で平成１６年度の反省と平成１７年度の計

画を検討した。 

・ 国際化の流れの中で増

加しつつある外国人留学

生に対して，各学生の特

性・個性に対応した支援

を行う。 

・ 留学生センター運営委員会は，

留学生用宿舎・住宅の確保のため

の方策を検討するとともに，住環

境の充実に向け改善すべき課題に

ついて留学生に聞き取り調査を行

う。 

アンケートに基づき宿舎の改善事項について予算措置を伴

うものがあり関係部署と調整を図った。 

 

・ 教務委員会及び教養教育委員会

及び学生生活支援委員会を中心

に，障害を持つ学生の授業の受講

体制等の教育支援体制について検

討する。 

全学教務委員会を中心に＜身体等に障害のある学生の支援

に関する委員会＞の設置準備が進み，平成１７年度より委員会

を設置することとした。 

・ 教務委員会及び学生生活支援委

員会は，障害を持つ学生の授業内

容，学生生活環境等について，直

接意見交換を実施し，分析する。

＜身体等に障害のある学生の支援に関する委員会＞の設置

を決定し，委員会と当該学生が所属する学部が連携して支援を

実施することとした。 

・ 教務委員会は，障害を持つ学生

に対する学習・生活支援等に関し

て教職員の理解を深めるため，講

演会の開催等について検討する。

学内講演会の実施を企画し，順次実施した。来年度以降も，

定期的に講演会等を実施していくこととした。 

・ 障害を持つ学生に対す

る支援体制の充実と環境

の整備を包括的に推進す

る。そのために，指導体

制や指導方法の工夫改善

点を取りまとめるととも

に，施設・設備等の整備

を進める。 

 

・ 教務委員会は，障害を持つ学生

に対する教育指導の体制等を検討

する。 

各学部の状況把握を行い，教育指導体制の検討をおこなっ

た。これを基に，＜身体等に障害のある学生の支援に関する委

員会＞の設置準備が進み，平成１７年度に委員会が設置される

こととなった。 
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・ 教務委員会及び教養教育委員会

は，障害を持つ学生のための視聴

覚機器，教育機器等の必要な整備

計画を検討する。 

平成１７年度以降は，障害を持つ学生が入学した場合，＜身

体等の障害のある学生の支援に関する委員会＞の主導のもと，

必要な機器等の整備を検討することとした。 

・ 教務委員会及び教養教育委員会

は，施設整備委員会と連携して障

害をもつ学生の環境整備について

検討する。 

平成１７年度以降は，障害を持つ学生が入学するごとに，＜

身体等に障害のある学生の支援に関する委員会＞の主導のも

と，必要な学生のための環境整備を検討することとした。 

○その他の方策   
・ 大学開放事業委員会は，開放イ

ベントを新鮮味のある企画にする

ため，学生の意見を取り入れる方

策を検討する。 

  学生の意見を収集するためのアンケート調査表を作成し，開

放イベントに参加した学生に調査を実施した。アンケートの整

理・分析を行った。 

アンケート結果を基に次年度のイベントで検討することとし

た。 

・ 大学開放事業委員会は，地域住

民との意見交換会のあり方につい

て，学生の意見を反映する方法を

検討する。 

事前に学生9団体に対し懇談会での協議したい事項を調査し

た上で，地域自治会等との懇談会を実施し，学生を含めた意見

交換を行った。 

 

・ 大学開放事業など各種

の事業実施において学生

との協力関係を構築し，

学生の多様な成長を促す

とともに教育効果の向上

を図る。 

・ 大学開放事業委員会は，多くの

学生が参加できる方策を検討す

る。 

開放イベントの調査結果と学生懇談会の意見をふまえて多

くの学生が参加できる方策を検討した。 

・ 生活支援課は，新入生に対して

ボランティア活動に関するガイダ

ンスを実施する。 

 

平成１６年度は入学式後のガイダンスで教育福祉科学部，工

学部の２学部でボランティア活動に関するガイダンスを実施

した。 

学生生活支援委員会で平成１７年度の実施内容（ボランティ

ア支援室及び活動概要）等について検討した。 

また，平成１７年度は４学部とも入学式後のガイダンスでの

説明時間を確保した。 

・ 学生生活支援委員会は，ボラン

ティア活動の単位化について検討

を行うため，学生のボランティア

活動の実態について調査をする。

ボランティア活動は，主として老人ホームや知的障害者厚生

施設等での入居者とのふれあい，小学生・幼稚園児童との交流

事業等が行われた。ボランティア活動状況の集計を行い，学生

へのボランティア活動の紹介ルートとしては，主に次の３とお

りがあった。 

① ボランティア支援室の紹介によるボランティア活動 
② 学生サークルによるボランティア活動 
③ 学内教員指導によるボランティア活動 

・ 生活支援課は，ボランティア支

援室の支援活動を活性化する。 

 

平成１６年９月に生活支援課職員が，大分県・市のボランテ

ィアセンターへ出向き情報収集を行った。さらに文化系の１サ

ークル（ユネスコクラブ）が，財団法人学生サポートセンター

から，全国的に優れた活動団体として認められ，活動資金が支

給された。 

・ 学生によるボランティ

ア活動の推進のため，学

内におけるボランティア

支援センター（仮称）の

設置や活動の単位化など

について検討する。 

・ 学生によるボランティア活動を

推進するため，生涯学習教育研究

センターにおいて学生を対象とし

た「生涯学習講座ボランティア」

事業の開発を行う。 

  学習ボランティアを募集した。学習ボランティアのミーティ

ングを実施し，意見を聴取した。 

  学習ボランティアの研修・活用プログラムの内容を検討し

た。 

  次年度以降さらに事業の充実・発展に努める。 
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・ 学生生活支援委員会は，サーク

ル部室の改修等について学生との

意見交換会を実施し，学生の意向

を調査する。 

 

各サークルに要望のアンケート調査を実施し，その結果を参

考に，サークル団体と学生生活支援委員会委員（課外活動担当）

が意見交換会を実施した。緊急度と視察調査を基に，サークル

団体からの要望一覧表を作成し，次年度から予算配分額を確認

し順次整備することとした。なお，平成１６年度中に実施可能

な緊急度の高い修理については実施した。 

・ 学生生活支援委員会は，毎年実

施する学生諸団体との意見交換会

のあり方について検討し，意見交

換会を充実させる。 

 

学生９団体にアンケートを実施し，また体育会・文化会の意

見を聴取した。その結果を基に，学生生活支援委員会委員（課

外活動担当）と生活支援課で改善策を検討し，大学教育開発支

援センターへ改善提案書を提出し，その各項目について打合せ

を行った。その結果，改善提案書の内容を勘案した充実した意

見交換会が開催された。 

・ 学生の人間的成長を促

す場として，正課外の自

主的活動の活性化を図る

とともに，施設の改善や

条件整備を進める。 

 

・ 学園祭の統合に向けて両キャン

パスの学生と学生生活支援委員

（課外活動担当）が検討を行い，

統一計画を作成する。 

 

学生９団体及び医学部３団体にアンケートを実施した。その

結果を参考に，学生生活支援委員会委員（課外活動担当）で検

討し，「聡明祭を統合された学園祭と位置付ける」とする統一

計画を作成した。 

なお，具体的な学園祭の運営方法などについては，次年度以降

検討することとした。 

 

２．研究に関する実施状況 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○大学として重点的に取り

組む領域 

  

・ 役員会等での検討を踏まえ，大

分大学研究推進委員会を設置す

る。 

大分大学研究推進委員会を設置した。 

・ 大分大学研究推進委員会で，人

間環境科学と物質生産科学に関す

る検討ワーキンググループを設置

し，研究課題について検討する。

ワーキンググループを設置し，全学にテーマの募集を行っ

た。 

・ 大分大学研究推進委員会で，地

域の福祉や環境に関わる研究計画

を立案し，実施に移す。 

研究推進専門委員会で，現在行なわれている地域の福祉や環

境に関わる研究を調査した。新たな研究計画を立案するための

中間まとめを行なった。 

・ 大分大学研究推進委員会で，地

域の福祉や環境に関わる既存の

研究成果について，講演会やシン

ポジウムなどを計画する。 

各部局へ講演会やシンポジウムの実施状況の調査を行った。

講演会等の実施時期・方法・経費を含め実施計画の取りまとめ

を行なった。 

・ 研究教育拠点を目指すため

の人間環境科学，福祉科学，

生命科学の学問分野に関する

研究。 

・ 大分大学研究推進委員会で，生

命科学研究ワーキンググループ

を設置し，現在までの生命科学研

究を整理・統合し研究課題を決定

する。 

ワーキンググループを設置し，医学部をはじめ全学にテーマ

の募集を行った。 

・ 高度な資質を備えた学校

教員の養成及び教育臨床，

発達臨床，現職教員研修，

生涯学習支援システムな

ど，地域の教育課題解決を

目指す研究。 

・ 教育福祉科学部を中心に，教育

的課題に関する地域連携体制のあ

り方について検討を行い，県市等

教育委員会や学校現場とともに地

域連携組織を設置する。 

地域連携組織として大分市教育委員会との間に「大分市現職
教員教育連携推進協議会」を既に設置している。 
大分県との間の組織については，引き続き学部で検討を行っ
ている。 

地域連携組織の設置に向けて，あらたに「大分県教育委員

会・大分大学教育福祉科学部連携協議会」を設置した。 
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・ 国際社会との連携を射程

に入れた地域共生社会（福

祉，文化，社会経済，情報

ネットワーク）の実現を目

指す研究。 

・ 大分大学研究推進委員会が，各

学部及びコミュニティ総合研究セ

ンター等と連携して，地域共生社

会に関する共同研究のプロジェク

トチームの組織化を検討する。 

コミュニティ総合研究センターと大分県産業創造機構との

共同研究（「地域経済の課題と展望」）を実施し，成果報告書を

刊行した。 

2 件の調査研究事業（大銀経済経営研究所との連携による地

域づくりと街づくりに関する事業，安心院町との共同による地

域に関する事業）に取り組み，実施した。平成１６年度地域貢

献特別支援事業として，前年度から継続して，大分県産業企画

課，大分県商工会議所と連携して，大分県ポータルサイト構築

事業に取り組んだ。 

平成１４年度より始まった「都市エリア産学官連携事業」の

最終年度にあたり，福祉・食品化学の研究を推進した。 

・ 生命現象の基礎的研究並

びに健康の維持・増進，疾

病の治療・予防に寄与する

独創的，先導的研究。 

・ 医学部を中心に独創的・先導的

研究ワーキンググループを設置

し，独創的あるいは先導的な内容

の研究テーマを決定する。 

 ワーキンググループのテーマにかかる原案を医学部教授会

で審議し，研究推進委員会に付議した。 

・ 大分大学研究推進委員会が医学

部，教育福祉科学部，経済学部及

び工学部と連携して，全学参加に

よる社会環境医学研究ワーキング

グループを設置し，共同研究テー

マ，研究責任者等を決定する。 

ワーキンググループを設置し，医学部をはじめ全学にテーマ

の募集を行った。 

・ 疾病を医学的側面のみな

らず，文化的・社会的・経

済的背景を含めた生態系

全体の中に位置付ける研

究。 

 ・ 学内共同教育研究施設等管理委

員会を中心に，各センターの業務

内容等の全体的な見直しを行う。

学内共同教育研究施設等管理委員会が本学の中期目標・中期

計画の実施に向けて学内各センターに対して活動の現状及び

問題点・課題を把握するために利用者の評価を調査し，各セン

ターの設置目的・理念及び当該年度計画との整合性の観点から

調査結果を分析した。 

・ 大分大学研究推進委員会を中心

に，ライフステージに応じた質の

高い生活を保障するための研究

に関し全学的に研究者を募る。

ワーキンググループを設け，中心となる担当委員を決めた上

で課題等の整理を行った。 

福祉科学研究センターと連携し，研究者の組織化について検

討することとした。 

福祉科学研究センター研究員の研究領域一覧および名簿は，

『大分大学福祉科学研究センター報告書』Vol. 5（2005年3月）

に収録した。 

・  大分大学研究推進委員会を中

心に，ワーキンググループを設

置し，共同研究及び研究の体系

化のための情報を収集し検討を

重ねる。 

ワーキンググループを設置し，医学部をはじめ全学にテーマ

の募集を行い，情報を収集した。 

・ 加齢に伴う問題を医療，

工学，福祉面など学際的に

研究し，ライフステージに

応じて質の高い生活を保

障するための研究。 

 

・ 大分大学研究推進委員会を中心

に，ワーキンググループでテーマ

を決定する。 

研究推進専門委員会において議題等の整理を行い，共同研究

の可能性の高い研究テーマについて検討を行った。 

○研究成果の社会への還元

に関する具体的方策 

  

・ 地域社会との双方向的なコ

ミュニケーションの積極的な

推進によって，社会貢献の充

実を図るために，地域の産業

振興や新産業創出などに貢献

する共同研究を地域共同研究 

・ 地域共同研究センター及びコミ

ュニティ総合研究センターを中

心に，研究シーズ集発行について

各学部で計画を作成し，データ収

集を行うとともに，年度末に発刊

する。また公式ＨＰで公開する。

地域共同研究センター運営委員会でシーズ 集の基本フォ

ーマットを作成した。シーズ集は学部毎に印刷・発行せず全学

でシーズ集を作成することとした。 

シーズ集のＷeb上での公開は，次年度以降に行うこととした。
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センター及びコミュニティ総

合研究センターを中心に積極

的に進める。 

・ 地域共同研究センター及びコミ

ュニティ総合研究センターを中

心に，共同研究を推進するため，

企業との情報交換の場として出

会いの場を検討する。 

大学の研究者や地元企業との情報交換の場として，地域共同

研究センターを中心に第５回目の研究シーズ発表会を行い，ま

た，福祉科学研究センター及び地域共同研究センターが共催し

て，第１回医療・福祉発表会を行った。 

一方，地元企業のニーズを把握するため，産学交流会を宇佐

市，佐伯市，津久見市で実施し，本学研究者との交流を図った。

そのほか，金融機関との連携協力協定の締結による活動とし

て，金融機関，地元企業及び大学とが協議を行い，ニーズの収

集活動やコラボ産学官 in Tokyo（東京オフィス）での研究シ

ーズ発表会にも参加した。 

以上のような活動を通じ本学研究者のシーズを紹介し，ま

た，企業とのニーズの把握に努める活動を行った。 

・ 地域連携推進機構運営協議会で

大分大学イノベーション機構の設

置を検討する。 

 

地域連携推進機構を再編してイノベーション機構を設置す

るため，平成１７年度の概算要求に盛り込んだが，認められな

かった。 

このため平成１７年度に学内措置による設置を含め，イノベ

ーション機構の再編を引き続き検討することとした。 

・ イノベーション機構の設置

によって，リエゾン・オフィ

ス等を一層充実させるととも

に，相談等の窓口機能の充実

を図る。 

 ・ 地域連携推進機構運営協議会

で，大分大学イノベーション機構

の５年間の大学における行動計

画を検討するとともに，県及び県

内自治体との協議に入る。 

 

平成１７年度にはイノベーション機構の学内措置も視野に

入れ，機構の計画を再検討し，その中で「５年間の行動計画」

も併せて作成することとしている。 

なお，行動計画に盛り込む，地域との連携について，大分銀

行及び豊和銀行との連携協定を締結し，また，他の金融機関（み

らい信用金庫，大分信用金庫）との連携協定並びに一般企業等

（トキハ）との連携協定についても協議を進めている。 
・ 知的財産検討委員会で知的財産

管理制度の検討を行い，役員会等

の議を経て，大分大学知的財産本

部（仮称）を設置する。 

教育研究評議会等の議を経て，知的財産本部を設置した。

・発明委員会で，教員の発明に関す

る基本的取り扱いを定め，実施す

る。 

「大分大学職務発明規程」及び「大分大学発明委員会規程」の

関係規程を制定し，実施した。 

・ 大分TLOを活用し，年間15

件程度の特許の申請を実現す

る。 

・ 評価委員会で，教員評価に知的

財産活動を加えることを検討す

る。 

  教員評価専門部会で，知的財産活動に関する業績を含む大学

教員の業績に係る評価項目の原案を作成した。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ（案），

調査票（案），記入要領（案）を学部教授会に提示し，学部教

授会の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については，引き続き検討する

こととした。 
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・ 評価委員会で，教員自己評価デ

ータベースに知的財産の取得状況

を記し，公表する。 

大分大学分散データ統合管理システム構築計画に係る平成

１６年度計画である同システムの基本設計（デザイン）を作成

する上で必要な，各部局等が保有する評価データの調査を評価

情報分析室が中心になって行った。 

  大学教員の業績に係る評価項目，大学教員の業績に係る評価

データの調査票及び記入要領が確定し，大学教員の業績に係る

平成１５年度分評価データの収集を開始した。 

収集した評価データの具体的な公表内容及び公表方法につい

ては，引き続き検討することとした。 

○研究の水準・成果の検証に

関する具体的方策 

  

・ 評価委員会の下に各部局で自己

評価及び外部評価等の体制を検討

する。 

評価情報分析室で調査した各部局等が保有する評価データ

を基に，自己評価専門委員会で評価データ（案）を取りまとめ，

所要の手続きを経て了承された。 

自己評価専門委員会で平成 16 年度実施する自己評価項目の

選定を行い，平成１６年度自己評価項目（案）を作成し，評価

委員会で了承された。 

自己評価専門委員会で自己評価実施要項（案）を作成し，評

価委員会で了承された。 

自己評価専門委員会で，自己評価を実施する際に必要となる

自己評価作成マニュアル（案）を作成した。 

各部局で，部局評価に関する規程，組織及び評価項目の見直

しを行った。具体的な自己評価及び外部評価方法については，

引き続き検討することとした。 

・ 評価委員会を中心に，教員の評

価システムについての検討を行

う。 

 

教員評価専門部会で，研究活動の業績を含む大学教員の業績

に係る評価項目の原案を作成した。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については，引き続き検討する

こととした。 

・研究の評価体制の充実を図る。

 

・ 部局ごとに外部評価等の計画を

立案する。 
各部局が自己評価を実施する際の項目を含めた全学評価項

目を策定した。 

各部局で，部局評価に関する規程，組織及び評価項目の見直

しを行った。具体的な自己評価及び外部評価方法については，

引き続き検討することとした。 
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・ 評価委員会で評価のためのデー

タの保存体制を整備し，保存を進

める。 

大分大学分散データ統合管理システム構築計画に係る平成

１６年度計画である同システムの基本設計（デザイン）を作成

する上で必要な，現在の大学のシステム構成及び各部署での業

務内容と評価データの調査を評価情報分析室が中心になって

行い，それを基に，自己評価専門委員会で評価データ（案）を

取りまとめた。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については，引き続き検討する

こととした。 

・ 評価委員会が広報委員会と連携

して，国内外の学会などへの貢献

や高く評価された研究成果，受賞

についての情報などの広報体制

について検討する。 

教員評価専門部会で，受賞関係情報を含む大学教員の業績に

係る評価項目の原案を作成した。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については，評価結果の公表内

容及び公表方法などを含めて引き続き検討することとした。

・ 国内外の学会などへの貢献

や高く評価された研究成果，

受賞についての情報をはじめ

とする研究活動に関して，幅

広い広報体制を整備し，研究

水準・成果の検証に資する。 

 

・ 大分大学研究推進委員会が広報

委員会と連携して，公式ＨＰにお

ける研究活動の紹介について，記

載項目・内容の検討を行う。 

広報委員会で検討を重ね，ホームページ上の「研究者総覧（４

６７人分）」を更新した。 

また，学外者向けに「大分大学研究者総覧 2004（抜粋版）」

を印刷・発行し，関連機関約３００社へ配布した。 

・ 広報委員会で講演会やシンポジ

ウム企画等の広報の体制を整備す

る。 

広報委員会で，案を検討し，ホームページの活用，行事予定
の収集・公表についてまとめた。 

・ 国内外の研究者・実践者

等を招聘して講演会等を

開催し，研究交流を深める

ことで研究，教育，実践の

活性化を図る。 

 

・ 研究交流のあり方について各部

局で検討し，必要な改善案をまと

める。 

研究推進専門委員会が，研究交流のあり方と問題点を検討す

るため，各部局で取り組まれている実態についてアンケート調

査を行った。 
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 （２）研究実施体制等の整備に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○適切な研究者等の配置に

関する具体的方策 

  

・ 経営協議会が運営会議及び各部

局等と連携して，全学，学部各種

委員等の業務内容や運営方法，委

員選出方法及び委員会開催時間な

どの実態に関する調査を行う。 

  全学委員会及び学部委員会の業務内容や運営方法，委員選出
方法及び委員会開催時間などの実態調査を行い，調査結果を取
りまとめた。 

・ 教員の教育と研究の活動

分野に関する役割分担を

考慮したシステムの開発

を進め，研究実施体制の改

善に努める。 

 
・ 経営協議会が運営会議及び各部

局等と連携し，上記項目と並行し

て，各教員の教育活動，研究活動，

社会貢献及び大学，学部運営活動

に関する実態調査を行う。 

  職員評価専門委員会が教員評価システムの策定のために実
施する調査結果等を活用して，次年度検討することとした。

・  大分大学研究推進委員会にお

いて，教員の流動的配置に関する

基本的理念や方法論について検

討を行う。 

研究推進委員会において，他大学で過去に実施された流動的

配置の情報も収集し，調整の必要な事項およびその問題点につ

いて検討を行った。 

・ 大分大学研究推進委員会にお

いて，教員の流動的配置に関する

規則等を検討する。 

研究推進委員会において，，他大学で過去に実施された流動

的配置の情報も収集し，整備すべき規則に関する検討を行っ

た。 

・ 研究の重点化を図るた

め，教員の流動的配置を行

うシステムを構築する。 

・ 大分大学研究推進委員会におい

て，全学的な重点的研究プロジェ

クトを選定し，教員の流動的配置

を実施するための具体的な計画を

立案する。 

先端医工学研究センター設立準備と合わせて，全学的な組織

作りに関する検討を行った。 

・ 学科（学部，大学）を越

えたプロジェクト形式の

研究を推進できるような

柔軟な研究体制の整備を

行う。 

 

・ 大分大学研究推進委員会におい

て，科学研究費補助金等の研究プ

ロジェクトの申請・採択状況につ

いて実態把握を行い，学部・学科・

大学を越えた共同研究の拡大とい

う視点から，本学における研究プ

ロジェクトの特質について分析を

行う。 

研究推進委員会において，科学研究費補助金の全学的申請・

採択状況，他の機関の研究者との研究分担状況に関する資料を

収集し，本学における研究プロジェクトに関する検討を行っ

た。 

・ 大分大学研究推進委員会におい

て，研究支援に関する教員のニー

ズを把握するためのアンケート調

査を実施する。 

研究推進専門委員会が研究支援に関する教員のニーズを把

握するため，各部局からのアンケート調査を実施した。 

・ 大分大学研究推進委員会におい

て，アンケート調査に基づいて教

員のニーズを整理する。 

各部局からのアンケート調査にもとづき，研究推進専門委員

会が支援職員のあり方について課題を整理した。 

・ 研究活動を支援するため，

研究支援職員等を配置する。 

 

・ 大分大学研究推進委員会にお

いて，アンケート調査を基に，本

学における望ましい研究支援体

制について検討を行う。 

研究推進専門委員会は望ましい支援職員のあり方について，

部局からの要望への対応策を引き続き検討した。 

○研究資金の配分システム

に関する具体的方策 
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・ 研究の緊急度，必要性，

社会的評価等に基づき，予

算の重点配分などを行え

るような柔軟な体制を構

築する。 

・ 経営協議会等で，予算の重点配

分に関する基本方針について検討

する。 

 

平成１７年度予算編成の基本方針を策定し，予算配分の重点

化，効率化に重点を置いた予算配分を行うことを基本とし，経

営協議会，役員会に諮った。 

○研究に必要な設備等の活

用・整備に関する具体的方策 

  

・ 大分大学研究推進委員会が施設

整備委員会と連携して，研究環境

の調査のための統一した基本的な

調査様式を作成する。 

施設整備委員会とともに行った設備の配置に関する調査で
のフォーマットを原案とし，その問題点を整理した。 

・ 各部局において，研究設備・機

器等に関する調査を実施する。 

施設整備委員会とともに行った設備の配置に関する調査を

基に，全体の設備に関する情報の概要を検討した。  

・ 研究室及び研究設備・機

器等の整備を行う。 

 

・ 調査結果に対する中長期的改善

案を各部局で策定する。 

施設整備委員会とともに行った設備の配置に関する調査を

基に，改善案に関する検討を行った。 

・ 大分大学研究推進委員会及び施

設整備委員会を中心に，既に調査

されている建物使用状況データに

基づき，問題点，課題を取りまと

める。 

研究推進専門委員会において，課題等の整理を行った。 

また，施設整備委員会とともに，既存施設の使用実態調査を

実施し，研究室の再配置やレンタルラボの整備等を考慮した調

査結果を取りまとめた。 

・ 大分大学研究推進委員会及び施

設整備委員会を中心に，面積配分

の基本的考えを策定する。 

研究推進専門委員会において，課題等の整理を行った。 

また，施設整備委員会とともに，既存設備の使用実態調査の

調査結果に基づき，面積配分を考慮した調査結果を取りまとめ

た。 

・ 研究の重点化を図るた

め，研究室の再配置とレン

タルラボを整備する。 

 

・ 大分大学研究推進委員会及び施

設整備委員会を中心に，レンタル

ラボに関する規則の整備を検討す

る。 

研究推進専門委員会において課題等の整理を行い，レンタル

ラボに関する現状の把握及び必要性等についての検討を行っ

た。 

○知的財産の創出，取得，管

理及び活用に関する具体

的方策 

  

・ 大分大学知的財産本部を設置し，

その運営にかかる基本的事項等を

定める。 

大分大学知的財産本部の設置・運営に係る関係諸規程（同本

部規程，同本部運営委員会規程）を整備した。 

大分大学知的財産本部及び同本部運営委員会を設置した。

同本部部門要項を整備した。 

「大分大学職務発明等に対する補償金支払要項案」及び「大

分大学における研究成果有体物取扱規程案」の付議が，一部見

直し等の関係で次年度になった。また，大分大学利益相反ポリ

シー（案）の検討も利益相反ワーキングの構成員の関係で，次

年度になった。 

・ 本学における知的財産の

創出・取得・管理・活用を

戦略的に実施するための

体制として，大分大学知的

財産本部を設置する。 

 

・ 大分大学知的財産本部を中心に，

知的財産マネージャー（弁理士や

民間企業経験者等の外部からの優

秀な人材）の確保について検討す

る。 

知的財産本部運営委員会での知的財産マネージャー（弁理士

等）確保についての具体な検討が，法人（本学）の受入体制の

整備及び状況把握等の関係で，次年度になった。 
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・ 大分大学知的財産本部を中心に，

前年度比最低１０％の出願数アッ

プを図る。 

前年度比最低１０％の出願数アップは達成した。 

「発明・出願に係る手引き等」の作成についての検討は，次年

度に行うこととした。 

・ 大分大学知的財産本部は，知的

財産を取得する手法に関する講習

会を年２回開催する。 

大学院生及び教職員を対象に工学研究科と知的財産本部と

共催して，知的財産特論講座を１３回実施した。 

知的財産本部運営委員会での講習会実施効果等の検討につ

いては，次年度に行う。 

・ 地域共同研究センターを

中心に，教員のための知的

財産に関する教育等を行

い，教員の知的財産に対す

る理解と意識の向上を図

り，あわせて事務職員等の

知的財産管理能力を高め

る。 

・ 大分大学知的財産本部は，知的

財産の意識啓発の講演会を年２回

開催する。 

知的財産創出のための講演会を２回実施した。 

知的財産本部運営委員会での講演会実施効果等の検討につ

いては，次年度に行う。 

・ 大分TLOを活用した，大

学の技術シーズと産業界

ニーズのマッチングを促

進するための情報提供，教

員と企業等との共同研究

や受託研究のコーディネ

ーション活動，企業等に対

するコンサルティング活

動を通して，知的財産の創

出・権利化に努める。 

・ 大分大学知的財産本部は，大分

ＴＬＯと協力して知的財産の創

出・権利化の諸方策を検討すると

ともに，評価委員会と連携して，

特許取得の評価システムについて

検討を始める。 

知的財産本部運営委員会専門部門の構成員の関係，及び同本

部と大分ＴＬＯとの技術移転に係る連携業務の体制整備等の

関係で，知的財産の創出・権利化の諸方策の検討が次年度にな

った。評価委員会と連携して教員特許情報のデータ収集をし，

特許取得の評価システムについては，引続き検討することとな

った。 

・ VBL による学内ビジネス

インキュベーション活動

を推進し，知的財産の活用

を図る。 

 

・ ＶＢＬ運営委員会で啓発活動を

企画し，プロジェクト研究の一層

の展開を図る。特に，生命科学，

医学を専攻する若手研究者を積極

的に参加させる。 

第１期プロジェクト研究は，平成１１年度から平成１５年度

の５年間で実施し，平成１６年度からは，第２期プロジェクト

研究を開始した。 

平成１６年度プロジェクト研究経費は予算確保ができなか

った。このため次年度に向けた配分予算の執行と取り組みを含

め，検討することとした。 

  今後，プロジェクト研究の研究成果発表会や講演会などを旦

野原地区に限らず挾間地区で実施し，学内の若手研究者への普

及啓蒙に力を入れることとした。 

○研究活動の評価及び評価

結果を質の向上につなげ

るための具体的方策 
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・ 教員の研究活動に関する自

己点検・評価及び外部評価等

の結果をデータベース化し

て公表するとともに，その評

価結果をフィードバックし，

研究活動を改善するための

組織・システムを構築する。 

 

・  評価委員会で，研究活動の評

価のためのデータベース構築の

方法，評価結果の公表及び改善の

ためのフィードバックの各シス

テムについて検討を行うととも

に，データの保存体制を整備し，

保存を進める。 

  教員評価専門部会で，評価の公表及び改善のためのフィード

バックシステムも視野に入れた大学教員の業績に係る評価項

目の原案を作成した。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については，評価結果の公表を

含めて引き続き検討することとした。 

・  広報委員会で「研究者総覧」

の 項目や公表方法等について改

善を検討する。また，学部ごとに

研究計画・研究活動について公表

する報告書等を検討する。 

ホームページ上で公開していた「研究者総覧」を平成１６ 年

度版「研究者総覧（抜粋版）」として発行した。 

各学部で印刷物として作成していた研究活動報告を学部ホ

ームページで公開することとした。 

・ 教員の研究の改善，特に質

的向上を図ると共に，研究活

動について広く社会に情報

公開するために，研究計画・

研究活動に関する報告書の

作成とその公開を進める。ま

た，研究活動・研究成果の評

価に関する手法などを検討

する。 

 

・ 評価委員会で教員の研究活動の

評価システムを検討する。 

教員評価専門部会で，研究活動及び研究成果に対する評価手

法なども視野に入れた大学教員の業績に係る評価項目の原案

を作成した。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，  学部教授

会の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

大学教員の具体的な評価方法については，引き続き検討する

こととした。 

○全国共同研究，学内共同研

究等に関する具体的方策 

  

・ 学部・学科の枠にとらわ

れず，学内外の研究者の研

究交流を促進するため，学

内共同教育研究施設等の

整備を行い，共同研究の体

制を充実させる。 

 

・ 大分大学研究推進委員会を中心

に全学の研究分野の現状を把握す

る。 

研究推進専門委員会で，研究分野の現状の把握を行うための

実施方略を検討し，その結果に基づき，以下のことを行った。

科学研究費補助金申請時に使用する研究分野・領域に基づ

き，「大分大学研究者総覧２００４」の専門分野データを分類

し，共同研究推進のための基礎的データを作成した。 

平成１７年度に作成する基礎的データ作成の計画を立てた。
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・ 学内共同教育研究施設等管理委

員会を中心に，現在の各センター

の業務内容の把握を行うととも

に，利用者に対する全学的なアン

ケート調査を行い，センター業務

の見直しを開始する。 

WGでアンケート調査報告書を作成後，センター業務の調査報

告書を学内共同教育研究施設等管理委員会委員長に提出し，管

理委員会でセンター再編統合ついて検討するための見直しを

行った。 

・ 共同研究を創出するた

め，情報交換や多様な研究

について話し合う交流ス

ペースを確保する。 

・ 大分大学研究推進委員会が施設

整備委員会等と連携して交流スペ

ースの確保を検討する。 

施設整備委員会等と連携して交流スペースの確保を検討し

た。 

○学部・研究科・附置研究所

等の研究実施体制等に関

する特記事項 

  

・ 教務委員会は授業担当状況に関

する調査を行い，問題点を整理す

る。 

授業担当状況について調査を実施し，資料収集を行うととも

に，問題点を検討した。 

・ カリキュラム等の見直し，

各種委員会の統廃合を通じ，

研究環境を整備する。 

 ・ 経営協議会を中心に各種委員会

の運営に関する基本的ルールの策

定，各種委員会及び担当事務部局

との情報交換の電子化等について

検討し，また各種委員会の定常的

活動において，e-mailや電子掲示

板等を効果的に利用して，会議の

開催回数・開催時間を短縮する方

法についても検討する。 

運営組織等検討委員会で，各種委員会の見直しを含む運営組

織の改善案を作成し，所要の会議に付議した。 

・ 大分大学研究推進委員会を中心

に，サバティカル制度に関する調

査を行い，導入にあたっての課題

を整理する。 

研究推進専門委員会が，サバティカル制度導入の課題を検討

するため，各部局で取り組まれている実態についてアンケート

調査を行った。 

・ サバティカル制度の導入

等，研究に専念できるような

仕組みについて検討する。ま

た，各種委員会の統廃合を行

うことによって，日常的な研

究時間の確保を図る。 

 

・ 大分大学研究推進委員会を中心

に，研修制度に関する調査検討を

行い，問題点を整理して研修制度

に関する取り決めを行う。 

研究推進専門委員会が，研修制度の課題を明らかにするた

め，各部局で取り組まれている実態についてアンケート調査を

行った。 

・ 国際交流・学術振興基金運用委

員会で現在までの運用状況を総括

し，改善策を作成する。 

国際交流・学術振興基金の運用状況についての調査のための

資料収集を開始し，改善策を作成するための検討を引き続き行

っている。 

・ 国際交流・学術振興基金の

財源の確保に取り組み，その

運用方法を改善する。 

 ・ 国際交流委員会を中心に，財源

充実計画を作成する。 

担当理事と関係者で今後の取組みの打ち合わせを行った。国

際交流委員会を中心に，財源充実計画を作成するための検討を

引き続き行っている。 

・ 新しい研究分野へのセン

ター等の設置，既設センタ

ー等の統合などについて

検討する。 

 

・ 大分大学研究推進委員会が学内

共同教育研究施設等管理委員会と

連携して，既設のセンターに関す

る調査を行い，問題点及び課題を

整理する。 

学内共同教育研究施設等管理委員会が本学の中期目標・中期

計画の実施に向けて学内各センターに対して活動の現状及び

問題点・課題を把握するために利用者の評価を調査し，各セン

ターの設置目的・理念及び当該年度計画との整合性の観点から

調査結果を分析した。 
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・ 大分大学研究推進委員会が学内

共同教育研究施設等管理委員会と

連携して，センターに関する外部

評価実施スケジュールを策定す

る。 

学内各センターの利用者の評価調査を実施した。 

 

 

３．その他の実施状況 

（１）社会との連携、国際交流等に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○地域社会等との連携・協

力，社会サービス等に係る

具体的方策 

  

・ 広報委員会は，研究者総覧の充

実を図り，公式ＨＰで公開する。

「研究者総覧」をホームページで公開した。 

・ 広報委員会において，研究者活

動記録を発行し，公式ＨＰで閲覧

できるシステムを構築する。 

公式HPで閲覧できるシステムについて，検討するとともに，

研究者活動記録を公式HPの研究室ダイレクトイン，もしくは

研究者総覧トップから閲覧できる方法を検討することとした。

・ 担当理事のもとで，地域貢献特

別支援事業の総合的な評価を行

い，次年度以降の地域貢献・地域

交流事業に対応するための組織を

再構築する。 

大分県庁で地域連携推進連絡協議会を開催し地域貢献特別

支援事業の最終報告を行なった。また，平成１７年度以降の事

業については，県との連携協力協定を締結することにより継続

的に推進していくこととした。組織については，協定の協議の

中で検討することとした。 

  協定案を作成，内容について県で協議中である。 

  評価としては，平成１７年度に予算要求し，３年間の最終報

告書を作成することとした。 

・ 本学研究者の研究内容・

成果などのデータベース

を整備し，地域との連携・

貢献に役立てる。 

 

・ 担当理事は，県内自治体との包

括的な連携協力協定締結の方針を

策定する。 

  大分市・中津市・豊後高田市との相互協力協定を締結した。

  別府市・日田市との協議を開始した。 

・ 大学開放事業委員会と生涯学習

教育研究センターが連携して，以

下の諸点について調査・検討を行

う。 

ａ 大学開放事業の現状 

ｂ 社会人の学習支援のあり方

（社会人入学，科目等履修

生，研究生，公開授業，その

他の大学開放事業） 

ｃ 大学開放事業に関わる教育

資源データベースの開発 

ｄ 公開講座・公開授業のあり方

  公開講座・公開授業及び開放事業委員会で把握している開放

事業の内容をチェックし，社会人入学，科目等履修生，研究生

の現状を調査した。 

社会人学生対象の調査を実施し，中間まとめを作成した 

 

・ 児童・生徒から専門的職

業人をはじめとした社会

人までの生涯学習の支援

のために，生涯学習教育研

究センターを中心として，

公開講座・公開授業をはじ

めとした大学開放事業に

ついて，総合的に取り組む

体制を整備するとともに，

事業の質的向上と量的拡

充を図り，地域社会との連

携・協力，地域への貢献を

推進する。 

ｅ 大学開放事業における各部局

の役割分担と連携のあり方 

ｆ 各部局の大学開放事業にお

ける役割分担と連携のあり方

ｇ 生涯学習教育研究センター

の大学開放事業における位置

づけ 

センターで大学開放事業の定義，大学開放事業の現状に関する

資料の確保，連携のあり方について検討し，中間報告をまとめ

た 
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・福祉科学研究センターにおいて，

公開講座・公開授業の業務上の位

置づけの明確化と充実方策の策

定，公開講座の概念，業務の割り

振り，公開授業の方針，開設科目

などを検討する。 

生涯学習教育研究センターの公開講座専門委員会で，公開講

座・公開事業のあり方について検討を行い，検討結果を次年度

以降の事業内容に反映させることとした。 

・生涯学習教育研究センターにおい

て，専門的職業人の学習ニーズ，

大学開放事業における多様な連携

等への対応方策を検討し，実施す

る。 

専門的職業人対象の調査については，詳細なものは来年度に入
って実施することとした。 

専門的職業人の学習ニーズに関する中間報告を作成した。 

・大学開放事業委員会において以

下の点を検討する。 

ａ 多様な学習者に対応するた

め，大学開放事業の改善 

ｂ ＩＴの活用による学習困難解

決策 

ｃ サテライト教室，サテライト

講座の開設による受講の利便性

の向上 

ｄ 夜間，休日における学習機会

提供の充実 

大学開放事業委員会で，生涯学習教育研究センターが実施した

各種調査の分析結果に基づき，左記年度計画ａ～ｄの検討を行

った。 

・ 大学開放事業委員会で，大学開

放事業における多様な連携を推進

するための基本方針等について検

討する。 

大学開放事業委員会で，各種の調査の分析結果に基づき，開

放事業の基本方針（案）の作成を引き続き検討することとした。

・ 大学開放事業委員会と教務委員

会の協力体制を構築する。 

大学開放事業の一環である公開授業の拡充について，教務委

員会と連携し検討した結果，専門科目の公開授業を開設するこ

ととした。 

・ 大学開放事業委員会と教務委員

会が連携して，部局間の協力体制

を見直す。 

生涯学習教育研究センターがまとめた部局間の連携のあり

方に関する中間報告に基づき，引き続き検討することとした。

 

・ 教務委員会において，学部・大

学院に受入れている社会人の学習

の目的・目標等について調査する。

大学院社会人学生を対象に調査を実施し，報告書をまとめ

た。 

・ 大学開放事業委員会において，

公開講座・公開授業に参加した社

会人の学習の目的・目標等につい

て調査する。 

公開講座に参加した社会人の学習の目的について，アンケー
トを実施し結果を取りまとめた。 

・ 学部及び研究科と連携し

て，社会人の再教育や生涯

学習の場を拡充する。 

 

・ 生涯学習教育研究センターにお

いて，公開講座，公開授業等大学

開放事業の現状を調査する。 

公開講座等の現状調査を行い，報告書にまとめた。 

［教育］   

・ 社会のニーズをもとに，

教育・福祉，経済学，工学，

医学・看護学・医療等に関

する教育サービスを行い，

本学と産業界並びに地域

社会の連携・協力を図る。 

・ 教務委員会は，教育・福祉，経

済学，工学，医学・看護学・医療

等に関する専門分野の教育サービ

スの可能性について調査を行う。

調査を行い，高校への授業サービスや専門職者への研修に関

する支援等の他，県の豊の国ハイパーネットを活用した集団へ

の教育の強化や推進，さらに個人を対象とした相談・教育等の

課題を確認した。 
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［研究］   

・ 学内における研究･技術

開発の成果を収集し，情報

ネットワークを用いた情

報発信により産業界との

連携・協力を促進する。 

 

・ 大分大学研究推進委員会は，全

学部の研究者の研究シーズを調査

し，広報委員会と連携して研究シ

ーズ集を発行するとともに公式Ｈ

Ｐを作成する。 

研究推進委員会で，本学における研究シーズの現状を検討

し，地域共同研究センターと研究シーズ集の発行について検討

を行った。 

既に，地域共同研究センターのＨＰ上に公式ＨＰが作成され

ており，さらに充実・拡充するために，広報委員会と連携し，

全学の研究者に研究シーズに関する情報収集（原稿依頼）を行

った。 

・ 地域連携推進機構を改組

してイノベーション機構

として発足させ，地域社会

ニーズの把握，地域とのコ

ミュニケーションの確立

を図り，種々の要請に一元

的かつ迅速に対応可能な

ネットワークを形成する。 

 

・  大分大学イノベーション機構

で，地域社会が大学に求めるニー

ズを研究領域別に把握する。 

地域共同研究センターが中心となり，第５回目の研究シーズ

発表会を（財）九州産業技術センターの支援を受け実施し，ま

た，第１回の医療・福祉シーズ発表会も実施した。また，地元

企業のニーズを把握するため，産学交流会を宇佐市，佐伯市，

津久見市で実施し本学研究者との交流を図った。 

一方，金融機関との連携協力協定の締結による活動として，

金融機関，地元企業及び大学とが協議を行いニーズの収集活動

やコラボ産学官 in Tokyo（東京オフィス）での研究シーズ発

表会にも参加した。 

以上のような活動を通じ本学研究者のシーズを紹介し，ま

た，企業とのニーズの把握に努める活動を行った。 

今後は，本学の多数の研究者がこのような諸活動に参加し，

幅広い研究シーズを紹介する中で各企業からのニーズを把握

し，社会貢献の施策を検討することとした。 

・ 大分大学研究推進委員会を中心

に，学内研究者に対して学術交流

協定校をはじめとする外国との共

同研究の可能性について調査を実

施する。 

本学の研究者データベース（研究者総覧）を利用し研究分野

の調査を実施した。学術交流協定校をはじめとする外国との共

同研究の可能性については各機関のホームページを中心に調

査を実施した。 

・ 大分大学研究推進委員会を中心

に，共同研究推進のための問題点

と課題を整理し共同研究の方針を

検討する。 

上記調査に基づき，共同研究推進について検討を行い問題点

と課題について整理した。共同研究を推進するための方針，手

法等について検討した。 

・ 諸外国の大学や研究所と

の共同研究体制を整備し，

協力と支援を推進する。 

 

・ 大分大学研究推進委員会が経営

協議会等と連携して，学術協力課

の体制の充実について検討する。

外国との共同研究を推進するため，各研究者を学術協力課が

サポートできるように大学全体の体制整備に関して検討を行

った。 

○産学官連携の推進に関す

る具体的方策 

  

・ 地域共同研究センターを

中心とした共同研究・受託

研究を一層推進する。 

 

・ 地域共同研究センター運営委

員会で，産学連携に関する各種

のコーディネータの配置を検討

する。 

センター運営委員会で，産学連携に関する各種のコーディネ
ータの現状活動状況を確認し，問題点やあり方について，検討
を重ねた。また，運営委員会委員とコーディネータとのヒアリ
ングを実施し，活動上の問題点や今後の取り組み方法について
意見を聴取した。 
なお，次年度以降，さらに検討を重ねることとした。 
産学官連携コーディネータ  １人（本省からの派遣職員）
客員教授：コーディネータ  ４人（給与大学負担） 

・ 役員会等の議を経て，大分大学

知的財産本部を設置する。 

教育研究評議会等の議を経て，知的財産本部を設置した。・ 大分大学知的財産本部を中

心に，学と産・官の連携に

より，知的創造サイクルの

形成に努める。 

 

・ 大分大学知的財産本部を中心に，

知的創造サイクルの活性化に着手

する。 

知的財産本部を設置して専門部会を立ち上げ，教員の発明促

進に必要な環境整備について検討した。 
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・ 大分大学知的財産本部を中心に，

産学の連携を通じた研究活動の活

性化を図る。 

知的財産本部の兼任教官を中心として，本学の産学連携体制

の整備について検討した。 

・ 大分大学知的財産本部を中心に，

知的財産の有効活用のための方策

を検討し，知的所有権を確保する

ためのシステムを構築する。 

大分ＴＬＯとの技術移転等に係る連携業務の体制を整備し，

知財の活用手順について検討した。 

○地域の公私立大学等との

連携・支援に関する具体的

方策 

  

・ 教務委員会を中心に，大分県下

の公私立大学等で広域単位互換制

度の実施についての検討を行う。

大分工業高等専門学校との単位互換協定準備を進めた。 ・ 単位互換の拡大のほか共

同授業，共同セミナーなど

によって連携を深める。 

 ・ 教務委員会を中心に，豊の国ハ

イパーネットワークを利用して，

県内の公私立大学等との遠隔授業

システムを構築することについて

検討を行う。 

県立看護科学大学の学部長と今後の取り組みについて意見

交換を行い，担当者との間で今後技術的な検討を行うこととし

た。 

 

・ 教務委員会は各学部と連携して，

研究員・研究生の受入れのための

募集要項の作成を行い，他大学や

地域に配布するとともに公式ＨＰ

で公開し，受入れを実施する。 

研究員・研究生の受け入れについては，公式ＨＰ上で募集に

関する情報を公開することとした。研究生については，公式Ｈ

Ｐ上での募集情報をすでに公開している。 

・ 大分大学研究推進委員会の下に

ワーキンググループを設置して，

県内で開催される研究会や講演会

に積極的に参加し，地域をテーマ

とした共同研究の検討と地方公共

団体との連携について模索すると

ともに，地域からの研究員・研究

生の受入れを行う。 

研究シーズ集を基に共同研究の方策について中間まとめを

行なった。 

・ 大分県内の他大学等の教

員や企業人等を本学の研

究員・研究生として積極的

な受入れを図る。 

 

・ 大分大学研究推進委員会の下に

ワーキンググループを設置して，

研究員・研究生の受入れのための

募集要項の作成を行い，地域に配

布するとともに，地域共同研究セ

ンターの共同研究員の制度を再検

討し，地域の企業の共同研究員の

増加策について検討する。 

現在の研究員，研究生の受け入れ状況を調査した。地域の企

業の共同研究員の増加策について検討した。 

・ 大分TLOに参加する地域

の公私立大学等との研究

上の連携を深め，中核大学

としての役割を果たす。 

・ 担当理事のもとで，地域の公私

立大学等との連携のあり方を検討

する。 

 

地域連携推進機構を再編し，学内の各センターを交えたイノ

ベーション機構の設置について検討することとしており，その

新機構設置を検討する中で，今後，地域の国公私立大学等との

連携のあり方を含め，検討することとした。 

・ 附属図書館と地域の大学

図書館・公共図書館との連

携・協力関係を強化し， 

・ 附属図書館運営委員会で，県内

の大学間での横断検索について検

討を開始する。 

日本文理大，芸術短期大学，別府大学および大分工業高等専

門学校と横断検索のための接続を実施した。 
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目録の横断検索サービス

を実施する。また，公共図

書館との相互貸借サービ

スについて整備・拡充を行

う。 

・ 附属図書館運営委員会で，ＨＴ

ＴＰプロトコルを用いて横断検索

を行い，将来的にはオンラインで

の相互貸借の申込も可能になるシ

ステムの開発について検討する。

大分県立図書館と調整中であるが，大分県内の公立図書館シ

ステムとの調整も含め，次年度において検討する。 

 ・ 相互貸借資料の配送については，

附属図書館運営委員会で，県立図

書館及び公立図書館との間でコス

トのかからない配送システムにつ

いて検討する。 

大分県立図書館と調整中であるが，大分県内の公立図書館シ

ステムとの調整も含め，次年度において検討する。 

○留学生交流その他諸外国

の大学等との教育研究上の

交流に関する具体的方策 

  

・ 国際交流委員会及び留学生セン

ター運営委員会は，学内における

国際交流推進の実施体制の現状を

分析し，効率化の観点から問題点

を整理し，大分大学国際交流基本

方針の策定に向けて検討を行う。

国際交流委員会で国際化戦略について検討を行い，ＷＧで大

分大学留学生交流基本方針の見直しの検討を開始した。 

・ 大分大学留学生交流基本方針の

見直しについて，国際交流委員会

を中心に検討する。 

大分大学留学生交流基本方針の見直しについて，国際交流委

員会とＷＧで検討を行った。 

・ 留学生交流及び学術交流

に関わる組織的整備の充

実を図る。 

 

・ 留学生センター運営委員会は，

地域の国際交流団体や留学生教育

機関の情報を集める。 

大分県国際交流センター主催のホームステイ事業「大分ふれ
あいファミリー」のホストファミリー研修会に出席し，関連情
報を収集した。 
留学生と地域との様々な交流事業に参加し，情報収集に努め
た。新規事業（ホームステイ）を立ち上げた。 

・ 学生の海外留学・派遣を

全学的に推奨し，諸外国，

特にアジア諸国への派遣

を積極的に推進する。 

・ 留学生センター運営委員会は，

留学を全般的にサポートするため

の体制作りを検討するとともに，

派遣留学の基準の見直しを行う。

派遣留学生支援体制見直し（案）をセンター運営委員会に提

案し，了承された。中国等の４大学に留学生センター教員を派

遣し，本学から派遣する学生の受入状況等について，現地調査

等を行った。 

・ 外国の大学との教育研究

上の交流を推進する。 

 

・ 国際交流委員会で新たな国際化

戦略との関連で交流協定校の拡大

を検討する。 

交流協定校の拡充方策について，国際交流委員会で委員会で

検討するための資料収集を行った。国際交流委員会で検討資料

を基に本学の国際化戦略について引き続き検討を行っている。

スマトラ沖地震・津波災害に際しては，長年にわたり研究交

流を続けている国立アイルランガ大学（インドネシア東ジャワ

州）の正式要請を受け，医学部の医師，看護師，臨床工学技士

等６名の医療支援チームを派遣した。 

・ 国際交流・学術振興基金

の適切な運用と増額につ

いて検討する。 

 

・ 国際交流委員会で新たな国際化

戦略を検討し，国際交流・学術振

興基金の拡大を図るとともに，留

学生交流及び諸外国の大学等との

教育研究上の交流の推進を図る。

交流協定校の拡充方策について，国際交流委員会で委員会で

検討するための資料収集を行った。 

国際交流委員会で検討資料を基に本学の国際化戦略につい

て引き続き検討を行っている。 

・  JICAなどによる国際的教

育貢献活動に積極的に参加

し，その業績を組織として適

切に評価する。 

・ 担当理事のもとで，新たなＪＩ

ＣＡ事業等への参加の可能性の検

討を始める。 

ＪＩＣＡ事業の資料を収集した。 
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○教育研究活動に関連した

国際貢献に関する具体的

方策 

  

・ 福祉科学研究センターにおいて，

地域貢献に関して評価と反省点の

洗い出しを行う。 

福祉関係機関を対象にヒアリングを実施した。運営委員会に

報告書を提出し，最終的な取りまとめを行った。 

・ 福祉科学研究センターは大学院

福祉社会科学研究科と連携を強化

する。 

福祉科学研究センターが，福祉社会科学研究科を支援して，

福祉専門職を対象とした講演会（社会福祉実践の価値と倫理）

を実施した。 

・ 福祉科学研究センターと医学部

を中心に，医学，看護学関係と福

祉を総合した，外部資金によるグ

ループ研究を推進する。 

  外部資金の導入の可能性について検討した。 
  平成１７年度に学長裁量経費を要求した上，福祉関連のシー
ズ集を作成し，継続的に検討することとした。 

 

・ 福祉科学研究センターと医学部

を中心に，研究会を年間２回～３

回立ち上げる。 

  社会科学・工学系教員による本年度第２回目の「福祉系研究

者交流会」を，医学部会議室（挾間キャンパス）において実施

した。 

  第８回福祉フォーラムにて，分科会形式による学生・若手研

究者のよる研究発表会を開催した。 

  また，次年度の実施計画についての検討を行った 

・ 医療や福祉に関して，国

内外，特にアジア諸国の教

育・研究機関との連携を強

化する。 

 

・ 福祉科学研究センターと医学部

を中心に，国内外，特にアジア諸

国の教員・研究機関との連携のた

めの調査・研究を行う。 

中国の翰林聖心大学医学部及び社会福祉関係の機構などに

ついて事前に詳細に調査し，現地に赴いて交流・連携の協議を

行い，現在も協議を続行している。 

・ 教職員や大学院生の海外

留学・派遣をより一層推進

するとともに，留学先・派

遣先の大学や研究所との

研究協力を強化する。 

・ 国際交流委員会で新たな国際化

戦略について検討する。 

国際交流委員会で検討資料を基に本学の国際化戦略につい

て引き続き検討を行っている。 

 

（２）附属病院に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○医療サービスの向上や経

営の効率化に関する具体

的方策 

  

・ 臓器別，機能別診療体制

に移行する。 

 

・ 内科，外科領域において従来の

第１内科，第２内科，第３内科，

第１外科，第２外科などの診療科

名を，消化器内科，循環器内科，

消化器外科，胸部外科など，臓器

別診療科へ改組するため，病院運

営委員会で規程の整備を行う。 

関連規程を施行し，内科を８診療科，外科を６診療科の臓器

別診療体制に移行した。 

内科，外科病棟を臓器別診療体制へ適合できるように再編，

病床数再配分を行った。 

また，診療実績を臓器別診療科で算出できるように病院コン

ピュータシステムを改善した。 

・ 緩和ケア専従チームをつ

くり，緩和医療を実施す

る。 

 

・ 医学部及び附属病院で，薬剤師，

栄養士に加入を依頼し，多方面か

らのアプローチを可能とするチー

ムづくりを行い，総合カンファレ

ンスを開始し，より合理的な運営

システムを構築する。 

 

日本医療機能評価機構の認定を受け緩和ケア診療の施設基準

を届出し，11月1日から緩和ケア診療加算の算定を開始した。 

緩和ケア業務を再構築し算定患者数の増加を図った。 

緩和ケア支援チームの活動についてポスターを掲示して患者・

家族へアピールし，緩和ケアマニュアルの作成を継続して行な

い，３月アジア太平洋ホスピスカンファレンスで発表した。 
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・ 医学部及び附属病院で，連携医

療施設との懇談会や地域の病院，

医院，診療所への広報活動を促進

し，患者紹介率の向上を図る。 

連携医療施設との懇談会の開催，地域診療所訪問による広報

活動を行い，紹介率は５０%後半で推移している。 

検査依頼システム導入にむけて調整を行っている。 

・ 附属病院で，病院広報誌「かけ

はし」を充実し，患者サービスの

向上を図る。 

病院広報誌「かけはし」を年4回発行し，患者及び県内の医

療機関に配布している。 

・ 附属病院で，患者紹介率を５０％

以上に維持する方策を図る。 

患者紹介率は５０%以上を確保し，７月より初診料２５０点

が加算出来るようになった。 

・ 附属病院で，クリニカルパスワ

ーキンググループを結成する。 

クリニカルパスワーキンググループを設置し，他院でのパス

大会を見学し，本院でも２回開催した。 

・ 附属病院で，現行のパスを医療

の質の視点，経営的視点で見直し

を行い，ＥＢＭに基づいたパスの

作成を図る。 

パス大会実行チーム，バリアンス分析チーム，アウトカムチ

ーム，EBM チーム，原価計算チーム，パスパッケージチーム，

実行調査チームを設置し，パスを多角的に分析し，パスの向上

に努めている。 

・ 地域医療連携センターを

充実させる。 

・ 附属病院で，ソーシャルワーカ

ーを中心とした医療相談と退院調

整業務を充実する。 

１１７患者の退院支援依頼を受け，６５４回の退院調整，

３８３回の相談，その他３４０回の医療福祉相談を行った。前

年度より激増している。 

・ ボランティアによる支援

を大幅に拡大して，患者サ

ービスを充実させる。 

 

・ 医学部附属病院サービス推進委

員会の中で，ボランティアを組織

化するプロジェクトを立ち上げ

る。 

代表，副代表を中心とした組織作りは整備され，大分市ボラ

ンティアセンターとの連携により会員は増加傾向にある。現在

外来案内のボランティアと小児科の子供達の読み聞かせ等の

ボランティアが別々に活動しており，ボランティア組織を一元

化し，さらにボランティア内容を拡大する。 

・ 附属病院長のもとで，管理運営

に関する委員会の統合整備を行

う。 

病院将来計画委員会，病院将来計画小委員会，経営改善委員

会，病床配分検討専門委員会を統合整備し，戦略的企画部門会

議を新設し病院管理運営を一元化した。 

・ 病院経営戦略を企画し実

行するために，戦略的企画

部門を設置する。 

 ・ 附属病院で，臓器別機能別診療

体制の立案整備を図る。 

戦略的企画部門会議で臓器別診療体制の整備を行い，経営改

善，院内資源の再配分を検討し病院運営の効率化を図った。

○倫理観豊かな医療人育成

の具体的方策 

  

・ 新医師臨床研修管理型病

院として充実した卒後研

修が遂行できるように整

備する。 

 

・ 医学部及び附属病院で，卒後臨

床研修における研修プログラム

（研修カリキュラム及び研修体

制），指導体制，評価の方法などに

ついて，調査，分析し，卒後臨床

研修の充実を図る。 

平成１６年度１年目研修医は，研修プログラムに従って内

科，外科，救急医療他の必須科研修を順調に遂行した。同研修

医に対し平成 17 年度 2 年目研修の研修病院，希望選択科など

のプログラムを決定するとともに，年間の研修における改善点

などについて引き続き検討している。 

平成１７年度１年目研修医については，４４名のマッチング

が決定し，各研修医の１年次研修予定プログラムを作成した。

卒後臨床研修をより充実させるため，現在行っている臨床セ

ミナーに加えて，必須科中心のモーニングセミナーの定期的開

催を検討し，平成１７年度より実施予定である。また，卒後臨

床研修センターの建物の建設について検討を開始した。 

○研究成果の診療への反映

や先端的医療の導入のた

めの具体的方策 
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・ 診療科毎あるいは共同し

て先端医療技術開発と臨

床応用の研究課題を設定

し，中期目標期間中３件の

高度先進医療の承認を受

ける。 

・ 附属病院で，各診療科等が現在

行っている診療技術のうち，複数

診療科が共同開発することにより

高度先進医療へと発展可能な技術

を募集する。 

医療の質改善ワーキング・グループ簡素化対象技術を各診療

科に通知，既承認高度先進医療の概要について小冊子「高度先

進医療の受診ガイド」を全医師に配付し開発の啓蒙を行なっ

た。 

麻酔科，歯科口腔外科，脳神経外科から高度先進医療の学内

審査用申請書の提供依頼があり，同申請書及び他院の情報を提

供した。 

「複数診療科が共同開発することにより高度先進医療へと

発展可能な技術」の募集を開始した。 

・ 附属病院で，以下の方策を講じ

る。 

ａ 治験推進ワーキンググループを

設置する。 

治験推進ワーキンググループは，9 つの診療科医師の他に，

地域連携センター，放射線部，栄養管理部からもメンバーを加

え，１２名のメンバーとなった。本年1月このメンバーにて，

治験推進に関連した種々のテーマを討議し，治験推進に向けて

協力体制を確立した。 

ｂ 臨床試験専門外来（創薬育薬ク

リニック）を充実する。 

治験用機器など整備状況は既に良好である。地域住民への治

験啓発のためにもスペースを利用することになった。 

ｃ 臨床薬理センター内に臨床研究

推進チームを設置する。 

 

臨床薬理センター内に臨床試験ネットワーク推進チームを

設置した。遺伝子情報を考慮した薬物治療の臨床試験，特殊病

態下における薬物動態試験などを実施していくことを決定し

た。 

ｄ 臨床試験に関する本附属病院職

員の意識向上を図るためセミナー

を開催する。 

昨年１１月と本年２月に治験推進セミナーを実施した。ま

た，昨年１２月に臨床研究セミナーを実施した。治験推進セミ

ナーには本院以外の医療機関，製薬企業等から大勢の参加を得

た。今後は，より多くの院内職員の参加を促す方策を検討する。

ｅ 大分地区におけるネットワーク

構築と推進のためのワーキンググ

ループを設置する。 

上記治験推進ワーキンググループが，臨床試験ネットワーク

推進のためのワーキンググループを兼ねることとなった。 

ｆ 臨床試験ネットワーク推進チー

ム（臨床薬理センター内）を設置

する。 

臨床薬理センター内に臨床試験ネットワーク推進チームを

設置した。ネットワーク構築のための具体的方策を決定し，次

年度重点的に活動していくこととなった。 

・ 臨床試験を推進する。 

 

ｇ 他医療機関の治験支援スタッフ

の教育・育成を実施する。 

熊本の2つの公立病院より，それぞれ1名ずつの治験コーデ

ィネータ（CRC）研修を受け入れた。 

○適切な医療従事者等の配

置に関する具体的方策 

  

・ 効率的かつ適切な職員置

の観点から，医療技術職員

を集約して一元的に組織

する。 

・ 附属病院で，診療支援部設立準

備委員会としてワーキンググルー

プを組織する。 

ワーキンググループを組織し，具体的に検討中である。同時

に他施設の状況についても情報を収集中である。 

○医療の質及び医療安全管理

に関する具体的方策 

  

・ 附属病院で，インシデント報告

システムの改変のため小委員会を

設置する。 

新しいインシデント報告システムを構築し，現在稼働を開始

している。 

・ 医療事故防止対策と発生時

の対応の更なる改善を図り，

医療の質を向上させる。 

 ・ 附属病院で，リスクマネジメン

ト委員会のなかに重要事例等の調

査組織を設ける。 

各大学等について調査の結果，調査組織を常置している大学

はなく，発生時の設置となっていた。この結果を踏まえ，今後

調査組織のあり方や事例ごとの委員の人選について更に検討

を行っている。 
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・ 附属病院で，医療事故等の発生

時，医療過誤の判定に専門医師等

に外部評価を依頼する機能を組織

化し，導入する。 

 

平成１６年度に１度外部の専門医師による評価を実施した。

この実施経験と，併せて１６年度に実施した他大学の外部評価

体制の調査結果を基に，より機能する外部評価の体制につい

て，引続き検討している。 

・ 附属病院で，他施設のシステム

の情報を収集する。 
資料を収集して，新しいシステムを構築した。 

 

（３）附属学校に関する実施状況 

中期計画 年度計画 計画の進行状況等 

○大学・学部との連携・協力の

強化に関する具体的方策 

  

・ 学部主導の下に学部・附属

連携推進委員会を活用し，学

部と附属四校園の組織的な

教育・研究を推進する。 

 

・ 学部・附属学校園連携推進委員

会は，個々の学部教員が連携に貢

献し得る領域をデータベース化

し，「人材バンク」として附属学校

園に提示する。 

附属校園の教員へのアンケート調査によって連携ニーズの

領域を把握し，その後学部教員が貢献しうる領域を登録した。

今後はどのような手順で人材バンクを活用し，組織的な取組

みとして発展させるかが課題となる。  

○学校運営の改善に関する具

体的方策 

  

・ 各校園の学校評議員制度を

活用するとともに，学部との

連携を図りつつ，校園長と副

校園長の一体的なリーダー

シップの下に地域のニーズ

に適切に対応する教育研究

体制を構築する。 

・ 学校評議員の意見の活用方法を

各校園で検討するとともに，四校

園の協議のもと，「附属学校開かれ

た学校づくり協議会」（仮称）を設

置し，これまでの学校研究と地域

ニーズとの関係について調査す

る。 

開かれた学校づくり協議会の構成を決めるとともに，学校

評議員の意見と試行的に実施した外部評価により，学校運営

にかかわる地域ニーズと重点課題を把握した。 

・ 校園長・副校園長連絡会議

を中心として，附属四校園が

連携した一体的学校運営を

推進する。 

 

・ 校園長・副校園長連絡会議が中

心となって，協働を生み出す学校

運営の具体的な目標づくり及び実

施計画を設定し，一体的な学校運

営について全教職員の共通理解を

図る。 

中期目標・中期計画連絡会議を設置するとともに，教職員

合同の夏季研修会，冬季研修会を開催し，専門家の講義とグ

ループ討議を行い，児童・生徒の実態と指導上の課題につい

て共通理解を図った。 

○附属学校の目標を達成する

ための入学者選抜の改善に

関する具体的方策 

  

・ 附属幼・小・中一貫教育体

制の構築とカリキュラム編

成の策定を図る。 

・ 四校園の協議のもとに，幼・小・

中一貫，養護学校との連携を推進

する委員会を設置し，月１回程度

で定期的に開催する。 

附属四校園において，すでに設定されているそれぞれの「め

ざす子ども像」を持ち寄り，全体に共通する要素を取り出し

て，素案づくりを行った。 

・ 附属四校園教員の相互協力

による，総合的な入学者選抜

体制の充実について検討す

る。 

 

・ 四校園の協議のもとに，各校園

長，教頭，入試委員等で構成する

入学者選抜検討委員会を設置し，

これまでの附属学校の入学者選抜

体制の実態について，現状分析と

調査を行い，問題点を洗い出す。

今後の課題について，他大学の資料を収集するとともに，

四校園全体で現状の問題点なども含めて検討を継続してい

る。 

○公立学校との人事交流に対

応した体系的な教職員研修

に関する具体的方策 
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・ 公立学校との総合的な研

修体制の下に附属四校園に

おける研修の充実を図る。 

・ 四校園の協議のもとに，附属校

園内に現職教員研修委員会を設

け，県教委等で実施されている経

年研修について調査・分析を行う。

現職教員研修委員会での協議をもとに，該当する教員の研

修の在り方ついて検討と調整を行った。 

 

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化 

１．運営体制の改善に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○全学的な経営戦略の確立

に関する具体的方策 

  

・ 役員会，経営協議会，教育研究

評議会等において，現状の分析・

把握の必要性の確認とそのための

体制づくりを行い，分析・把握を

実施する。 

  運営組織等検討委員会を設置し，戦略会議（仮称）の設置

に関する学長案を作成して教育研究評議会で審議し，学部教

授会の意見を聴取した。 

 

・ 役員会，経営協議会，教育研評

議会等において，本学の有する資

源の有効活用について検討作業を

行う。 

 

  先端医工学研究センターと高等教育開発センター及び大学

院博士課程の設置構想の検討を学長から将来計画委員会へ諮

問し，両センターは学長裁量定員を前倒しで確保して平成１

７年４月１日に設置することとなった。 

・ 大学の基本理念を確認し，大学

運営の基本方針や戦略等をわかり

やすく説明できるような方法を，

広報委員会で検討する。 

公式ホームページ，大学概要に既に掲載している大分大学

憲章が本学の基本方針であることを確認するとともに，役員

会，教育研究評議会及び経営協議会の議事概要を学内ＨＰで

公表した。 

・ 広報委員会等で，パンフレット

の作成，ＨＰへの掲載など，周知・

公表の方法の具体化を図る。 

大学憲章を公式ホームページと大学概要に掲載するととも

に，役員会等の議事録を学内ＨＰで公表した。 

・ 役員会，経営協議会，教

育研究評議会等において，

人的・物的資源の有効活用

と財政基盤の強化のため

に，学内コンセンサスの円

滑な形成に留意しつつ全

学的な経営戦略を確立し，

公表する。 

 

・ 役員会，経営協議会，教育研究

評議会等において，戦略の進捗状

況や適合性をチェックし，必要に

応じて見直しを行うとともに，広

報委員会で公表手段の改善見直し

に取り組む。 

戦略会議（仮称）の設置案を作成した。経営戦略の公表方

法等については広報委員会で検討した。 

○運営組織の効果的・機動的

な運営に関する具体的方策 

  

・ 経営協議会や教育研究評議会の

権限と責任を明確にし，その上で

各種委員会の間のコミュニケーシ

ョンの方法を検討する。     

運営組織等検討委員会で全学委員会方式を抜本的に改めた

学長室・理事室体制の案を作成し，教育研究評議会で審議し

た上学部教授会の意見聴取を行った。 

・ 経営協議会，教育研究評

議会等の役割等を明確に

するとともに，連携を図

り，円滑な組織運営に努め

る。 

 

・ 役員会等で，セミナーや研修に

積極的に参加し，必要に応じて学

内に成果を報告する。 

役員のセミナー及び研修参加については，その都度常勤役

員会で協議し，積極的に参加している。終了後は，必要に応

じて常勤役員会等で報告している。 

・ 特定の課題及び横断的な

課題については，必要に応

じてプロジェクトチーム

を設置するなど，迅速かつ

効率的に対応する。 

・ 役員会等において，検討すべき

課題を明確にし，基本的検討方法

を明示し取り組む。 

学長の諮問に基づき運営組織等検討委員会で業務運営の改

善策について検討し，運営組織の改善案を作成した。 
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・ 学内の各種委員会のあり

方を検討のうえ，削減等の

見直しを行う。 

 

・ 各種委員会において，その任務

や課題等を整理し確認するととも

に，見直しの必要性をチェックす

る。 

運営組織等検討委員会で全学委員会方式を抜本的に改めた

学長室・理事室体制の案を作成した。 

・ 経営協議会において，運営

体制の問題点等について

の点検を定期的に実施す

る。その点検結果に基づい

て必要な改善策を講じ，次

年度の年度計画に反映さ

せる。 

・ 経営協議会等で，運営体制につ

いて点検を実施し，必要な改善策

を提示する。 

運営組織等検討委員会で全学委員会方式を抜本的に改めた

学長室・理事室体制の案を作成し，教育研究評議会で審議し

た上学部教授会の意見聴取を行った。 

・ 中期目標期間における運

営体制の問題点・改善点を

検証し，その検証結果を公

表する。また，これらの結

果を次期中期目標の策定

に反映させる。 

・ 経営協議会等で，運営体制点検

改善の検証結果の公表システムに

ついて検討し，平成１６年度中に

結論を出す。 

 

運営組織等検討委員会で全学委員会方式を抜本的に改めた

学長室・理事室体制の案を作成し，教育研究評議会で審議し

た上学部教授会の意見聴取を行った。 

・ 学長，理事，部局長等によ

る運営会議を活用して，情報

の迅速な共有化を促進し，大

学運営の円滑化を図る。 

・ 広報委員会等でイントラネット，

情報誌など具体的な情報提供方式

を検討し，順次実施する。 

学内専用ホームページに，役員会，教育研究評議会，経営

協議会の議事概要を掲載した。 

・ 事務組織は教学組織と連

携しつつ大学運営の企画

立案等に積極的に参画し，

学長以下の役員等を直接

支えるなど，大学運営の専

門職能集団としての機能

を発揮する。 

・ 役員会等で，平成１６年度中に

事務組織の再編を，５部制への移

行を含めて検討する。 

事務改善委員会で事務組織の再編（案）を作成し，運営組

織等検討委員会で報告した後役員会で実施を決め，平成１７

年４月から５部制へ移行することとした。 

○学部長等を中心とした機

動的・戦略的な学部等運営

に関する具体的方策 

  

・ 学部長の権限を明確にする

とともに，副学部長制の導入

など学部長補佐体制を整備

し，機動的・効率的な学部の

運営体制を確立する。 

・ 各学部等は，学部運営の点検を

行うとともに，法人における学部

運営のあり方（運営体制を含めて）

について検討し，結論を出す。 

教育福祉科学部，工学部，医学部で副学部長制度を導入し、

経済学部で学部長補佐体制を整備した。 

・ 部局運営の機動性を高め

るため，各種委員会を機能的

に再編するなど見直しを行

う。 

・ 各学部等で各種委員会の現状と

課題を点検評価する。 

全学部で各種委員会の見直しを行った。 

・教授会のあり方を見直すと

ともに，審議事項を精選

し，機動的な学部運営を図

る。 

・役員会等で，国立大学法人法に則

り，教授会の審議事項等を明確に

し，実施する。 

「法人化に関する検討結果」に基づき，規程の制定等によ

り整備を行った。 

○教員・事務職員等による一

体的な運営に関する具体

的方策 
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・ 役員会等で，分担協力関係の必

要性と可能性を明らかにし，全学

的に周知する。 

運営組織等検討委員会で，一体的運営を考慮した運営組織

の大枠（案）を作成し，各学部等の意見聴取を行った。 

・ 効率的・機動的な大学運営

を行うために，教員・事務職

員等の有機的・協働的な分担

協力関係を確立する。 

 

・ 役員会等で，運営上の具体的諸

問題を分析検討し，分担協力関係

を検討する。 

運営組織等検討委員会で，一体的運営を考慮した運営組織

の大枠（案）を作成した。 

・ 事務系幹部職員を大学運

営の企画・立案に参画させ

る。 

・ 経営協議会等で具体的な参画に

ついて検討し，随時実施する。 

運営組織等検討委員会で，一体的運営を考慮した運営組織

の大枠（案）を作成し，各学部等の意見聴取を行った。 

・ 必要に応じて事務系幹部

職員を学部運営に参画さ

せる。 

・ 各部局の各種委員会において，

事務長等のメンバー化について検

討し，随時メンバー化を実施する。

  全学部で各種委員会の見直しを行う中で，事務長を初めと

する構成員の見直しを行った。 

・ 大学運営における教員と

事務職員等との役割分担

を明確にするとともに，連

携協力の強化を図る。 

・ 経営協議会等で教員と事務職員

の連携協力の実態を点検評価し，

必要に応じて見直し，改善に取り

組む。 

 

運営組織等検討委員会で，一体的運営を考慮した運営組織

の大枠（案）を作成し，各学部等の意見聴取を行った。 

・ 教職員や学生の大学運営

等に関する意見を取り入

れ，フィードバックが可能

となるシステムを構築す

る。 

・ 広報委員会等で，情報提供の方

法，意見の提出方法について検討

する。 

広報委員会で「意見の提出方法」について具体案を作成し，

実施することとした。 

○全学的視点からの戦略的

な学内資源配分に関する

具体的方策 

  

・ 学内資源（人事・予算等）

の効果的な配分を行う。 

 

・ 役員会等で，必要な人的資源と

予算を算定したうえで，戦略的な

分野に重点配分するなど，資源の

効率的な運営を行い，事業を実施

する。 

  学長の指示に基づき人事制度等検討委員会で「学長裁量定

員」（案）を策定した。 

  資源の効率的な運営の観点から学長のイニシアティブによ

る「学長裁量経費」を導入した。 

  また，各部局に共通に発生する光熱水料等の管理的経費に

ついて，削減数値目標を明確にした上で，インセンティブを

考慮した統一的な削減努力が継続されるよう集約管理し，全

学管理の共通経費として処理した。 

・ 予算面については，一定

の枠を留保し，戦略的な分

野に重点的に配分するな

ど柔軟な運用を図る。 

 

・ 役員会等で，学内資源配分につ

いて，戦略計画を策定し，全学の

コンセンサス作りを行い，必要が

あれば試行を行う。 

 

「平成１６年度学内予算配分について（基本的考え方）」に

おいて，学長が機動的・戦略的なリーダーシップを一層明確

に発揮できるよう，「学長裁量経費」には相当額の増額を図り，

部局長のイニシアティブによる事業の推進が必要になると考

えられるため，学長裁量経費とは別枠で「部局長裁量経費」

を新設することとし，運営会議にて調整し，経営協議会及び

役員会で審議・承認した。 

・ 施設面については，一定

のオープンスペースを確

保し，戦略的な分野に重点

的に配分するなど柔軟な

運用を図る。 

 

・ 経営協議会等が施設整備委員会

と連携して，総合的・長期的視野

に立った施設マネジメントを導入

し，新たな施設整備を推進すると

ともに，大学が所有する既存施設

を効率的に管理し，有効活用を図

るための方策を講じる。 

施設マネジメント（施設管理，評価，次期計画への反映，施

設計画，施設整備のサイクル）を導入するため，既存施設の

使用実態についてアンケートによる調査と，現地での確認や

聞き取り調査を行い，集計・分析を行った。 
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・ 経営協議会等が施設整備委員会

と連携して，全学共有財産である

学内施設に対し，施設計画・整備・

管理の一元化を確立するための方

策を講じる。 

学内施設に対する施設計画・整備・管理の一元化を確立す

るため，施設マネジメント担当係を設けた。 

また，一元化を目的とした，既存施設の使用実態アンケー

ト調査の集計・分析を行った。 

・ 経営協議会等が施設整備委員会

と連携して，施設の有効活用の観

点から，施設の点検・評価に伴う

スペースの再配分を検討し，教育

研究活動の有効スペースの確保，

学部・大学院生の研究室の狭隘化

の解消やプロジェクト研究室の確

保等に向けた取り組みを行う。 

教育研究活動の有効スペースの確保，大学院生の研究室の狭

隘化の解消やプロジェクト研究室の確保に向けた取組の基盤

とするため既存施設の使用実態についてアンケートによる調

査と，現地での確認や聞き取り調査を行い，集計・分析を行

った。 

・ 役員会及び経営協議会等が各部

局と調整のうえ，平成１６年度の

人件費は，原則として各部局の実

員を基礎とした使用限度額を設定

し，平成１５年度定員から平成

１６年度当初現員を控除した員数

については学長裁量ポストとして

確保し，各部局の学内予算要求を

基礎として，全学的な観点から重

点的かつ期限を限定して配分す

る。 

人事制度等検討委員会で「学長裁量定員」（案）を策定し，

所要の会議に付議した。重点配分については引き続き検討す

る。 

・ 人的な面については，学

長裁量ポストを確保する

等，大学運営上重点的かつ

戦略的に取り組む分野に

人的資源を機動的に活用

できるシステムを構築す

る。 

 

・ 役員会及び経営協議会等が各部

局と調整のうえ，現行の第１０次

定員削減計画は引き続き大学とし

て進め，それにより生じる資源に

ついて学長裁量ポストとして確保

する。 

  人事制度等検討委員会で「学長裁量定員」（案）を策定し，

所要の会議に付議した。 

○学外の有識者・専門家の登

用に関する具体的方策 

  

・ 大学運営において専門性

の高い分野（法務，労務，

財務，産学連携，知的財産，

国際交流，入学者選抜，就

職，広報等）に，学外有識

者や専門家の登用を図る。 

・ 専門的知識や経験・資格を有す

る学外有識者や専門家の選考採用

が可能となるような制度の導入

を，担当理事のもとで検討する。

学長裁量定員の活用とともに，制度の導入を検討した。 

○内部監査機能の充実に関

する具体的方策 

  

・ 財務・会計組織とは独立した監

査室を学長の直轄として設置す

る。 

学長の直轄組織として監査室を設置し，理事（社会連携担
当）を室長とした。 

・ 監査室を設置し，学外専門

家を登用しながら，監事と連

携して内部監査機能を強化

する。 

 

監査室が監事及び会計監査人と

連携しながら，効果的に大学運営

を改善できる内部監査体制を構築

する。 

実地監査を実施し，監査報告書を作成した。 
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○国立大学間の自主的な連

携・協力体制に関する具体

的方策 

  

事務系幹部職員の人事交流につ

いては，担当理事のもとで，国立

大学協会の方針に基づき検討す

る。 

事務系幹部職員の人事交流については検討を終え，実施し
ている。 

一般職員については，担当理事

のもとで，組織の活性化，職員の

能力向上のため九州地区の大学間

で進められている人事交流の方法

等の検討結果に基づき実施する。

一般職員の人事交流については，九州地区において大学間
の交流を実施している。 

・ 職員の研修については，担当理

事のもとで，本学が独自に実施す

るものの他，文部科学省及び人事

院主催のものへも参加させる。 

文部科学省との共催及び人事院主催の研修に参加した。 

・ 業務の効率的な運営のた

めに，共通的な事務処理及

び人事交流や研修など，必

要に応じて地域や同一分

野の大学，学部間の連携・

協力体制を整備する。 

 

九州地区の大学間での職員の研

修については，担当理事のもとで，

現在進められている検討結果に基

づき実施する。 

九州地区の他大学との共催の研修に参加した。 

 

２．教育研究組織の見直しに関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○教育研究組織の編成・見直

しのシステムに関する具

体的方策 

  

・ 教育組織・研究組織の適

切な運営のために，学内コ

ンセンサスの円滑な形成

に留意しつつ学長，理事，

部局長等による運営会議

で，協議・検討する。 

・ 運営会議において，教育研究組

織の運営のあり方について検討

し，基本的な考え方や課題を全学

に提示する。 

 

「法人化の検討結果」に基づき，教育研究組織のあり方につ

いて学長から各学部に構想の提出を求め，提出された各構想

につい常勤役員会で協議の上，将来計画委員会で順次検討を

行った。 

○教育研究組織の見直しの

方向性 

  

・ 学部，研究科，センター

等の組織について，統合の

メリットを生かし，学術研

究の発展，時代や社会の要

請に即応した教育研究組

織とするため，学外者の意

見も参考にしながら，自主

的に定期的な点検評価を

行うとともに，見直しを行

い，柔軟な組織構成のため

の積極的な改革に取り組

む。 

・ 経営協議会が評価委員会及び広

報委員会等と連携して，教育研究

組織のあり方や運営についての課

題や問題点を明らかにする。時代

の要請に応え，学外者の意見を反

映させるために，学外者のニーズ

に関する調査を実施する。 

学長の諮問に基づき，新センターの設置構想について将来

計画委員会で検討を行った結果，高等教育開発センター及び

先端医工学研究センターの設置が決定された。教育研究評議

会及び役員会でセンター規程，センター運営委員会規程が承

認された。 

  医学部に附属医学教育センターを平成１７年４月に設置

することを決定した。 
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・ 新学部構想や大学院の独

立研究科の設置計画につ

いて検討する。 

 

・ 将来計画委員会が運営会議等と

連携して新学部・大学院の理念や

教育研究組織のあり方について検

討する。 

学長の諮問に基づき，将来計画委員会で新大学院の設置構

想を検討した。 

 

３．人事の適正化に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○人事評価システムの整

備・活用に関する具体的方策 

  

・ 教員については合理的な

教員評価システムを，また

事務職員等においては適

切な人事考課制度を整備

し，段階的に実施する。 

 

・ 評価委員会で評価システムのた

めの適切な評価のあり方について

現状の見直しを行い，問題点と課

題を明らかにする。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ

（案），調査票（案），記入要領（案）を学部教授会に提示し，

学部教授会の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価

項目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大

学教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始

した。大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて

検討した。 

・ 評価結果の具体的な活用

方法について検討する。 

 

・ 経営協議会が評価委員会と連携

して，評価結果の活用について，

その目的や，評価の客観性，公平

性，透明性の確保に留意しつつ，

適切な活用方法について検討す

る。 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ

（案），調査票（案），記入要領（案）を学部教授会に提示し，

学部教授会の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価

項目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大

学教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始

した。大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて

検討した。 

・ 教育研究，その他特に顕

著な業績を上げた教職員

については，顕彰制度を設

け，表彰する。 

・ 担当理事のもとに検討のための

専門委員会を設け，顕彰制度の必

要性等について検討する。 

人事制度等検討委員会で検討を開始し，他大学における顕

彰制度に関する状況調査を行った。 

○柔軟で多様な人事制度の

構築に関する具体的方策 

  

・ 大学運営上重点的な分野

及び戦略的に取り組む分

野に対応できる人事シス

テムの構築を図る。 

 

担当理事のもとに人事システム

を検討する専門委員会を設置し，

採用基準や選考プロセスの透明性

及び説明責任等に留意しつつ，重

点的分野や戦略的分野と適合する

人員配置が可能な人事システムを

検討する。 

人事制度等検討委員会で検討課題として確認し，他大学の

先行例について学長裁量経費を獲得してヒアリング調査を行

い，報告書を作成した。 

・ 柔軟で多様な人事制度

(勤務体制，服務体制など)

に対応するため，人事問題

について検討する専門委

員会を設置する。 

・担当理事のもとに専門委員会を設

置し，全学的な人事制度の実態を

分析・把握する。 

  法人化に伴い，教員については裁量労働制を導入し，勤務

体制等の緩和を図った。人事制度等検討委員会で人事制度の

実態について検討を開始した。 
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・ 担当理事のもとに専門委員会を

設置し，関係部署と連携して兼業

の実態を把握する。 

人事制度等検討委員会で兼業の実態調査のまとめを行っ

た。 

・ 教員の兼業を支援するた

め，多様な勤務体制の導入

を検討する。その場合，透

明性を確保するため，自己

規律の保持と情報開示を

視野に入れた服務基準を

定める。 

・ 専門委員会で支援の条件につい

て検討を開始する。 

裁量労働制度を導入した。人事制度等検討委員会で支援の

条件について引き続き検討する。 

 

・ 事務組織について，管理

部門と業務部門の適切な

均衡を図る。 

 

法人の運営に対応した事務組織

の再編について検討する専門委員

会を担当理事のもとに設置し，特

に管理部門と学生支援関係部門の

適正な人員配置，教務関係業務の

一元化の観点から見直しを行い，

改善策を検討する。 

事務組織の 5 部制への再編について役員会で決定し，平成

１７年４月１日から移行した。 

・ 事務職員等の人事は，定

期的な異動だけではなく，

専門性や適性を重視した

人事制度を構築する。 

・ 担当理事のもとで，事務職員等

の個々人の適性及び希望を把握す

るための調査を取り入れた人事シ

ステムについて検討する。 

事務職員から人事異動についての意向調書を提出させた。

○任期制・公募制の導入など

教員の流動性向上に関す

る具体的方策 

  

・ 任期制の導入を検討し，

実践的経験や識見をもつ

学外者等，国内外の優秀な

人材の積極的登用を推進

する。現在，実施している

公募制については，一層の

充実を図る。 

・ 担当理事のもとに人事システム

を検討する専門委員会を設置し，

全学的に教育・研究上の必要性と

人事交流の活性化を勘案して任期

制の導入及び公募制の充実等につ

いて検討を行う。 

教育研究評議会の下に原案作成のための検討部会を設置し

て，教員選考の基本方針を作成した。 

・ 時代に即応した教員選考

基準を定め，選考において

は研究業績だけでなく，教

育・社会貢献・大学運営等

の業績を含めた総合的な

審査を行う。 

担当理事のもとに人事システム

を検討する専門委員会を設置し，

現行の教員選考基準見直しについ

て検討する。 

 

教育研究評議会の下に原案作成のための検討部会を設置し

て，教員選考の基本方針を作成した。 

○外国人・女性等の教員採用

の促進に関する具体的方策 

  

・ 外国人，女性，障害者，

他大学出身者等を，業績や

能力に基づき教員として

積極的に任用し，その状況

を定期的に公表する。 

 

担当理事のもとに人事システム

を検討する専門委員会を設置し，

特に以下の観点から教員選考の実

状を調査する。 

ａ公募を基本とし男女雇用機会均等

法の趣旨に沿った，多様で優秀な

人材の確保 

ｂ一般教員として採用する外国人教

員の担当授業科目の見直し 

ｃ障害者の雇用の促進等に関する法

律の趣旨に沿った職場環境の整備

教育研究評議会の下に原案作成のための検討部会を設置し

て，教員選考の基本方針を作成した。 
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広報委員会等で自己点検報告書

及び公式ＨＰに女性教員比率や人

員構成等を掲載するための準備を

進める。 

自己点検報告書の準備を進め，公式HPに掲載するための準

備を進めた。 

○事務職員等の採用・養成・

人事交流に関する具体的

方策 

  

・ 担当理事のもとに，事務職員等

に関わる人事制度を検討する専門

委員会を設置する。 

  運営組織等検討委員会で人事委員会（仮称）の設置案を作
成し，所要の会議に付議した。 

・ 特定の専門的知識，実務経

験・資格等が求められる分野

（法人経営，国際交流，産学

連携，知的財産等）について

は，経験や資格を有する民間

人の選考採用が可能となる

ような制度を導入する。 

・ 専門委員会で，事務職員等に関

わる人事について，必要な分野や

選考方法，待遇面での措置等を検

討し，必要な規則等を整備する。

体制，規則の整備のために，人事委員会（仮称）の設置に

むけて検討を開始するとともに，人事課を設置することとし

た。 

資格等については，各課等に照会し調査した。 

・ 事務職員等の専門性向上

のため，自己啓発への積極

的な取り組みや業務遂行

に有用な民間研修等への

積極的な参加を推進する。 

・ 担当理事のもとで，本学独自の

研修体系を構築するとともに，民

間研修等の必要性を費用対効果の

観点も考慮しつつ検討し，実施す

る。 

体制，規則の整備のために，人事委員会（仮称）の設置に
むけて検討を開始するとともに，人事課を設置することとし
た。 

事務系幹部職員の人事交流につ

いては，担当理事のもとで，国立

大学協会の方針に基づき協議す

る。 

  事務系幹部職員の人事交流については検討を終え，実施し
ている。 
 

・ 幅広い経験や見識のある

人材を養成するため，九州

地区の国立大学法人等と

連携して人事交流を推進

する。 

 

担当理事のもとで，九州地区ブ

ロックの方針に基づき，採用試験

や人事交流等の運用を開始する。

九州地区において合同採用試験及び大学間の人事交流を実

施している。 

・ 法人化後の九州地区ブロックの

大学内での研修制度の整備に伴

い，本学からも参加する。担当理

事のもとで，若手職員を重視した

制度や環境の整備を図る。 

  九州ブロック及び国大協の実施する研修に積極的に参加
した。 

・ 担当理事のもとで，事務組織で

必要とされる資格等に関し検討す

る。 

資格等について各課等に照会し調査した。 

・ 担当理事のもとで，研修制度の

整備・実施状況を踏まえつつ，研

修で対応できない能力開発や資格

取得に対し本学として可能な支援

策を検討する。 

調査結果を踏まえ，支援策を検討した。 

・ 担当理事のもとで，事務職員採

用時の資格等の取り扱い方につい

て検討を行う。 

総務課で，資格等の取扱いについて検討を開始した。 

・ 事務職員等の資質向上の

ため，九州地区の大学等と

連携して，各種の研修を実

施するとともに，業務に関

連する資格（外国語，会計

簿記，情報処理など）の取

得を推奨し，必要な支援を

行う。 

 

・ 担当理事のもとで，必要な規則

等を整備し，可能な事項から順次，

試行的運用を開始する。 

  資格等の調査結果を踏まえ，衛生管理者等の資格取得を支
援した 
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○中長期的な観点に立った

適切な人員（人件費）管理

に関する具体的方策 

  

・ 担当理事のもとで，従来通りの

「定員管理」方式を準用した予算

管理を継続する。 

従来通りの「定員管理」方式を準用した予算管理を継続し

た。 

・ 担当理事のもとで，今後予想さ

れる運営交付金削減への対応，新

規の教育研究事業や組織の整備等

への全学的対応の必要に鑑み，学

内資源の有効活用の観点から人員

配置を行う。 

人事制度等検討委員会で学長裁量定員，効率化係数と定期

昇給に係る人員削減案を策定し，所要の会議に付議した。 

・ 全学的な視点から，全体

の教職員に係る人件費管

理を一体的に行い，適正か

つ効率的な人事管理を推

進する。 

 

・ 平成１７年度以降の退職に伴う

欠員分については，担当理事のも

とで各部局の教育・研究上の必要

性を考慮して運用を検討する。 

人事制度等検討委員会で，退職者の不補充と関連した学長

裁量定員，効率化係数と定期昇給に係る人員削減案を策定し，

所要の会議に付議した。 

・ 外部資金の導入を促進

し，これを基に多様な人材

の確保を目指す。 

・ 担当理事のもとに人事問題に関

する専門委員会を設置し，検討を

開始する。 

人事制度等検討委員会で他大学の状況について調査し，検
討を開始した。 

○給与基準の策定   

・ 教職員の給与に本人の業

績が適切に反映されるシ

ステムを検討する。 

 

担当理事のもとで，現状の職員

給与規程の見直しを行い，業績や

成果を反映させる給与体系の検討

を開始する。また，事務職員等の

本来業務と外部委託すべき業務や

臨時職員の業務を検討する。 

事務改善委員会において外部委託すべき業務を検討し，一
部業務について次年度から実施することとした。 

○行動規範の策定   

・ 教職員が守るべきガイド

ラインを定め，学内外に周

知・公表する。 

 

・ 担当理事のもとで，職員の倫理

及び兼業について，本学が独自に

実施するガイドラインを策定し，

これを学内外に周知・公表する。

倫理規程及び兼業規程を整備し，周知・公表した。 

 

４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○事務組織の機能・編成の見

直しに関する具体的方策 

  

・ 学生の利便性向上のた

め，学生サービス関係業務

（就職支援等）に続き，教

務関係業務も可能な限り

集中・一元化し，機能的な

学生支援体制を構築する。 

 

教務委員会が学生支援部と連携

して，３年次生以上の学生が，Ｗ

ｅｂから履修登録を行う方法等に

ついて検討を行う。成績結果の確

認や履修単位数の照会に関しても

Ｗｅｂで行えるよう検討を開始す

る。 

 検討の結果，Ｗｅｂによる学生の履修登録，成績結果の

確認や履修単位数の照会には，なお端末整備と支援体制の

整備，およびシステム・セキュリティ上検討の余地がある

ことが明らかになった。 

  解決策等については引き続き検討することとした。 
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・ 多様化する入試に対応す

るために，専任教員の配置

を含めたオフィスを開設

し，アドミッション・ポリ

シーに沿った AO 入試の導

入について検討する。 

 

・ アドミッション・オフィスの開

設について入学者選抜方法研究委

員会を中心に高校側の意見も聴取

しつつ検討を開始する。 

「大分大学と大分県内の高等学校との連携会議」において，

ＡＯ入試を導入する際の問題点について意見交換を行った。

また，県内高校の進路指導担当教諭を対象とした「大分大学

入学試験説明会」において，ＡＯ入試を導入する際の問題点

について意見提出（アンケート調査）の依頼を行った。この

アンケート調査の意見を基に，各学部で検討した結果，ＡＯ

入試を導入することとした学部があった。 

アドミッション・オフィスの開設については，引き続

き検討することとした。 

・ 経営協議会及び運営会議等の検

討に基づき，事務系幹部職員の委

員会メンバーとしての協力関係を

更に強化する。  

運営組織等検討委員会で，一体的運営を考慮した運営組織
の大枠（案）を作成し，各学部等の意見聴取を行った。 
 
 

・ 事務組織と教学組織の協

力関係を強め，大学運営の

支援体制を再構築する。 

 

・ 管理部門の事務職員等は，大学

管理の専門家として高いレベルの

企画力が求められることから，そ

のための外部研修受講について，

担当理事のもとで検討を行う。 

  事務職員研修については，１１月九州地区全大学で構成さ
れる人事交流推進協議会で情報交換とその必要性を確認し，
検討した。 

○複数大学による共同業務

処理に関する具体的方策 

  

・ 担当理事のもとで，九州地区国

立大学法人等職員採用試験によ

り，採用を開始する。 

九州地区国立大学法人等職員採用試験により，事務職員を

採用した。 

・ 事務職員等の採用試験及び

資質向上のための研修を他

大学と共同で実施する。 

 ・ 担当理事のもとで，従来から実

施している係長研修，技術専門職

員研修については継続して実施

し，事務職員民間研修については，

費用や効果なども考慮に入れ検討

する。 

  九州地区国立大学法人等係長研修及び同技術職員研修に参

加した。 

・ 共済事務，雇用保険事務な

どの共通化を検討し，経費削

減を図る。 

 

・ 担当理事のもとで，事務コスト

の削減につながるものから業務の

共通化を開始する。 

  財務課で九州地区内の他大学に対して，共通的な事務に係

る共同処理の可能性についてのアンケート結果を基に，事務

コスト削減の観点から，可能性について検討したが，各大学

間の連絡調整等にかなりの時間を要するため，実施に向け解

決すべき問題点を整理し，翌年度へ向け再検討することとし

た。 

○業務のアウトソーシング

等に関する具体的方策 

  

・ 大学の適切な運営を図る

ため，総務部と財務部を中

心として各種業務につい

て見直し，費用対効果とサ

ービスの向上の観点から

外部委託の具体化を検討

する。 

担当理事のもとで，事務職員等

の行うべき業務，外部業者に委託

した方が効率的に行える業務，臨

時職員による業務などについて，

業務内容を分析し，コア業務以外

のものについては，費用対効果の

観点から見直しを図る。 

事務改善委員会で，事務情報業務のパソコンサポート業務，
図書の配架，整理，受付業務等のアウトソーシングできる業
務について，年度計画を作成し，検討した。 

 



 62

Ⅲ．財務内容の改善 

１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○科学研究費補助金，受託研

究，奨学寄附金等外部研究

資金増加に関する具体的

方策 

  

・ 大分大学研究推進委員会を中心

に，外部資金の重要性に関する意

識の啓発に資する方法を検討す

る。 

研究推進専門委員会は，学術協力課と協力し，平成１４年度

～平成１５年度の大分大学における意識の啓発に関する取り

組みの整理を行った。これら資料をもとに，社会連携担当理事，

研究担当理事を中心に，平成１７年度の取り組みの計画を立て

た。 

・ 科学研究費補助金を含む各種助

成金情報を学内に周知させるとと

もに，助成金申請をサポートする

体制を整備し，大分大学研究推進

委員会が教員評価委員会と連携し

ながら，申請率の点検などを行い，

科学研究費補助金申請教員へのイ

ンセンティブを検討する。 

科学研究費補助金等の外部資金の申請・採択状況を検討し，

基礎的データの作成，検討を行った。 

各種助成金情報の学内への通知方法として，イントラネット

の活用を行った。助成金申請をサポートする体制の整備として

係の充実を図ることとした。 

 

・ 科学研究費補助金につい

ては，申請率の 100％を目
指し，受託研究及び奨学寄

附金等の外部研究資金の

積極的な獲得を目指す。 

・ 地域共同研究センター，研究コ

ーディネータを中心に，学内シー

ズと企業ニーズ等とのマッチング

体制の強化，地方公共団体との連

携のあり方，共同研究等の受入れ

審査の簡略化等について検討し，

具体策を策定する。 

他大学から特別講師を招き，各大学の法人化後の取り組み状

況の説明を受け，本学の問題点を整理し，担当理事等と共同研

究の受入審査の簡略化策を協議した。 

また，工学部を除く３学部での受入審査に時間を要する現状

から受入審査の迅速的処理について働きかけることとした。

  なお，共同研究等の契約締結に係る迅速な事務処理について

も工夫改善を図ることとした。 

・ 大分大学研究推進委員会が広報

委員会等と連携して，共同研究等

につながる研究シーズの管理・広

報体制を整備する。 

研究シーズの管理・広報体制を整備は，地域共同研究センタ

ーが基本フォーマットを作成し各学部で印刷・発行することに

なっおり，センターの活動の進捗状況を見ながら研究推進委員

会では，取り組みを実施することとした。 

・ 大分大学研究推進委員会が広報

委員会等と連携して，講習会等を

通して，研究シーズのデータベー

ス化や公表の意義を全学へ認知さ

せる。 

地域共同研究センター運営委員会でシーズ集の基本フォー

マット作成し，シーズ集は学部毎に印刷・発行せず全学でシー

ズ集を作成することとした。  

・ 大分大学研究推進委員会が広報

委員会等と連携して，外部資金に

関する，本学独自のデータベース

構築の準備を行う。 

教員の外部資金獲得状況に関するデータの収集を開始した。

・ 外部研究資金を確保する

ために，研究シーズ等のデ

ータベースを充実させ，学

外への研究成果の積極的

な公表を図る。 

 

・ 大分大学研究推進委員会が教員

評価委員会と連携しながら，研究

シーズ提供教員へのインセンティ

ブの与え方を検討する。 

研究推進委員会で研究シーズ提供教員へのインセンティブ

の与え方について検討した。 
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・ 大分大学研究推進委員会が施設

整備委員会と連携して，大学の保

有する機器の調査を行い，一元管

理するための体制を整える。 

研究推進専門委員会において，一元管理のための課題等の整

理を行った。 

施設整備委員会と連携し，保有する機器の調査を実施した。

・ 大分大学研究推進委員会が施設

整備委員会と連携して，学内で試

験研究などに使用可能な機器の調

査を実施する。 

研究推進専門委員会において，試験研究の課題等の整理を行

った。 

施設整備委員会と連携し，保有する機器の調査を実施した。

・ 大分大学研究推進委員会が施設

整備委員会及び広報委員会と連携

して，大学内の機器を活用した試

験，調査などの広報を積極的に行

い，委託研究増加の具体策を検討

する。 

研究推進専門委員会及び施設整備委員会において，大学の保

有する機器の調査結果を大学ホームページで公表し，今後，受

託研究増加の具体策を順次実施して行くこととした。 

 

○収入を伴う事業の実施に

関する具体的方策 

  

・ 大学の役割とニーズに即

した適切な検定料・入学

料･授業料を設定し，自己

収入の確保に努める。 

 

・ 担当理事を中心に，入試委員会

及び学生生活支援委員会等と連携

して，検定料，入学料，授業料を

検討する組織を立ち上げ，本年度

の受験者数と入学者数を考慮しな

がら，自己収入の増加につながる，

検定料・入学料・授業料を設定す

る方針を決める。 

平成１７年度の受験者と入学者数を予想した学生在籍状況

及び大分市，全国の消費者物価指数の動向を考慮のうえ，九州

地区他大学の料金設定の把握を行い，役員会において，１７年

度授業料は標準額どおりとする方針を決定した。 

   

・ 附属病院で，病棟を臓器別・機

能別に再編成し，入院患者数を向

上させる。 

病棟を臓器別・機能別に再編成し，入院患者数の増加を図っ

た。 

・ 附属病院で，日本医療機能評価

機構の病院機能評価の認証取得を

目指す。 

病院を対象とした第三者評価を実施する（財）日本医療機能

評価機構の認定証を取得した。（国立大学４２病院中２５病院

が認定証を受けている。） 

認定が算定要件である「緩和ケア診療加算」の算定による増

収が図られることとなった。 

・ 附属病院収入について

は，附属病院の新しい医療

領域・技術を開拓するとと

もに経営改善を推進し，健

全経営による増収を図る。 

 

・ 附属病院で，患者紹介率の向上

を図る。 

患者紹介率の向上を図り，上位の紹介患者加算３の算定を開

始した。 

・ 生涯学習教育研究センターを中

心に，公開講座，技術研修，出前

講義，学内施設の開放など，本学

が実施する地域への生涯教育サー

ビスを一元的に管理する仕組みを

検討する。 

  生涯学習教育研究センターが，生涯教育サービスの管理

に関して具体的，個別的に把握する資料・データを収集な

どの現状調査を行った。 

  一元的管理の可能性，妥当性等については引き続き検討

することとした。 

 

・ 地域社会のニーズに即し

た公開講座・公開授業を充

実することや学内施設の

開放を進め，受講料や施設

使用料の増加を図る。 

 

・ 生涯学習教育研究センターを中

心に，開放施設について，貸与条

件の見直し，貸出し手続きの簡略

化，利用者の利便性等を検討する。

  生涯学習教育研究センターが，開放施設の貸出し条件，

貸出し手続き等に関しての現状調査を行った。 

  貸出し条件の見直しの視点，手続きの簡略化の方法，利

便性確保等については引き続き検討することとした。 
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・ 役員会等の議を経て大分大学知

的財産本部を設置し，知的財産マ

ネージャーの採用を検討するとと

もに，大学の知的財産計画を策定

し，特許以外の知的所有権の扱い

についても検討する。 

受入体制の整備が遅れたため，地域共同研究センターの専任

教員が知的財産マネージャーの業務を兼務し，知的財産計画の

策定の検討を行った。 

 

・ 知的財産権を，基本的に

は大学に帰属させ，その実

施許諾料による収入増加

を目指す。 

 

・ 大分大学知的財産本部を中心に，

発明実績増加の支援体制を確立す

るとともに，講習会，教員へのイ

ンセンティブなど発明実績増加に

つながる方策を検討する。 

発明実績増加の方策として，大学院生及び教職員を対象に工

学研究科と知的財産本部と共催して，知的財産特論講座を１０

回実施した。（通算実施回数１３回） 

 

・ 卒業生への各種証明書等

の有料化，再試験受験料の

有料化等を検討する。 

 

・ 担当理事が入学試験実施委員会

等と連携して，卒業生に対する各

種証明書の発行手数料，大学院の

過去の入試問題のコピーサービス

の手数料，再試験受験料等を検討

する。 

各種証明書の有料化を検討したが，他大学の状況を含めて引

続き検討することとした。 

 

２．経費の抑制に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○管理的経費の抑制に関す

る具体的方策 

  

担当理事を中心に，各種経費の

削減を実施するため，民間の創意

工夫を参考にしながら，人件費や

固定経費の抑制を図り，部局ごと

に使用実績等を基に使用目標値を

示し，目標達成度や努力及び実績

に応じて，インセンティブ（負の

インセンティブを含む）が働く共

通経費予算配分方式を検討し，導

入する。 

取引金融機関に依る「民間企業における経費削減等につい

て」の取組，また，地方公共団体の「行財政改革プラン等」の

取組を参考にして，削減対象経費の策定を行った。また，光熱

水費等について平成１５年度各部局等使用実績を基に平成

１６年度使用目標値を設定した。 

平成１７年度予算配分方法は各部局における削減努力に応

じて予算の増額或いは減額して配分する方式を導入した。 

 

 

担当理事を中心に，各部局で発

生する管理経費の集約，事務処理

の簡素化，標準化，電算化，外部

委託等を推進し，人件費の増加を

防ぐ。 

全学共通経費・人件費を一元管理し人件費の抑制を図った。

 

担当理事を中心に，一般的消耗

品の品種の限定，全学一元的大量

購入，学内ストックの充実を図る。

コピー用紙，事務用品，蛍光灯，トイレットペーパー等の使

用頻度の高い一般的消耗品の品種の限定，一括契約，複数年契

約の導入による経費削減，契約事務の簡素化・効率化を図った。

・ 財務会計システム等の活

用，業務見直し等により，効

率的かつ合理的な事務運営

を推進する。 

 

担当理事を中心に，学内外の連

携による通信費・交通費の節約を

行う。 

 

学内電話の利用形態に対し，最適かつ安価な通信会社との契

約，メール便サービスに着手し，経費を削減した。 

また，テレビ会議システムを活用し，キャンパス間の移動に

伴う交通費を削減した。 
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・ 担当理事を中心に，各種支払や

印刷・コピー費の縮減など，その

他の経費節減にも努める。 

複写機・プリンタの設置台数の見直しを行い両面コピー，ミ

スプリントの裏面利用，学内ホームページの掲示板を活用した

文書のペーパーレス化等の経費削減を図った。 

附属病院において，Ｘ線部門のデジタル化整備を行い，シネ

フィルムをデジタル化することにより，Ｘ線フィルム経費の節

減や後発医薬品の採用促進を進め，購入費の削減を図った。

・ 業務に支障のない範囲内

で一斉退庁制度などによ

る節電，節水及びゴミの抑

制に努め，毎年度目標を定

めて，計画的に削減する。 

 

担当理事を中心に，光熱水費に

関しては，実績に基づく抑制目標

を定め，定期的に使用した電気，

ガス，水の量を公表し節約意識を

高める。目標達成度や努力の程度

に応じて，インセンティブ（負の

インセンティブを含む）が働く共

通経費（光熱水費）予算配分方式

を導入する。同時に，一斉閉庁，

空き教室の消灯，等の省エネにつ

ながる指導を行う。また，ゴミの

抑制に関しては，配布文書の精選

及び電子メール利用によるペーパ

ーレス化，両面コピーの徹底によ

るゴミの抑制，廃品の分別収集に

努める。 

定期的に光熱水費の実績額を諸会議等で公表し，節減意識を

高めた。 

使用実績を基に，平成１７年度予算配分方法は各部局におけ

る削減努力に応じて予算の増額或いは減額して配分する方式

を導入した。 

平成１６年４月から電力自由化拡大に伴い，九州電力（継続

契約）と複数の特定規模電気事業者の見積りによる比較検討を

行い全学の電力契約方法の見直しを行った。 

また，井水利用計画の検討を行うとともに，附属病院の経費

の削減を図るため，節水システム（節水コマ）の導入により，

上下水道料の節減を図った。 

電子メールによるペーパーレス化を図りゴミの抑制に努め

た。 

 

３．資産の運用管理の改善に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○資産の効率的・効果的運用

を図るための具体的方策 

  

経営協議会が施設整備委員会と

連携して，施設に関する事務体制

を中長期的な展望に立った施設マ

ネジメントを行う体制へ組み替え

る検討を行い，防災・危機管理の

効率的実施と機能性の確保を目指

したプリメンテナンス計画の検討

を始めると同時に，省エネ，ラン

ニングコスト削減を目指したライ

フサイクル・コスト計画を立て，

既存設備・機器等の更新計画の検

討を始める。 

施設マネジメント（施設管理，評価，次期計画への反映，施

設計画，施設整備のサイクル）を行う体制を整えるため施設マ

ネジメント担当係を設置した。 

既存の設備・機器等のプリメンテナンス計画の策定に着手し

た。 

ライフサイクル・コストを考慮した更新計画を策定するた

め，主要キャンパスである旦野原・挾間・王子新町の各団地の

ライフラインに関する設備機器等の実態を調査した。   

・ 点検評価に基づいた土地・

施設・設備等の有効利用・

維持管理及び保全に努め，

有機的に活用する方策を

確立するため，経営協議会

等で施設マネジメントシ

ステムを構築し，効率的運

用を図る。 

 

経営協議会が施設整備委員会と

連携して，全学的な施設の整備・

利用状況に関する点検再調査を行

う。 

既存施設の使用実態アンケート調査及び各室の巡回点検調

査を実施した。 

・ 土地・施設・設備等を効

率的・効果的に活用するた

めに必要な財源の確保と 

・ 施設整備委員会を中心に，施設

維持に必要な財源確保のための資

産運用計画を検討する。 

施設維持に必要な財源確保のための検討としてＰＦＩ事業や未

利用財産の有料貸し付け及び宿舎の貸与基準の見直し等の検討

を行った。 
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適切な予算配分を行い，コ

スト削減に努める。 

・ 担当理事を中心に以下の点を検

討する。 

ａ 貸与条件の緩和等による職員宿

舎の効率的運用・増収策 

ｂ 旦野原キャンパスにおける駐車

場の有料化 

ｃ 学内施設・教室の有料貸与につ

いて，使用料の見直し及び積極的

広報，手続きの簡略化による貸与

の推進策 

ａ 職員宿舎の貸与基準の見直しや管理業務委託等の検討を行

った。 

ｂ 旦野原キャンパス交通対策専門委員会が構内の駐車場等に

ついてのアンケート調査を学生を対象に実施した。 

ｃ 学内施設・教室の有料貸与について，他の国立大学法人や利

用者へのアンケート調査等により使用料の見直し及び積極的

広報，手続きの簡略化における，貸与の推進策の検討を行った。

・ 担当理事のもとで，大分大学知

的財産本部を設置し，知的財産マ

ネージャーの登用について検討す

る。 

知的財産本部を設置し，知的財産マネージャーの要件につい

て検討を行ったが，適任者がいなかったため人員配置には至ら

なかったので，地域共同研究センターの専任教員が兼務した。

 

・ 担当理事のもとで，本学の知的

財産政策を策定する。 

地財本部と大分ＴＬＯとの技術移転に係る連携業務の体制

整備等を行うと伴に，本学の知的財産政策（知的財産管理活用

等）についての検討を行った。 

・ 本学所有の知的財産権の

積極的な活用方法を構築

する。 

 

・ 担当理事を中心に，生涯学習教

育研究センター及び教務委員会等

と連携して，公開講座や一般の講

義で使用される教材・資料の有料

化等について検討する。 

生涯学習教育研究センターの方針及び他大学の状況等を調

査し，検討結果のまとめを行った 

本年度に本学生涯学習教育研究センターの方針，また他大学

の実情を調査した。講座料や講義料を徴収している場合教材・

資料費はそこに含まれるとするのが，本学生涯学習センターも

含め，大部分の大学の考え方であり，現時点では，有料化は困

難との結論に達した 

・ 担当理事のもとで，定期性預金

による投資を担当する部署を確定

する。 

財務部事務組織再編に伴い資金・経理課を設置し，定期性

預金による投資を一元的に担当することとした。 

・ 担当理事のもとで，余裕資金管

理については，定期性預金による

投資を検討する。 

「資金管理方針に基づく資金の管理運用について」（学長裁

定）を策定した。 

・ 運営費交付金，自己収入

及び外部研究資金等につ

いて，安全な運用管理を行

う。 

 

・ 担当理事のもとで，取引銀行の

健全性を監視する判断基準を策定

する。 

「取引銀行の健全性を監視する判断基準」（学長裁定）を策定

した。 

・ 担当理事が中心となり，資産状

況を管理する方策を検討する。 

資産状況を管理する方策として資産管理システムを導入し，

資産管理に関する情報を登録した。 

・ 担当理事のもとで，資産状況の

調査を行い，その結果に沿った財

務計画を策定する。 

全学の土地・建物・工作物等の資産状況について調査を行っ

た。また，ＰＦＩによる全面的改修計画や，民間テナントへの

貸付等の検討を行うとともに，宿舎駐車場の整備による収入確

保について，具体的な計画を策定した。 

・ 教育研究活動を安定して遂

行できる財務基盤を確保・維

持するためのシステムを構

築する。 

 

・ 監事及び監査室が，本学の財務

諸表等に係る監査を適切に実施す

る。 

監事は監査計画書を作成し，定期検査及び臨時検査を実施

した。指導事項については，改善に取り組んでいる。 

また，１１月８日に監査室を設置し，監査年度計画書及び監

査実施計画書を作成し，内部実地監査を実施した。 
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Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供 

１．評価の充実に関する実施状況 
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○自己点検・評価の改善に関

する具体的方策 

  

・ 自己点検・評価及び外部

評価等に係る全学的な評

価委員会を設置し，毎年

度，年度計画に係る自己点

検評価を実施するととも

に，改善事項と改善方策を

検討してこれを的確にフ

ィードバックするシステ

ムも整備する。 

評価委員会で大分大学点検評価

規程の見直しを行い，全学的な点

検評価の指針と規則の整備を行う

とともに，必要な各評価システム

及び評価の実施結果のフィードバ

ックシステムと実施組織も整備す

る。 

 

評価委員会で，自己評価や外部評価に効率的に対応するた

め，規程及び組織の見直しを行い，評価実施手順や評価結果の

フィードバック方法等を定めた評価実施要項を制定した。 

○評価結果を大学運営の改

善に活用するための具体

的方策 

  

・ 評価委員会で評価結果を

全学構成員及び学外へ公

表するシステムを整備し，

大学運営の改善と改革の

遂行に活用する。 

 

評価委員会の下に各種評価に対

応した専門委員会を立ち上げ，広

報委員会と連携して現状把握と問

題点の検討を踏まえて全学統一的

な各種評価の公表システムを構築

し，次年度以降の実施に備える。

 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて引き続

き検討した。 

評価委員会で評価結果の公表について定めた評価実施要項

を制定した。  

・ 本学の評価体制と評価の

実施状況を学内外に公表

し，次期の中期目標・計画

の策定，教育研究活動，業

務運営の改善に反映する

フィードバックシステム

を構築する。 

・ 評価委員会で，本学の評価体制

に関する学内外の意見集約と改善

策へのフィードバックの方法と実

施組織について検討を行い，具体

案を策定して，次年度以降の実施

に備える。 

  評価委員会で，評価体制に関する学内外からの意見聴取や改

善策への活用について定めた実施要項を制定した。 

 

・ 評価結果については，経

営協議会等で資源配分の

算定に活用することを検

討する。 

 

経営協議会の下に評価結果の活

用を検討する委員会を設置し，本

学における資源配分に関わる各組

織の役割分担を明確にしたうえ

で，教員評価の評価結果に連動す

る資源配分の方法について検討を

行い，具体案を策定する。 

 

教員評価専門部会が大学教員の業績に係る評価データ(案)，

調査票(案)，記入要領(案)を学部教授会に提示し，学部教授会

の意見を参考に評価データ（案）を作成した。 

職員評価専門委員会で審議し了承された評価データ・評価項

目が所要の手続きを経て了承された。 

  大学教員の業績に係る評価項目，評価データが確定し，大学

教員の業績に係る平成１５年度分評価データの収集を開始し

た。 

  大学教員以外の職員の評価項目・評価データについて検討し

た。 
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２．情報公開等の推進に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○大学情報の積極的な公

開・提供及び広報に関する

具体的方策 

  

広報委員会を中心に，大学の基

本的組織や行事，図書の情報，各

学部における研究者の課題や成

果，教育，診療，地域連携，就職

状況等の活動状況の実態を調査

し，全学的な統一基準，構想計画

書を作成する。 

広報委員会で，「広報に関わる印刷物の全学的な基本的考え
方，統一基準」を作成した。17年度初めに教授会意見聴取のう
え，教育研究評議会で審議することとなった。 

・ 広報委員会を中心に，英語版と

して作成する情報の基準を検討す

る。 

英語版として作成する印刷物の基本的な基準を作成した。

広報委員会を中心に，国立情報

学研究所（ＮＩＩ）との連携，交

流促進に対応した学術情報基盤と

なるように整備する。 

広報委員会で，広報委員会の基本方針をまとめ，研究論文，
学術書出版情報等の情報については，各学部で研究活動記録等
が発行されていることを確認した。 

広報委員会を中心に，全学及び

各研究室・講座における教育，研

究，診療，就職，地域連携活動等

の活動状況に関する公式ＨＰによ

る広報の実態を調査し，全学的な

統一基準，構想計画書を作成する。

HP専門委員会でホームページの全学的な構想計画・統一基準
を検討している。 

広報委員会を中心に，国内外の

有用な学術情報資源との連携，相

互利用できる環境を整備し，ＮＩ

Ｉ学術コンテンツ・ポータル

“GeNii”との連携，交流促進でき

るように学術情報基盤を整備す

る。 

国内外の利用可能で有用な学術情報資源の調査を行うとと
もに，GeNii へのデータ提供環境の整備を行い，大分大学学術
コンテンツ・ポータルサイトを構築しGeNiiと連携する可能性
について検討した。 
 

広報委員会を中心に，大分大学

の情報公開を，協力関係機関の情

報公開とも連携して，積極的に促

進する。 

広報委員会で広報委員会の基本方針をまとめ，「大分大学イ

ンフォメーション」コーナーを大分市情報センター「ネットピ

アッツァ」，大分銀行，豊和銀行の本店，支店，附属病院ロビ

ー，ＪＲ大分大学前駅に開設した。 

・ 広報委員会を中心に本学の

組織や財務，行事，図書，教

育，研究活動を，印刷物，公

式ホームページ，広報センタ

ーで公開，提供し，国内外と

の学術情報の連携，交流を促

進する。 

 

広報センター管理運営委員会の

下に専門部会を設け，広報センタ

ーの利用度，活用方策，有用性に

ついて再評価を行い，そのあり方

を再検討する。 

広報センター管理運営委員会のもとに設置した「広報センタ

ー在り方検討専門部会」において利用頻度，利用方法等につい

て検討した結果，費用対効果などの要因により，同センターを

閉鎖することとした。それに替わるものとして，大学公式ホー

ムページによる情報提供を更に充実させ，「大分大学インフォ

メーションコーナー」を交通の利便性が良い市内中心部の大分

銀行，豊和銀行，大分市情報センター「ネットピアッツァ」に

開設した。 
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・ 広報委員会が評価委員会と連携

して，教育研究者の情報，研究，

課題，成果，学会活動等の評価方

法，公開情報データの範囲，基準

を確認し，印刷物や公式ＨＰで公

表する。人権や倫理，特許，論文

の優先性，impact factor などの

観点からも評価，検討する。 

評価委員会で，教員の業績に係る評価項目及び評価データを

策定し，データの収集を行った。 

・ 大学情報については，広報

委員会は評価体制を改善す

る委員会と連携し，外部有識

者の意見も取り入れ，公開シ

ステムの見直しを行う。 

 

広報委員会が評価委員会と連携

して，概要，季刊広報誌を大分県

下の関係する機関，大学，学校，

病院，会社等に配布して外部有識

者の意見を聴取し，評価体制の改

善を検討する専門委員会で問題点

や有用性等の検討を行い，改善に

努める。 

広報誌編集専門委員会でアンケートを有効活用する方法に

ついて検討し，広報誌でアンケートに対する対応の記事を掲載

し，フィードバックを図ることとした。 

外部の意見として収集したアンケート結果を１７年度に評

価体制の改善を検討する専門委員会で問題点や有用性等の検

討を行うこととなった。 

 

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項 

１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○施設等の整備に関する具

体的方策 

  

・ 施設整備委員会を中心に，全学

的な教育研究スペースの利用状況

等の点検調査を実施し，施設整備

委員会においてその評価を行い，

結果を学内に公表する。 

全学的な教育研究スペースの利用状況等について，アンケー

ト調査及び現地確認調査を実施した。 

その結果を踏まえ，共用スペースとして利用できる室等の評

価を施設整備委員会で実施し，学内ホームページで公表した。

・ 各分野の教育・研究・診

療等の特性に応じた弾力

的な施設設備の有効活用

及び環境整備の充実を図

るため，施設整備委員会で

全学的な既存施設の点検

再調査を実施し，経営協議

会等で施設マネジメント

システムを構築する。 

・ 施設整備委員会を中心に，全学

的な既存施設の点検調査を実施

し，施設整備委員会において評価

を行い，結果を公表する。 

環境整備の充実を図るため，全学的な既存施設の巡回点検調

査等を行い，施設整備委員会において評価を実施し，学内ホー

ムページで公表した。 

・経営協議会等で大学の施設

等整備の長期構想を策定

し，計画的な施設等整備の

推進に努める。 

・施設整備委員会を中心に，全学的

な既存施設の点検調査を実施し，

施設整備委員会において評価を行

い，結果を公表する。 

施設整備の長期構想の策定に向けた全学的な既存施設の巡回

点検調査等を行い，施設整備委員会において評価を実施し，学

内ホームページで公表した。 

○施設等の機能保全及び維

持管理に関する具体的方策 

  

・ 施設整備委員会で全学的な既存

施設等の巡回点検の計画，内容等

及び全学的な既存施設等の健全度

調査等の計画等を実施する。 

既存施設の床・壁・天井の劣化度及び，電気設備・給排水設

備等の健全度に関する調査を現地での巡回確認や聞き取り調

査を行った。  

・ 施設を長期にわたり活用

するために，施設整備委員

会で具体的なプリメンテ

ナンス計画を立案し，潜在

するリスクに対応する。ま

た，老朽化対策，施設の安

全性，信頼性の確保に努め

る。 

・ 施設整備委員会で，全学的な既

存施設等のプリメンテナンスにつ

いて検討する。 

全学的な既存施設のプリメンテナンスについて検討し，調査

に基づき更新計画を作成した。 
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・ 施設整備委員会で耐震診

断結果に基づく耐震改修

計画を策定し推進する。 

 

施設整備委員会において，耐震

診断結果に基づき，財源も考慮し

た優先度をつけて耐震改修計画を

策定し，同計画を公表する。 

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき未診断建

物の耐震診断を行い，耐震改修計画表を作成し，学内ホームペ

ージで公表した。 

 

・ 施設整備委員会でインフ

ラストラクチャーの点

検・整備充実に努め，安全

で安定的なエネルギー供

給を行う。 

 

・ 施設整備委員会を中心に，エネ

ルギー供給等の状況について，メ

ンテナンス体制を含む状況の実態

を調査し，施設整備委員会におい

てその評価を行い，その結果等を

学内に公表する。 

エネルギー供給等の状況について，主要キャンパスである旦

野原・挾間・王子新町の各団地のエネルギー供給に関する設備

機器等のメンテナンス体制及び設置年度や老朽度についての

実態を調査し，更新計画に基づき施設整備委員会で評価を行い

学内ホームページで公表した。 

 

○大学キャンパスにふさわ

しい環境形成に必要とな

る具体的方策 

  

・  施設整備委員会で学内施

設等の社会的弱者への配

慮と整備状況を点検し，ユ

ニバーサルデザイン等の

ための具体的な整備と推

進に努める。 

・ 施設整備委員会を中心に，地域

住民・学生・教職員の意識も対象

とした社会的弱者等への配慮と既

存施設等の整備状況を点検調査

し，施設整備委員会において評価

を行う。 

既存施設の社会的弱者等への配慮について地域住民・学生・

教職員を対象に整備状況についてアンケート調査を実施し，満

足度等の評価を施設整備委員会で行った。 

・ 施設整備委員会，旦野原

キャンパス交通対策専門

委員会，挾間キャンパス交

通対策専門委員会で学内

の交通形態の見直しを図

り，車両入構規制，駐車場

の有料化等の具体的な計

画を策定し推進する。 

・ 施設整備委員会，旦野原キャン

パス交通対策専門委員会，挾間キ

ャンパス交通対策専門委員会にお

いて，構内の交通形態，駐車場の

状況，駐車場以外の駐車の状況等

の実態調査及び学内外の入構者・

同予定者等の構内の駐車場の有料

化についての意識調査を実施す

る。 

旦野原キャンパス交通対策専門委員会が構内の駐車場につ

いての整備状況及び入構証の発行枚数等の実態調査並びにア

ンケートによる意識調査を学生を対象に実施した。 

・ 施設整備委員会で屋外施

設・屋外緑化環境の具体的

な整備・維持管理計画を策

定し，安全で豊かなキャン

パスづくりの推進に努め

る。 

・ 施設整備委員会を中心に，屋外

施設・屋外緑化環境について地域

社会のニーズ等の実態調査を実施

する。 

 

大学の環境について地域住民・学生・教職員を対象にアンケ

ート調査を実施した。 

 

２．安全管理に関する実施状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 

○労働安全衛生法等を踏ま

えた安全管理・事故防止に

関する具体的方策 
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・ 新たに設置する安全衛生

管理委員会（仮称）で安全

管理・事故防止等に関する

全学的な安全衛生管理体

制の見直しを図り，施設設

備の再点検を行い，改善計

画を策定し，安全性等の強

化を図る。 

 

・ 役員会の議を経て安全衛生管理

委員会を設置し，安全衛生管理規

程，安全衛生管理体制・組織につ

いての周知を行うとともに，安全

衛生管理・事故防止等に関する全

学的な施設設備の再点検を実施

し，緊急度に応じて改善を行う。

また，事業所毎に衛生管理者実務

マニュアルを作成し，安全衛生業

務を円滑に進める。 

安全衛生管理委員会を設置し，安全衛生管理規程，安全衛生
管理体制・組織についてWeb上での周知を行うとともに，安全
衛生管理・事故防止等に関する全学的な施設設備の再点検を実
施した。衛生管理者マニュアル（案）を作成した。 

・ 毒物・劇物，化学物質そ

の他危険物等については，

安全衛生管理委員会（仮

称）で保管場所，保管方法，

保管量及び管理簿（一連の

履歴を含む）等の管理体制

を見直し，更なる安全管理

の強化に努める。 

・ 安全衛生管理委員会で，全学的

な廃棄物及び廃液処理規則等の見

直しを図り，毒物・劇物，化学物

質その他の危険物の対象となる薬

品等を周知し，規則の遵守を徹底

するとともに，不要なものはでき

る限り速やかに廃棄を行う。 

安全衛生管理委員会で調査項目等を整理し，毒物劇物等で不
用な物を洗い出し，廃棄した 

○学生等の安全確保等に関

する具体的方策 

  

・ 防火管理委員会で防火管

理規程等を見直し，全学的

な災害対策マニュアルを

策定するとともに，定期的

な防災訓練の実施に努め

る。 

・ 防火管理委員会で，防災管理に

関する学内実態調査を実施する。

巡回点検を行い，学内既存施設の状況調査を実施した。 

・ 学生生活支援委員会が安

全衛生管理委員会（仮称）

及び防火管理委員会と連

携して学生等に対する安

全・衛生教育及び実験・実

習における安全マニュア

ルを作成し，事故防止の徹

底を図る。 

・ 学生生活支援委員会が安全衛生

管理委員会及び防火管理委員会と

連携して，安全・衛生教育につい

て，全学生・教職員を対象とした

意識調査を実施するとともに，全

学的な「実験・実習における安全

マニュアル」の作成を企画する。

各学部での，学生に関する実験・実習における安全マニュア

ルの作成状況について調査を行い，全学的な意識調査を行っ

て，安全マニュアルの作成方法等について企画検討した。 

 

・ 附属学校の児童・生徒等

の安全を確保するため，必

要な安全対策を講ずる。 

 

・ 附属校園，安全衛生管理委員会

及び防火管理委員会が連携して，

学校・園内外での児童・生徒等の

安全管理に関わるアンケートを実

施する。 

附属学校で各項目について，アンケート調査を実施した。
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・ 附属校園，安全衛生管理委員会

及び防火管理委員会が連携して，

安全管理マニュアルにそった防災

訓練，不審者の侵入に対応した避

難訓練，複数の校・園の合同訓練

やアンケートをもとに，入構管理

体制や安全管理マニュアル，危険

個所（遊具等の設備を含む）等の

改善を図る。 

附属学校において，安全管理マニュアルを策定し，同マニュ

アルに沿って防災・非難訓練を実施するとともに，施設・遊具

等の安全点検を行った。 

・ 安全衛生管理委員会（仮

称）及び環境整備委員会で

全学的に防犯・警備体制を

見直し強化を図る。 

 

・ 安全衛生管理委員会及び施設整

備委員会を中心に，過去の盗難事

件の実態調査を実施するととも

に，その原因と対策を検討し，緊

急度に応じて改善を行い，点検す

る。 

安全衛生管理委員会及び施設整備委員会で，学内の防犯に関
する資料収集を行った。 

○学生・職員の健康管理に関

する具体的方策 

  

・ 保健管理センターを中心に，全

学的な健康診断・相談制度計画の

策定と啓発を行うとともに，職員

の労働安全衛生法に基づく労働衛

生管理体制を確立する。 

学生に対する健康教育及び職員に対する安衛法関係の講演

会を実施し，啓発活動に努めた。また学生の健康診断受診率を

向上させるために運営委員会で検討後，各学部とも協議した。

 

・ 保健管理センターを中心

に学生・職員の健康診断及

び相談体制を充実する。 

 

・ 保健管理センターを中心に，全

学的な感染症予防対策体制の策定

と医学部構成員に対する感染予防

体制を策定する。 

医学部学生の抗体検査を行い，随時ワクチン接種を実施し

た。教育・福祉関係の学生に対しての感染予防対策が，今後の

課題である。 
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Ⅵ．予算（人件費見積含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予 算                             （単位 ： 百万円） 

区   分 予 算 額 決 算 額 
差  額 

（決算－予算）

 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

施設整備資金貸付金償還時補助金 

自己収入 

授業料及入学金検定料収入 

附属病院収入 

雑収入 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

長期借入金収入 

 

計 

 

９,４５３

８０

１０２

３,３８８

１０,７４４

９７

６５９

５３５

２５,０５８

９,４５２

７７

１０１

２,９６１

１１,０８１

２０８

８２８

５３４

２５,２４７

－

△２

－

△４２６

３３６

１１１

１７０

０

１９０

 

支出 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

一般管理費 

施設整備費 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

長期借入金償還金 

 

計 

 

２２,３８５

９,３９９

９,４４８

３,５３８

６１５

６５９

１,３９９

２５,０５８

２１,９７８

９,０１１

９,５２９

３,４３７

６１２

７６５

１,３９７

２４,７５３

△４０６

△３８７

８１

△１００

△２

１０７

△１

△３０２

端数処理の関係で集計額は必ずしも一致しない。 

 

２．人件費                             （単位 ： 百万円） 

区   分 予 算 額 決 算 額 
差  額 

（決算－予算）

 

人件費（承継職員分の退職手当は除く。） 

 

 

１３,１３４

 

１２,８８７

 

△２４７
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３．収支計画                            （単位 ： 百万円） 

区   分 予 算 額 決 算 額 
差  額 

（決算－予算）

 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

受託研究費等 

役員人件費 

教員人件費 

職員人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金 

授業料収益 

入学金収益 

検定料収益 

附属病院収益 

受託研究等収益 

寄附金収益 

財務収益 

施設費収益 

雑益 

資産見返運営費交付金等戻入 

資産見返寄附金戻入 

資産見返物品受贈額戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

総利益 

 

２３,２０２

２１,５２７

１,９７６

５,２８６

１７３

１３８

７,４２５

６,５２９

６５９

３１１

－

７０５

－

２３,９０５

８,８２３

２,６４７

４１２

１３５

１０,７４４

１７３

４５２

－

－

９７

－

－

４２２

－

７０３

７０３

２３,５７５

２１,２３８

１,９６６

５,２９９

２５９

１１３

７,３２７

６,２７２

５８４

３６４

８

１,３７８

４,１５０

２４,８１５

９,０９８

２,９２８

４２６

１０９

１０,６９１

３０５

４６０

０

６１

１５１

１３

５

５６１

４,７８８

１,８７７

１,８７７

３７３

△２８８

△９

１３

８６

△２４

△９７

△２５６

△７４

５３

８

６７３

４,１５０

９１０

２７５

２８１

１４

△２５

△５２

１３２

８

０

６１

５４

１３

５

１３９

４,７８８

１,１７４

１,１７４

端数処理の関係で集計額は必ずしも一致しない。 
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４．資金計画                            （単位 ： 百万円） 

区   分 予 算 額 決 算 額 
差  額 

（決算－予算）

 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

授業料及入学金検定料による収入 

附属病院収入 

受託研究等収入 

寄附金収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設費による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

 

２５,９７６

２２,１８８

１,４７１

１,３９９

９１８

２５,９７６

２４,３４１

９,４５３

３,３８８

１０,７４４

１７３

４８６

９７

１８２

１８２

－

５３５

９１８

２６,７２０

２０,１９９

２９３

１,８５５

４,３７１

２６,７２０

２５,１７１

９,４５２

２,９６１

１１,０８０

３６０

４５４

８６１

７７

７７

０

５３４

９３５

７４４

△１,９８８

△１,１７７

４５６

３,４５３

７４４

８３０

０

△４２６

３３６

１８７

△３１

７６４

△１０４

△１０４

０

０

１７

端数処理の関係で集計額は必ずしも一致しない。 
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Ⅶ．短期借入金の限度額 

１．短期借入金の限度額 ２４億円 

 

２．想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により、緊急に必要となる対策費として借り入れす

ることも想定される。 

 

３．平成１６年度実績 なし 

 

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  附属病院の設備・整備に必要となる経費の長期借入れに供しない、本学附属病院の敷地について、

担保に供した。 

 

  所在地：大分郡挾間町医大ヶ丘１丁目 

  物件の表示：（地番）１番 （地目）学校用地 （地積）163,348㎡ 

 

Ⅸ．剰余金の使途 

   該当なし 

 

Ⅹ．その他 

１．施設・整備に関する状況 

施設・整備の内容 決 定 額 財  源 

・デジタル画像断層撮影システム 
長期借入金 

５３４百万円 

・小規模改修 

・災害復旧工事 

 

総額 

   ６１２百万円 

施設整備費補助金 

    ７７百万円 

端数処理の関係で集計額は必ずしも一致しない。 

 

 ２．人事に関する状況 

   「Ⅱ．業務改善及び効率化 ３．人事の適正化に関する実施状況」参照 
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ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等 

１．特定関連会社 

   該当なし 

 

２．関連会社 

   該当なし 

 

３．関連公益法人等 

  該当なし 

 


